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１.ビザ・
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難民
しんせい

申請について

TidÍakar /MBIkardak;BakÛsMusiTÔiCaCneP]sxÝën   
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Ｑ１（「
えいじゅうしゃ

永住者」の
ざいりゅうしかく

在留資格）

わたし

私は、
に ほ ん じん

日本人と
けっこん

結婚して１０
ねん

年になります。
えいじゅう

永 住ビザをとることはできるでしょうか。

１　「
えいじゅうしゃ

永 住者」の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格のメリット
し ご と

仕事などの
かつどう

活動に
せいげん

制限がないこと、
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
こうしん

更新の
ひつよう

必要がないことがメリットである。

２　
えいじゅう

永 住
き ょ か

許可の
きじゅん

基準
つぎ

次の
きじゅん

基準をクリアする
ひつよう

必要がある。また、
も

持ってい

る
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
ざいりゅう

在 留
き か ん

期間が
さいちょう

最 長のものでなければな

らない。ただし、
つぎ

次の
きじゅん

基準に
てきごう

適合していると
おも

思って

も、
かなら

必ず
き ょ か

許可されるとは
かぎ

限らない。それはケースバ

イケースであり、
しんせいしゃ

申請者
こ じ ん

個人の
せいかつ

生活
じょうきょう

状 況や
かつどう

活動
じょうきょう

状 況などにより、
みと

認められない
ば あ い

場合もある。

(1) 
ひつよう

必要とされる
ざいりゅう

在 留
き か ん

期間

① 1 0
ねん

年
いじょう

以上
けいぞく

継続して
に ほ ん

日本に
ざいりゅう

在 留していること

（
りゅうがくせい

留 学生から
しゅうしょく

就 職した
ば あ い

場合は、
しゅうろう

就 労の
し か く

資格に
へんこう

変更してから５
ねん

年
いじょう

以上の
き か ん

期間が
ひつよう

必要）

② 
に ほ ん じん

日本人の
はいぐうしゃ

配偶者（
こ

子）、
えいじゅうしゃ

永 住者・
とくべつ

特別
えいじゅうしゃ

永 住者の
はいぐうしゃ

配偶者（
こ

子）は、
けっこん

結婚
ご

後３
ねん

年
いじょう

以上
け い か

経過しているこ

と

③ 
なんみん

難民の
ば あ い

場合は、５
ねん

年
いじょう

以上
に ほ ん

日本に
きょじゅう

居 住しているこ

と

④ 「
ていじゅうしゃ

定 住者」の
ば あ い

場合は、
ていじゅう

定 住
き ょ か

許可
ご

後５
ねん

年
いじょう

以上
に ほ ん

日本 に
きょじゅう

居 住していること

(2) 
し ん さ

審査
きじゅん

基準

① 
そ こ う

素行が
ぜんりょう

善 良であること（
はんざい

犯罪の
ぜ ん か

前科がないこ

と、
のうぜい

納税の
ぎ む

義務を
は

果たしていること、
しゃかいてき

社会的に
ひ な ん

非難されるような
にちじょう

日 常
せいかつ

生活を
おく

送っていないこと

など）

② 
どくりつ

独立の
せいけい

生計を
いとな

営むに
た

足りる
し さ ん

資産または
ぎ の う

技能を
ゆう

有

すること（
じ ぶ ん

自分の
しゅうにゅう

収 入や
ざいさん

財産によって
にちじょう

日 常
せいかつ

生活が
おく

送れること）

③ 
しんせいしゃ

申請者の
えいじゅう

永 住が
に ほ ん こく

日本国の
り え き

利益に
あ

合うと
みと

認められ

ること（
に ほ ん

日本に
り え き

利益があると
はんだん

判断されること）

（
ちゅう

注）
に ほ ん じん

日本人の
はいぐうしゃ

配偶者（
こ

子）、
えいじゅうしゃ

永 住者・
とくべつ

特別
えいじゅうしゃ

永 住者の
はいぐうしゃ

配偶者 （
こ

子）の
ば あ い

場合は、①と②の

Q1 (lkÂN:enA^n｢/ÕksÕak;enACa/ci^RnÑy$｣)

À@ner]bkarCamYyCnCatiCb"un10qÕaMehIy. etIÀ/acsMu

vIsßa (TidÍakar) Ca/ÕksÕak;enACa/ci^RnÑy$@n>eT?

1- KuNsmÖtÑi^nlkÂN:sÕak;enArbs;｢/ÕksÕak;enACa

/ci^RnÑy$｣manKuNsmÖtÑidUcCamincaM@c;eFÞIkarbÑêrfÚIbnÑ^nkar

sÕak;enA nigkarkMNt;nUvkareFÞIskmÚPaB>eFÞIkargar.

2-lkÂN:^nkar/nuBaËatkarsÕak;enACa/ci^RnÑy$caM@c;RtUv

manlkÂN:sâatsâMdUcteTA >RtUvmanry:eBlkarsÕak;enA

yUrbMput^nlkÂN:karsÕak;enA. b"uEnÑminRtUv@neK/nuBaËat

TaMgRKb;dUckarsÚaneT eTaHmanlkÂN:RtwmRtUvk'eday.

eRBaHenHCakrNInimYy|eyaltamsÒanPaBrs;enA>Ebb

bTskmÚPaBrbs;/Õkdak;BakÛsMumÕak;|.

dUecÕHehIyeTIbman/ÕkxÝHminRtUv@neK/nuBaËatµ.

(1)-ry:eBlsÕak;enAcaM@c;RtUvman

 ･  karsÕak;enACb"unCab;rhUt10qÕaMeLIgeTA

(ebIeFÞIkartaMgBIenACanisßit caM@c;RtUvmanry:eBl5

qÕaMeLIgeTAKittaMgkarbÑêrlkÂN:^nkareFIÞkargar).

 ･  /ÕkCabÑI >RbBnÔ(kUn)rbs;CnCatiCb"un, /ÕkCabÑI>RbBnÔ

(kUn) rbs;/ÕksÕak;enACa/ci^RnÑy$Biess >/ÕksÕak;enACa

/ci^RnÑy$ KWRtUvmanry:eBlbnÓab;BIer]bkarehIycMnYnCag3

qÕaMeLIgeTA.

 ･  ebICaCneP]sxÝënKW/ÕkEdlenACb"unmanry:eBl5qÕaM

eLIgeTA.

 ･  ebICa｢/ÕksÕak;enA｣/ÕkEdlenACb"un@n5qÕaMeLIgeTA

bnÓab;BI@ncÖab;/nuBaËatsÕak;enA.

(2)-lkÂN:RtYtBinitÛ

 ･  RtUvmancriyasmÖtÑid'lâ (KWminEmnCa/ÕkFÝab;man

eTasBImun, /ÕkmanPar:kicÆbg;BnÔRtwmRtUv, /Õkrs;enACa

RbRktIminrMxandl;sgÃmCaedIm).

 ･ manCIvPaBrs;enAGkraCÛnigRTBÛsmÖtÑiRKb;RKan;^nkar

rs;enA >k'manGkeTs (KW/Õkrs;enA@nral;^fÅedayR@k;

cMNUl>RTBÛsmÖtÑirbs;xÝënGg).

 ･ KWeKTTYlRBmfa/Õkdak;BakÛsMuenHsmRtwmRtUvnwgman

RbeyaCn$dl;RbeTsCb"uneBlsÕak;enACa/ci^RnÑy$. (RtUv

@neKseRmcfamanRbeyaCn$dl;RbeTsCb"un)

cMNaM : ebI/ÕkCabÑI>RbBnÔ (kUn) rbs;CnCatiCb"un



７

じょうけん

条 件は
ひつよう

必要ない。

３　
て つ づ

手続き

(1) 
しんせいさき

申請先　
す

住んでいるところの
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局 

(2) 
てすうりょう

手数料　
き ょ か

許可されたとき８
せんえん

千円
ひつよう

必要

(3) 
ひょうじゅん

標 準
し ょ り

処理
き か ん

期間　６か
げつ

月
て い ど

程度

>rbs;/Õk sÕak;enACa/ci^RnÑy$Biess

>Ca/ÕksÕak;enACa/ci^RnÑy$enaH KWKÚancaM@c;RtUvkarlkÂxNÎ

･  nig ･  eT.

(3)- kareFÞIRkdassÕam

 ･  eTAeFÞIBakÛsMuenARksYg/enÑaRbevsn$^ntMbn;Edl/Õk

sÕak;enA.

 ･  caM@c;bg;R@k; 8000 ey"nCat^mÝeCIgkareBleK

/nuBaËatµ.

 ･  kicÆkar/nuBaËatcÖab;enHCaFmÚtamanry:eBlRbEhl

6 Ex.



８

Ｑ２（
ほんごく

本国から
こ
子どもを

つ
連れてくる

　　　
ば

場
あい

合）

いま

今 、
わたし

私は
に ほ ん じん

日本人と
けっこん

結婚していますが、
ぼ こ く

母国に、
いま

今

の
はいぐうしゃ

配偶者とは
べつ

別の
ひと

人との
あいだ

間に
う

生まれた
こ

子どもがい

ます。その
こ

子どもを
に ほ ん

日本に
つ

連れてきていっしょに
せいかつ

生活したい。それは
か の う

可能でしょうか。

１　
みと

認められる
じょうけん

条 件
ざいりゅう

在 留
し か く

資格を
しゅとく

取得するためには、
つぎ

次の
じょうけん

条 件をすべてク

リアする
ひつよう

必要がある。

① その
おや

親が
に ほ ん じん

日本人の
はいぐうしゃ

配偶者
とう

等または
えいじゅう

永 住、１
ねん

年
いじょう

以上

の
ていじゅうしゃ

定 住者の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格を
も

持っていること

② 
つ

連れてきたい
こ

子どもが
み せ い ねん

未成年かつ
み こ ん

未婚であること

③ 
に ほ ん

日本での
せいかつ

生活が
あんてい

安定していること

２　
て つ づ

手続き

① 
に ほ ん

日本で
ひつよう

必要な
しょるい

書類を
あつ

集め、
いま

今
す

住んでいるところの
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局で「
ざいりゅう

在 留
し か く

資格
にんてい

認定
しょうめいしょ

証 明書」の
こ う ふ

交付を
しんせい

申請する。

② 「
ざいりゅう

在 留
し か く

資格
にんてい

認定
しょうめいしょ

証 明書」が
こ う ふ

交付されたら、それ

を
ぼ こ く

母国に
おく

送る。

③ 
ぼ こ く

母国の
に ほ ん たい

日本大
し か ん

使館にビザの
しんせい

申請するため、
ひつよう

必要な
しょるい

書類を
あつ

集める。
ぼ こ く

母国の
しゅっこく

出 国に
ひつよう

必要な
て つ づ

手続きをする。

④ 
ぼ こ く

母国の
に ほ ん たい

日本大
し か ん

使館にビザの
しんせい

申請をする。
に ほ ん たい

日本大
し か ん

使館から
き ょ か

許可または
ふ き ょ か

不許可の
つ う ち

通知がくる。

３　
よ う し

養子
えんぐみ

縁組のすすめ＜Ｑ２７
さんしょう

参 照＞
に ほ ん じん

日本人の
はいぐうしゃ

配偶者の
り か い

理解が
え

得られれば、
に ほ ん

日本に
き

来てから
よ う し

養子
えんぐみ

縁組をするとよい。
に ほ ん

日本の
か て い

家庭
さいばんしょ

裁判所で
よ う し

養子
えんぐみ

縁組の
き ょ か

許可をもらい、
す

住んでいる
しちょうそん

市町村の
やくしょ

役所に
とどけで

届出をする。

４　
た ん き かん

短期間だけの
よ

呼び
よ

寄せ
なつやす

夏休みなどを
り よ う

利用した
みじか

短い
き か ん

期間、
ぼ こ く

母国の
こ

子どもを
に ほ ん

日本に
よ

呼ぶ
ば あ い

場合は、
つぎ

次の
て つ づ

手続きでよい。

①  
に ほ ん

日本で の
み も と

身元
ほしょうにん

保証人（
つうじょう

通 常、
じ ぶ ん

自分
じ し ん

自身ま た は
はいぐうしゃ

配偶者の
に ほ ん じん

日本人）が
ひつよう

必要な
しょるい

書類を
あつ

集め、
ほんごく

本国に
おく

送る。

② 
ほんごく

本国の
に ほ ん たい

日本大
し か ん

使館で「
た ん き

短期
たいざい

滞在」のビザを
しんせい

申請

Q2 (krNIFanakUnBIRbeTsxÂënmk)

bcÆébÖnÕÀ@ner]bkarnwgCnCatiCb"un

b"uEnÑÀmankUnenAGRsuk kMeNItEdlCakUnrbs;bÑI>RbBnÔmun

kalminTan;er]bkarnwg CnCatiCb"unenH

ehIyÀcg;naMkUnenaHmkCamYyehIyrs;enA CamYyKÕa

etI/acnaMkUnenaHmk@n>eT?

1- lkÂxNÎEdleKTTYlyl;RBm

edImÖITTYl@nnUvlkÂN:karsÕak;enAKWcaM@c;mankar

smRsbnwglkÂxNÎdUcxageRkamenH

 ･ KWmÑay >VBukrbs;kUnenaHCa/ÕkCabÑI>RbBnÔrbs;Cn

CatiCb"un>k'CabÑI>CaRbBnÔrbs;/ÕksÕak;enACa/ci^RnÑy$ehIy

manlkÂN:karsÕak;enA^n/ÕksÕak;enAry:eBl 2 qÕaMeLIg

eTA.

 ･  kUnEdlcg;naMmkenaHCaekÚgminTan;eBjv&y>minTan;

er]bkar.

 ･  manCIvPaBnwgn^nkarrs;enAkÕégRbeTsCb"un.

2- kareFÞIRkdassÕam

 ･  RtUvykRkdassÕamEdlcaM@c;kÕégRbeTsCb"unehIy

eTAdak;BakÛsMuykRkdas｢hßayrWsIukaKwnIgetsUemsU｣

enARksYg/enÑaRbevsn$^nkEnÝgEdl/ÕksÕak;enA.

 ･ ebI@nRkdas｢hßayrWsIukaKwnIgetsUemsU｣enaHehIy

RtUvepÊIeTARbeTsrbs;/Õk.

 ･ RtUvykRkdassÕamEdlcaM@c;edImÖIdak;BakÛsMuvIsßa

VISAenAsÒanTUtCb"un^nRbeTs/Õk ehIyrt;kar^nkarqÝgEdn

ecjBIRbeTsrbs;/Õk.

 ･  dak;BakÛsMuvIsßa VISA

enAsÒanTUtCb"un^nRbeTs/Õk.

rYcmankarpÑl;dMNwgBIsÒanTUtCb"un/MBIkar/nuBaËat >min

/nuBaËat.

3- kareFÞICakUnciBaÆwm＜eyaltamsMnYr Q27＞
ebImankaryl;RBmTTYlsÃal;BIsMNak;bÑI >RbBnÔ^nCnCati

Cb"un. /aceFÞICakUnciBaÆwm@n bnÓab;BI@nmkdl;Cb"un. eTA

TTYlykcÖab;/nuBaËat^nkareFÞICakUnciBaÆwmenAsaladMbUg

rbs;Cb"un. ehIyraykarN$eTAsalaRkug Rsuk PUmi.

4- karehAmkelgkÕégry:eBlxÝI

cUrrt;kardUcteTA ebIehAkUnenARbeTsxÝënmkCb"unelgkÕég

ry:eBlxÝIdUcCaeBlsMrakExekÑACaedIm.



９

し、
こ う ふ

交付してもらう。

５　
ちゅうい

注意
じ こ う

事項

(1) 
ぼ こ く

母国で
そだ

育った
こ

子どもは、ほとんどの
ば あ い

場合、
に ほ ん

日本の
きょういく

教 育や
かんきょう

環 境に
な

慣れるのにたいへん
く ろ う

苦労する。たと

えば
に ほ ん ご

日本語の
か い わ

会話は、すぐマスターするかもしれな

いが、
べんきょう

勉 強で
つか

使われる
げ ん ご

言語を
み

身につけて
こうこう

高校や
だいがく

大学に
しんがく

進学していくことはたいへん
こんなん

困難であるとい

われている。
おや

親や
がっこう

学校の
せんせい

先生、
に ほ ん じん

日本人のボランティ

アなどによる
じゅうぶん

十 分なサポートが
ひつよう

必要である。

(2) 
くに

国によっては、
み せ い ねん

未成年の
こ

子どもを
かいがい

海外に
だ

出すのに
とくべつ

特別な
て つ づ

手続きが
ひつよう

必要な
ば あ い

場合がある（
れい

例：ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）。

･ ykRkdassÕamEdlcaM@c;nigRkdasFanasamIuxÝënenA

RbeTsCb"un (CaFmÚtaKWsamIuxÝënpÓal;>bÑI >RbBnÔCaCnCati

Cb"un) epÊIeTARbeTsenaH.

 ･  rYcdak;BakÛsMuTTYlykvIsßa VISA ^n

｢karsÕak;enA ry:eBlxÝI｣enAsÒanTUtCb"unkÕégRbeTsenaH.

5- karRbugRby&tÕ

 ･  PaKeRcInkUnEdlehAmkenaHmankar/b;rMTmÝab;rs;enA

^nRbeTsxÝën dUecÕHKÕamankarlM@kevTnaNas;kÕégTmÝab;

rs;enAnigkar/b;rM >briyakasrbs;RbeTsCb"un. oTahrN$

karsnÓnaCaPasaCb"un/acniyay@nk'mindwgb"uEnÑeKniyayfa

mankarlM@kNas;kÕégkarer]nsURtyk

PasaenHmkdak;xÝën ehIycUler]nenAviTÛal&y >cUl

mhaviTÛal&y.dUecÕHehIycaM@c;mankarCMnYybEnÒmya"gditdl;

BIsMNak;VBukmÑay,elakRKU/ÕkRKU>/ÕksÚ&RKcitÑCaedIm.

 ･ eyaleTAtamRbeTs manRbeTsxÝHcaM@c;RtUvrt;kar

eFÞIRkdassÕamBiesseBlqÝgEdneTAbreTscMeBaHekÚg

EdlminTan;eBjv&y(oTahrN$ RbeTshÞIlIBIn).



１０

Ｑ ３ （
はいぐうしゃがざいりゅうしかくのこうしんにきょうりょく

配偶者が在留資格の更新に協力し

てくれない
ば あ い 、 り こ ん し た ば あ い

場合、離婚した場合）

わたし

私は
に ほ ん じん

日本人と
けっこん

結婚していますが、
はいぐうしゃ

配偶者が
べつ

別の
あいじん

愛人をつくって
いえ

家を
で

出てしまいました。もうすぐ
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
き か ん

期間が
き

切れてしまいますが、
はいぐうしゃ

配偶者が
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
こうしん

更新に
きょうりょく

協 力しないと
い

言っています。
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
こうしん

更新は
か の う

可能でしょうか。

また、
しょうらいてき

将 来的には
り こ ん

離婚を
かんが

考えているのですが、
り こ ん ご

離婚後も
ざいりゅう

在 留
し か く

資格をもらえるでしょうか。

１　
はいぐうしゃ

配偶者が
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
こうしん

更新に
きょうりょく

協 力してくれない
ば あ い

場合
けっこん

結婚の
かたち

形を
つづ

続ける
い し

意志があれば、「
に ほ ん じん

日本人の
はいぐうしゃ

配偶者
とう

等」の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格を
こうしん

更新できる。この
ば あ い

場合、
はいぐうしゃ

配偶者の
きょうりょく

協 力は
ひつよう

必要ない。

ただし、
み も と

身元
ほしょうにん

保証人が
ひつよう

必要である。
み も と

身元
ほしょうにん

保証人を
み

見

つけ、
はいぐうしゃ

配偶者の
み ぶ ん

身分
かんけい

関係
しょるい

書類（
じゅうみんひょう

住 民 票、
こ せ き

戸籍
とうほん

謄本、
しゅうにゅう

収 入の
しょうめい

証 明ができる
しょるい

書類など
か の う

可能な
かぎ

限り）を
あつ

集め

る。これらを
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局に
も

持っていき、
じじょう

事情を
くわ

詳し

く
せつめい

説明する。その
さい

際、
に ほ ん ご

日本語がよくできる
ひと

人といっし

ょに
い

行くとよい。

２　
り こ ん

離婚の
い し

意志がはっきりしている
ば あ い

場合

たとえば、
じ ぶ ん

自分から
り こ ん

離婚
ちょうてい

調 停の
て つ づ

手続きをしている
ば あ い

場合などは、「
に ほ ん じん

日本人の
はいぐうしゃ

配偶者
とう

等」の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格
こうしん

更新は
むずか

難しい。

こうした
ば あ い

場合やすでに
り こ ん

離婚した
ば あ い

場合は、
つぎ

次のような

ケースであれば、
なん

何らかの
ざいりゅう

在 留
し か く

資格が
みと

認められる
か の う せい

可能性がある。

① 
に ほ ん

日本
こくせき

国籍の
こ

子どもや
に ん ち

認知を
う

受けている
に ほ ん じん

日本人の
じ っ し

実子がいて、かつ
に ほ ん

日本での
せいかつ

生活が
あんてい

安定しているこ

と、
ちょうきかん

長期間
に ほ ん

日本に
す

住んでいること

さらに、
しんけんしゃ

親権者であって、
げんじつ

現実にその
こ

子を
よういく

養育し

ていれば、
ちょうか

超過
たいざい

滞在であっても「
ていじゅうしゃ

定 住者」の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格を
しゅとく

取得できる。

② 
せんもんてき

専門的な
し ご と

仕事をしている
ば あ い

場合や
じ ぶ ん

自分で
かいしゃ

会社を
けいえい

経営

している
ば あ い

場合

Q3 (krNIbÑI>RbBnÔmincUl^dkÕêgkardak;BakÛbnÑcÖab;

/nuJËatrs;enA,krNIElglHKÕa)

À@ner]bkarnwgCnCatiCb"unb"uEnÑbÑI>RbBnÔÀ@nykbÑI>RbBnÔ

fÚI eT]tehIy@ncuHecjBIpÓH@t;eTA.

rYcbnÑiteT]tlkÂN:kar sÕak;enArbs;ÀnwgputkMNt;

ehIybÑI>RbBnÔÀKat;faminRBmcUl^dkÕégkareFÞIbnÑfÚInUv

lkÂN:karsÕak;enArbs;ÀeT.

dUecÕHetIkareFÞIbnÑfÚInUvlkÂN:karsÕak;enArbs;ÀenH/acRtUv

@neK/nuBaËatµeT?

mÛa"geT]teTA/naKtÀ@nKitfanwgElglH KÕa

etIbnÓab;BIÀElglHKÕaehIy/acTTYl@nnUvlkÂN:kar

sÕak;enAenH>eT?

1- /acbÑêrfÚI^nlkÂN:karsÕak;enA@neTaHbIÑ>RbBnÔenaHmin

RBmcUl^dkÕégkicÆkarenHk'eday ebIelak/ÕkmanbMNger]b

karbnÑCamYy｢bÑI>RbBnÔCaCnCatiCb"unCaedIm｣eT]t. kÕégkrNI

enHmincaM@c;mankarcUl^dyl;RBmBIbÑI>RbBnÔenaHeT. b"uEnÑ

caM@c;man/ÕkFanaxÝën. rk/ÕkFanaxÝën, RbmUlRkdassÕam

EdlTak;TgnwgxÝënrbs;bÑI>RbBnÔfÚIdUcCa (lixitbBaÈak;TIlM enA,

lixitbBaÈak;RsukkMeNIt, lixitbBaÈak;R@k;cMNUlCa edIm)

ebI/acsUmykTaMg/s;. yklixitsÕamTaMgenHeTA

RksYg/enÑaRbevsn$

rYcBnÛl;/MBIehtukarN$pÓal;xÝënµeKsÑab;.

eBlenaHyklâRtUvrk/ÕkecHPasaCb"unsÓat;eTACa mYy.

2- ebImanbMNgElglHKÕacÖas;las;enaH

oTahrN$

ebIrt;karedaysRmuHsRmYlsMuElgBIxÝënGgenaHKWmankarBi@k

kÕégkarbÑêrfÚI^nlkÂN:karsÕak;enArbs;

｢bÑI>RbBnÔ^nCnCatiCb"un｣enaHNas;.

ebImanlkÂN:EbbenH>@nElglHKÕarYcehIyenaHKWRbEhl

/acRtUveKTTYlRBm/nuBaËatµlkÂN:karsÕak;enA@neday

eyaltamer[g/ÞImYy ebImaner[gdUckrNIxageRkamenH.

 ･ kUnrbs;/ÕkmansBaÈatiCb"un>mankUnbegÁItrbs;CnCati

Cb"unEdleKTTYlsÃal;nigmanlMnwg^nkarrs;enAkÕégCb"un

ehIyrs;enACb"unmanry:eBlyUr. ehIyEfmTaMgCa/Õk

jatiepA@nTMnukbMrugciBaÆwmbI@c;kUnenaHedayBitR@kdEmnenaH

eTaHbIenACb"unenHhYskMNt;^nkarsÕak;enAk'edayk'

/acTTYl@nnUvcÖab;/nuBaËat^nlkÂN:karsÕak;enA@nEdr.



１１

３　
ちゅうい

注意
じ こ う

事項
ざいりゅう

在 留
し か く

資格が
みと

認められるか
みと

認められないかは、ケー

スバイケースであり、
しんせいしゃ

申請者
こ じ ん

個人の
せいかつ

生活
じょうきょう

状 況や
かつどう

活動
じょうきょう

状 況などにより、
みと

認められない
ば あ い

場合もある。

また、
じょうき

上記
い が い

以外のケースでも、まれに
ざいりゅう

在 留
し か く

資格が
みと

認め ら れ る
ば あ い

場合が あ る 。
しょうさい

詳 細は
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局や
べ

んごし),弁護士)、
し み ん

市民
だんたい

団体と
そうだん

相談するとよい。

４　
て つ づ

手続き

・
ていしゅつさき

提 出先 　　　
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局

・
ていしゅつ

提 出
しょるい

書類

・
しんじゅつしょ

申 述書 …
けっこん

結婚・
り こ ん

離婚の
け い い

経緯、
あ い て

相手が
しんせい

申請に
きょうりょく

協 力

しない
り ゆ う

理由、
げんざい

現在の
せいかつ

生活
じょうきょう

状 況などを
か

書く。
ぼ ご

母語で

よい。
さいばんちゅう

裁 判中の
ば あ い

場合は、
べ ん ご し

弁護士に
さくせい

作成を
い ら い

依頼する。

・
じょうしんしょ

上 申書 …
し み ん

市民
だんたい

団体、
し え ん しゃ

支援者、
ゆうじん

友人でも
さくせい

作成でき

る。
さいばんちゅう

裁 判中の
ば あ い

場合は、
べ ん ご し

弁護士に
さくせい

作成 を
い ら い

依頼する。

・
み も と

身元
ほしょうしょ

保証書 …
し み ん

市民
だんたい

団体が
み も と

身元
ほしょうにん

保証人になれるが、
こ じ ん めい

個人名が
ひつよう

必要。

・
ふ う ふ

夫婦
かんけい

関係
ちょうせい

調 整
ちょうてい

調 停
じ け ん

事件の
しょうめい

証 明 …
さいばんちゅう

裁 判中の
ば

あい),場合)。
さいばんしょ

裁判所より
にゅうしゅ

入 手する。

・
ざいしょく

在 職
しょうめいしょ

証 明書、
きゅうよ

給与
しょうめいしょ

証 明書 …
し ご と

仕事をしている
ば あ い

場合

・
ざいえん

在園・
ざいがく

在学
しょうめいしょ

証 明書 …
こ

子どもがいる
ば あ い

場合

･  ebImaneFÞIkarCa/ÕkGkeTs>manRkumh#unxÝënGgeFÞI.
3- karRbugRby&tÕ

kar/nuBaËatcÖab;µsÕak;enA>minµenaHmankrNIepßg|

eyaltamsÒanPaB^nCIvPaB>sÒanPaB^nclnarbs;samIu

xÝën/Õkdak;BakÛsMu. mankrNIxÝHeKmin/nuBaËatµEdr. mÛa"g

eT]teRkABIkrNIxagelIenHk'eK/ac/nuBaËatcÖab;karsÕak;

enAµeyIg@nEdr. cUrsYreTAbuKÃlikeFÞIkarenARksYg/enÑa

Rbevsn$>emFavI>eTABiPakßa nwgRkum/ÕkRsukkÕégRkumrbs;

eyIgk'CakarlâEdr.

4- kareFÞIRkdassÕam

 ¥ kEnÝgyksMNMuer[geTAdak;RksYg/enÑaRbevsn$

 ¥ lixitsÕamEdlRtUvdak;

 ¥ Rkdasdak;BakÛer]bkar RbvtiÑ^nkarlHElg

lixitmUlehtuEdl/ÕkmÂageT]tminRBmrYm^dkÕégkicÆkarenH,

sresr/MBIsÒanPaB^nCIvPaBbcÆébÖnÕCaPasaCatiGg

k'@n. ebIkMBugeLIgtulakarsUmµemFavIsresrµ.

 ¥ lixitPÈab;CamYy¥¥¥¥Rkum/ÕkRsuk, /ÕkeRCamERCg,

/acµBYkma"kmitÑP&RkÑsresrµ@n. ebIenAkMBugeLIg

tulakarsUmesÕIµelakemFavIsresrµk'@n.

 ¥ /tÑsBaËaNb&NÐ Rkum/ÕkRsuk/aceFÞICa/Õk

Fana@nb"uEnÑeKcaM@c;ykeQÚaHGkCn(minEmneQÚaHRkum)

.

 ¥ lixit^ner[gra"vEdlkMBugsRmuHsRmYl, esIerI rvagbÑIRbBnÔ

ebIkMBugeLIgtulakar.

 ¥ lixitbBaÈak;kargar RkdasR@k;Ex¥¥¥¥¥ebIkMBug

Rbkbkargar.

 ¥ lixitbBaÈak;kMBugenAer]n, enAsala¥¥ebIcMeBaH

/ÕkmankUn.



１２

Ｑ ４ （
ざ い り ゅ う し か く の な い ひ と が に ほ ん で せ い か つ を

在留資格のない人が日本で生活を

き ぼ う す る ば あ い

希望する場合）

わたし

私は、オーバーステイの
がいこくじん

外国人ですが、
に ほ ん

日本
じん

人

と
けっこん

結婚しました。いったん
ほんごく

本国に
かえ

帰らないで、
に ほ ん

日本

 で
ざいりゅう

在 留
し か く

資格をとることは
か の う

可能でしょうか。

また、
わたし

私の
ゆうじん

友人でオーバーステイの
ひと

人がいるの

ですが、
に ほ ん

日本で
ざいりゅう

在 留
し か く

資格をもらうことが
か の う

可能でし

ょうか。

１　オーバーステイの
ひと

人への
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局の
たいおう

対応
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局は、オーバーステイの
ひと

人に
たい

対して、どん

なケースでも
きょうせい

強 制
たいきょ

退去の
て つ づ

手続きを
おこな

行う。

ただし、
きょうせい

強 制
たいきょ

退去の
て つ づ

手続きの
なか

中で、
ほんにん

本人が
ほ う む

法務
だいじん

大臣

に
たい

対して
じ ぶ ん

自分の
じじょう

事情をアピールすることができる。
ほ う む

法務
だいじん

大臣がその
ひと

人の
じじょう

事情を
こうりょ

考慮して、
きょうせい

強 制
たいきょ

退去させなくて

もよいと
みと

認めれば、「
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可」が
だ

出され、

「
に ほ ん じん

日本人の
はいぐうしゃ

配偶者
とう

等」や「
ていじゅうしゃ

定 住者」などの
ざいりゅう

在 留
し か く

資格が

もらえる。

２　「
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可」が
みと

認められるケース
つうじょう

通 常、
つぎ

次のケースについては、
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可が
みと

認め

られることが
おお

多い。

① 
に ほ ん じん

日本人と
けっこん

結婚しているとき、または「
えいじゅうしゃ

永 住者」､

｢
ていじゅうしゃ

定 住者｣の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格をもつ
がいこくじん

外国人と
けっこん

結婚している

とき（ただし、
ぎ そ う

偽装
けっこん

結婚でないこと）

② 
に ほ ん じん

日本人の
じ っ し

実子を
よういく

養育しているとき（
じ っ し

実子は、
に ほ ん

日本
こくせき

国籍を
も

持ってなくても
ほうてき

法的に
に ほ ん じん

日本人
ちち

父に
に ん ち

認知されて

いればよい。）

３　
ちゅういじこう

注意事項

（１） 
じょうき

上記の①、②
い が い

以外のケースでも、「
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可」が
みと

認められる
ば あ い

場合はあるが、きわめてまれな

ケースである。たとえば、
に ほ ん

日本で
う

生まれた
ちゅうがくせい

中 学生

の
こ

子どもがいるオーバーステイの
がいこくじん

外国人
ふ う ふ

夫婦の
ば あ い

場合

で、
みと

認められたケースはあるが、
どうよう

同様なケースで
みと

認

められない
ふ う ふ

夫婦もあり、
ぜんれい

前例となっていない。

（２） 
きょうせい

強 制
たいきょ

退去
てつづき

手続き
ちゅう

中に､
かりほうめん

仮放免を
う

受ける
ば あ い

場合､
ほしょうきん

保証金として
さいだい

最大300
まんえん

万円
ひつよう

必要である。ただし、「30

Q4 (/ÕkEdlKÚanlkÂN:sÕak;enA

EtmanbMNgcg;rs;enACb"un)

ÀCaCnbreTsrs;enACb"unhYskMNt;

Et@ner]bkarCamYy CatiCb"un.

etIÀ/acsMu@nnUvkar/nuBaËat^nlkÂN:karsÕak;

enACb"un@nedaymincaM@c;RtLb;eTARbeTsxÝënmÑgsin

>eT? mÛa"geT]tÀmanmitÑP&RkÑEdlrs;enAputkMNt;etIKat;

/acTTYlnUvkar/nuBaËatlkÂN:karsÕak;enACb"un@neT?

1- viFankarrbs;RksYg/enÑaRbevsn$cMeBaH/ÕksÕak;enA

hYskMNt;. RksYg/enÑaRbevsn$eFÞIviFankaredaybgÂMcMeBaH

/ÕksÕak;enAhYskMNt;RtUvcakecjBICb"unCadac;xateTaHCa

enAkÕégkrNIEbbNak'eday. b"uEnÑkarkMBugeFÞIkarbgÂMµcak

ecjBIRbeTsenHsamIuxÝën/acBnÛl;bgàajBIehtukarN$

rbs;xÝëneTAnwgmRnÑIcÖab;bBaËti. mRnÑIcÖab;bBaËtiyker[gehtu

karN$rbs;/ÕkenaHmkBicarNaya"glâitrYc/acTTYlsÃal;min

@c;bgÂMµRtLb;eTARsukvijk'man ehIyecjcÖab; /nuBaËat

｢karsuM/nuBaËatµsÕak;enABiess｣rYc/acTTYlnUv

lkÂN:karsÕak;enAcMeBaH/ÕkCa｢bÑI,RbBnÔrbs;CnCatiCb"un｣

>Ca ｢bÑI, RbBnÔrbs;/ÕksÕak;enACab;lab;｣.

2-krNI^nkarTTYlsÃal; ｢kar/nuBaËatµsÕak;enABiess｣

CaFmÚtaeKTTYlsÃal;µcÖab;/nuBaËatkarsÕak;enABiess

enHPaKeRcIncMeBaHkrNIdUcxageRkam

 ･  cMeBaH/ÕkEdl@ner]bkarCamYyCnCatiCb"un>/Õk

Edlmankar/nuBaËat^nlkÂN:^nkarsÕak;enAdUcCa｢/ÕkenA

Ca/ci^RnÑy$｣>｢/ÕkenACab;lab;｣ (b"uEnÑminEmnCa/Õker]bkar

EkÝgkÝay).

 ･  eBlciBaÆwmbI@c;kUnbegÁItrbs;CnCatiCb"un (kUnbegÁIt

ebIminEmnmansBaÈatiCb"unk'eday tamcÖab;ebIVBukrbs;va

RBmTTYlsÃal;enaHCakareRsc.

3- matikacgcaM

  ･ eRkABIkrNI ･ nigXÝaxagelI ･ k'edayk'

｢ kar/nuBaËat karsÕak;enABiess ｣ RtUv@neK/nuBaËatµ



１３

0
まんえん

万円」は、
さいだい

最大の
きんがく

金額であって、その
ひと

人の
しゅうにゅう

収 入

レベル
とう

等により
はんだん

判断される。
きょくたん

極 端な
れい

例では、
せいかつ

生活

が
あんてい

安定している
に ほ ん じん

日本人と
けっこん

結婚した
ば あ い

場合は、０
えん

円の
ば あ い

場合もある。

（３） 
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局に
しゅっとう

出 頭してから「
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き

ょか),許可)」に
いた

至るまで、
けっ

決して
らく

楽な
みち

道のりではな

い。
せ ん も んか

専門家やＮＧＯ
だんたい

団体、
べ ん ご し

弁護士などに、
じ ぜ ん

事前に、
じゅう

十
ぶんそうだん

分相談することを
すす

勧めたい。

b"uEnÑvaCakrNIminFmÚtaeT. oTahrN$

mankrNI/nuBaËatµbÑI, RbBnÔCn

breTsEdlmankUnCasisß^n/nuviTÛal&y ehIyCakUnEdl

@nekItenACb"un. b"uEnÑmanbÑI, RbBnÔxÝHmankrNIdUcxagelI

enHEdrEtminRtUv@neK/nuBaËatµk'man. KWvamin@ndUckÕég

oTahrN$xagelIenHTaMg/s;eT.

 ･  eBlkMBugrt;kar^nkarRtUvRtLb;eTARbeTsvij edaybgÂM

ehIyTTYlnUvkaredaHElgbeNÑaH/asnÕenaH. caM@c;RtUv

manR@k;FanadMkl;ya"geRcInbMput300mWuney"n. b"uEnÑR@k;

｢ 300mWuney"n｣ KWCacMnYnR@k;d'eRcInmYy dUcenHehIyeTIb

eKvinicÇ&ytamkMritR@k;cMNUlrbs;/ÕkenaH.

oTahrN$Cak;EsÑgdUcCa@ner]bkarnwgCnCatiCb"unEdl

manCIvPaBnwgn RKb;RKan;enaHR@k;FanaenHKW0ey"nk'man.

 ･  cab;taMgBIecjmuxeTACYbnwgRksYg/enÑaRbevsn$rhUt

dl;@nTTYl｢kar/nuBaËatBiess^nkarsÕak;enA｣enaHKWmin

EmnCaer[gRsYleT.dUecÕHyklâKYrEteTABiPakßaCamYy/Õk

manCMnajxagkicÆkarenHµ@nlâitCamunsin

dUcCaCamYyemFavI >RkumsÚ&RKcitÑ NGO >/ÕkCMnajkar
CaedIm.



１４

Ｑ５（
ざ い り ゅ う し か く の こ う し ん や へ ん こ う で ふ き ょ か に な っ た ば あ い

在留資格の更新や変更で不許可になった場合）

わたし

私は、
にっけい

日系３
せい

世のペルー
じん

人です。
げんざい

現在まで

「
ていじゅうしゃ

定 住者」の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格がありましたが､
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局 で
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
こうしん

更新
て つ づ

手続きをしたら、
ふ き ょ か

不許可

になってしまいました。

 
わたし

私は、
ほんとう

本当に
にっけいじん

日系人です。こうした
ば あ い

場合
ほんごく

本国に
かえ

帰らなければならないのでしょうか。

１　
ふ き ょ か

不許可の
り ゆ う

理由

「
ふ き ょ か

不許可
つ う ち

通知」に
き さ い

記載されている「
ふ き ょ か

不許可
り ゆ う

理由」は、
ぐ た い てき

具体的なことが
か

書かれていないため、
おお

多くの
ば あ い

場合、はっ

きりとした
り ゆ う

理由はわからない。
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局の
たんとうかん

担当官から
ふ き ょ か

不許可の
り ゆ う

理由を
じゅうぶん

十 分に
き

聞き
と

取る
ひつよう

必要がある。
に ほ ん ご

日本語が
ふ じ ゆ う

不自由な
ば あ い

場合は
に ほ ん ご

日本語ができ

る
ひと

人を
どうこう

同行する。

２　
たいおうさく

対応策

(1) 
さ い ど

再度の
しんせい

申請
しょるい

書類の
き さ い

記載
ぶ そ く

不足などが
ふ き ょ か

不許可の
り ゆ う

理由であれば、
さ い ど

再度

の
しんせい

申請により、
き ょ か

許可が
み こ

見込める
ば あ い

場合がある。
さ い ど

再度の
しんせい

申請
て つ づ

手続きには、
べ ん ご し

弁護士に
い ら い

依頼して
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局にかけあってもらうとよい。
ざいりゅう

在 留
き か ん

期間が
のこ

残っていない
ば あ い

場合、
さ い ど

再度の
しんせい

申請の
じゅんび

準備

をする
あいだ

間、「
た ん き

短期
たいざい

滞在」の
ざいりゅう

在 留
し か く

資格に
へんこう

変更して、オ

ーバーステイ
じょうたい

状 態にならないように
ちゅうい

注意する。

(2) 
さいばん

裁判
ほ う む

法務
だいじん

大臣を
あ い て

相手に「
ふ き ょ か

不許可」を
さいばん

裁判で
あらそ

争うこと

ができる。
ふ き ょ か

不許可から３か
げつ

月
い な い

以内に
て い そ

提訴する
ひつよう

必要が

あるため、すぐに
べ ん ご し

弁護士に
そうだん

相談すること。ただし、

｢
た ん き

短期
たいざい

滞在｣に
へんこう

変更してしまうと
さいばん

裁判を
お

起こせなくな

るので、
ようちゅうい

要注意。

３　
ちゅうい

注意
じ こ う

事項

(1) 
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
き か ん

期間が
き

切れた
じょうたい

状 態で
なが

長い
あいだ

間
ほ う ち

放置す

ると、
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局は「
ほんにん

本人が
ふ き ょ か

不許可を
う

受け
い

入れ

た」と
かいしゃく

解 釈するため、
じんそく

迅速に
こうどう

行動する
ひつよう

必要がある。

(2) 
ちょうきかん

長期間、オーバーステイ
じょうたい

状 態のままでいた
のち

後

に、
にっけいじん

日系人であることが
しょうめい

証 明されても、いったん
きょうせい

強 制
たいきょ

退去させられる
か の う せい

可能性が
たか

高い。

Q5 (krNIeKmin/nuBaËatµnUvkarbnÑkarsÕak;enA>karbÑêr^n

lkÂN:^nkarsÕak;enA)

ÀKWCnCatieb"rUCakUnkat;Cb"un3CMnan;ehIy. rhUtdl;

bcÆébÖnÕÀmansiTÔCa｢/ÕksÕak;enACab;lab;｣

b"uEnÑeBlÀeTA

RksYg/enÑaRbevsn$edImÖIsMucÖab;bnÑ^nkarsÕak;enACafÚIeT]t

enaHRtUv@neKbdiesFmin/nuBaËatµ. ÀCakUnkat;Cb"unBit

Emn ebI/BaÆwgetIÀRtUvEtRtLb;eTARbeTsxÝënvij>?

1- mUlehtuEdleKmin/nuBaËat enAkÕéglixit｢karµdMNwg

/MBIkarmin/nuBaËat^n｢mUlehtuEdlmin/nuBaËatµ｣

minRtUv@neKsresrcÖas;las;eT.

dUcenHehIyeTIbPaKeRcIneyIg minyl;nUvmUlehtuenaHeT.

eyIgcaM@c;RtUveTAsYrpÓal;

dl;/ÕkTTYlbnÓéksMNMuer[grbs;eyIgµ@ncÖas;las;enA

RksYg/enÑaRbevsn$. ebIeyIgminsUvecHCb"unRKb;RKan;eT

sUmeTACamYy/ÕkEdlecHPasaCb"uncÖas;las;.

2- meFÛa@ysRmYl

 ･  dak;BakÛsMusarCafÚImÑgeT]t

ebImUlehtueKmin/nuBaËatedaysMNMuer[geyIgmin@ncuH

RKb;RKan;enaH/acmansgÄwmEdredayeyaleTAelIkar

dak;BakÛCafÚIenH.kÕégkardak;BakÛsMusarCafÚIenHebIyklâ

KYresÕIelakemFavIµKat;eTAeFÞIkarenHnwgRksYg/enÑa

Rbevsn$vij. ebIeyIgKÚan sl;eBlevla^nkarsÕak;enAeT

eBlkMBuger]bcMdak;BakÛsarCafÚIenaHeyIgRtUvbÑêryk｢kar

/nuBaËatkarsÕak;enAry:eBlxÝI｣edImÖIkMuµmanxÝënCa/ÕksÕak;

enAhYskMNt;eBl.

 ･  eLIgkÑI

 eyIg/aceQÝaHedaykÑIenAtulakarEdl

rdÍmRnÑIyutÑiFm%CaKUCMelaH/MBI｢karmin/nuBaËat｣. RtUveTA

BiPakßanwgemFavICabnÓan;eRBaHcaM@c;dak;BakÛCamunkÕégry:

eBl3ExbnÓab;BIkarmin/nuBaËat. b"uEnÑKYrRby&tÕebIeyIg@n

bÑêrCa｢karsÕak;enAry:eBlxÝI｣ehIyenaHeyIgmin/acman

lTÔPaBeLIgkÑI@neT.

3- matikacgcaM

 ･  ebIeyIgTukµhYseBlyUrnUvkardac;lkÂN:karsÕak;

enAenaHRksYg/enÑaRbevsn$nwgebIkcMhfa｢samIuxÝën@nTTYl

karmin/nuBaËatµsÕak;enA｣
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Ｑ６（
な ん み ん し ん せ い を し た い ば あ い ）

難民申請をしたい場合）

わたし

私は、オーバーステイをしていますが、
ほんごく

本国に
かえ

帰ると
せ い じ てき

政治的な
り ゆ う

理由から
た い ほ

逮捕され、
し け い

死刑になる
か の う せい

可能性があります。
なんみん

難民
しんせい

申請をし、
に ほ ん

日本で
く

暮らして

いきたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

１　「
なんみん

難民」とは？

それは、
つぎ

次の４つの
じょうけん

条 件を
み

満たしている
がいこくじん

外国人である。

①　｢
じんしゅ

人種｣、｢
しゅうきょう

宗 教｣、｢
こくせき

国籍｣、｢
とくてい

特定の
しゃかいてき

社会的
しゅうだん

集 団

の
こうせいいん

構成員であること｣、｢
せ い じ てき

政治的
い け ん

意見｣を
り ゆ う

理由に
はくがい

迫害

を
う

受けるおそれがあること

②　
じょうき

上記の
はくがい

迫害を
う

受けるという
じゅうぶん

十 分に
り ゆ う

理由のある
きょうふ

恐怖を
ゆう

有していること

③　
こくせきこく

国籍国の
そと

外にいる
もの

者であること

④　
はくがい

迫害を
う

受けるおそれのため、
しゅっしんこく

出 身国の
ほ ご

保護を
う

受

けることや
しゅっしんこく

出 身国へ
き か ん

帰還することができない、ま

たは、それらを
のぞ

望まないこと

２　
なんみん

難民
しんせい

申請
て つ づ

手続き
しょうさい

詳 細な
て つ づ

手続きについては、
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局で
は い ふ

配布されて

いる「
なんみん

難民
にんてい

認定
てつづき

手続
あんない

案内」（
た げ ん ご

多言語
ほんやくばん

翻訳版あり）で
せつめい

説明

されているが、その
がいよう

概要は、
つぎ

次のとおりである。

①　
しんせい

申請

②　インタビュー

③　
なんみん

難民
ちょうさかん

調査官の
ほんごく

本国
じょうせい

情 勢
など

等の
じ じ つ

事実の
ちょうさ

調査

④　
け っ か

結果　→　
にんてい

認定

＜
ふ に ん てい

不認定の
ば あ い

場合＞

⑤　
い ぎ

異議の
もうしで

申出（
け っ か

結果を
う

受けた
ひ

日から
な の か

７日
い な い

以内）

⑥　インタビュー

⑦　
け っ か

結果　→　
にんてい

認定

＜
ふ に ん てい

不認定の
ば あ い

場合＞

⑧　
し ほ う

司法
し ん さ

審査（
さいばん

裁判）

３　
ちゅうい

注意
じ こ う

事項
なんみん

難民
にんてい

認定を
き ぼ う

希望する
もの

者は、
みずか

自ら
しょうこ

証拠
しょるい

書類を
あつ

集めて、
ほ ご

保護の
ひつようせい

必要性を
しょうめい

証 明していかなければならない。ま

た、
ちょうきかん

長期間にわたる
し ん さ

審査やめんどうな
て つ づ

手続きを
こ ん き

根気よく

こなしていく
ひつよう

必要がある。

Q6  (krNIcg;dak;BakÛsMuCaCneP]sxÝën)

ÀCa/ÕksÕak;enAhYskMNt;eBl b"uEnÑebIRtLb;eTARsukvij

RtUv@neKcab;edaymUlehtuneya@y ehIyRtUv/aceK

RbharCIvitk'man.

Àcg;rs;enACb"unedaydak;BakÛsuMCaCn eP]sxÝën

etIÀRtUveFÞIya"gNa?

1- ｢/ÞIeTACneP]sxÝën?｣

enHsMrab;CnbreTsEdlman lkÂN:RKb;RKan;TaMg4x

xageRkamenH

 ･  ｢BUCsasn$｣ ｢sasna｣ ｢sBaÈati｣

｢CabuKÃlikrcnasmØ&nÔ kÕégRkumBiessCasgÃm｣

｢mtiCaneya@y｣EdlCamUlehtunaM

µeyIgTTYlnUvkareFÞITukÂbukemÕj.

 ･  Ca/ÕkmanTTYlkarP&yxÝacRKb;RKan;nUvmUlehtuEdl

eKeFÞITukÂbukemÕjdUcmanEcgxagelI.

 ･  /ÕkEdlenARbeTseRkArbs;sBaÈatixÝën.

 ･  edayTTYlnUvkareFÞIITukÂbukemÕjehIyminmankarFana

suvtÒiPaBxÝënenARsukkMeNItehIymin/acRtLb;eTAvij@n

>KÚanbMNgcg;RtLb;eTAvij.

2- kardak;BakÛsMuCaCneP]sxÝën

karBnÛl;lâitlân;/MBIkardak;BakÛmaneKEckµenARksYg

/enÑaRbevsn$｢ karENnaM^nkardak;BakÛ/nuBaËatµCaCn

eP]sxÝën｣ manbkERbeRcInPasa ehIyxageRkamenHCa

er[gcaM@c;RtUv/nuvtÑn$ .

 ･  kardak;BakÛ

 ･  kareFÞIsmÙasn$

 ･  PÕak;garRtYtBinitÛCneP]sxÝënnwgeTABinitÛsÒanPaB

Cak;EsÑg^nRbeTsenaH.

 ･  lTÔpl→ /nuBaËatµ

    ･ebImin/nuBaËatµ･

 ･  dak;BakÛsMutva" (taMgBI@nTTYllTÔplkÕégkMLég
eBl7^fÅ)

 ･  eFÞIsmÙasn$

 ･  lTÔpl→ /nuBaËatµ

    ･ebImin/nuBaËatµ･

 ･  tulakarBinitÛ (eLIgkÑI)

3- matikacgcaM
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 /ÕkmanbMNgcg;@nkar/nuBaËatCaCneP]sxÝënKWRtUvRbmUl

nUvsMNMuer[gCaPsÑétagpÓal;xÝën ehIycaM@c;RtUvmanlixit

bBaÈak;^nkarkarBarsuvtÒiPaBrbs;xÝën. >k'caM@c;RtUvkar

RtYtBinitÛedayeRbIeBlyUr >RTaM/t;FÚt;/MBIkardak;BakÛsMu

d'Bi@kenH.



１８

２.
びょういん

病 院・
ほ け ん

保険・
せいかつ

生活で
こま

困ったとき

eBlmanbJàalM@kkÕégCIvPaB,

mnÓIreBTÛ,karFanara"b;rg
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Ｑ７（オーバーステイ
ちゅう

中の
いりょうせいど

医療制度）

わたし

私は、オーバーステイとなって１０
ねん

年で、３か
げ つ ご

月後に
にっぽんじん

日本人
だんせい

男性との
こ

子どもが
う

産まれます。
に ほ ん じん

日本人

の
かれ

彼は
り こ ん

離婚
て つ づ

手続き
ちゅう

中で、
しょうらい

将 来は
けっこん

結婚するつもりで

す。
けんこう

健康
ほ け ん

保険がないので、その
かん

間に
じ ぶ ん

自分と
こ

子どもが
びょうき

病気になったらどうしたらよいでしょうか。

１　
けんこう

健康
ほ け ん

保険の
う む

有無

(1) 
じ ゆ う

自由
しんりょう

診 療
けんこう

健康
ほ け ん

保険を
つか

使わ な い
ば あ い

場合、
じ ゆ う

自由
しんりょう

診 療と な る 。
い り ょ うひ

医療費の
そうがく

総額を
し は ら

支払うこと。
ひ よ う

費用の１００％から５０

０％を
せいきゅう

請 求される。
きんせんてき

金銭的な
じじょう

事情がある
ば あ い

場合は、
びょういん

病 院と
そうだん

相談をする
ひつよう

必要がある。

(2) 
みんかん

民間の
ほ け ん

保険
か な が わ

神奈川、
とうきょう

東 京
きんこう

近郊の
ほ け ん

保険として
みなとまち

港 町
けんこう

健康
ご じ ょ かい

互助会

（MF-MASH／℡：045-453-3673）がある。
がいこくじん

外国人のた

めの
かいいんせい

会員制
いりょう

医療
せ い ど

制度で、
か い ひ

会費を
おさ

納めれば
げんそく

原則として
いりょう

医療
ひ よ う

費用の３
わり

割を
ふ た ん

負担すればよい。
かにゅう

加入を
き ぼ う

希望 する
ば あ い

場合は、MF-MASHと
そうだん

相談すること。

(3) 
かいしゃ

会社の
けんこう

健康
ほ け ん

保険
ないえん

内縁
かんけい

関係であっても、
にっぽんじん

日本人
だんせい

男性の
き ん む さき

勤務先の
ほ け ん

保険
くみあい

組合が
みと

認めれば
かにゅう

加入することができる。

(4) 
こくみんけんこうほけん

国民健康保険
こくみん

国民
けんこう

健康
ほ け ん

保険は
ざいりゅう

在 留
し か く

資格がないと
はい

入れない。
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可を
え

得るために、
て つ づ

手続き
ちゅう

中の
ば あ い

場合は、
しちょうそん

市町村

の
こくみん

国民
けんこう

健康
ほ け ん

保険の
まどぐち

窓口で
と

問い
あ

合わせてみる。

２　
けっかく

結核の
ば あ い

場合
こ う ひ

公費
ふ た ん

負担の
せ い ど

制度があり、
ざいりゅう

在 留
し か く

資格、
がいこくじん

外国人
とうろく

登録､
ほ け ん

保険
かにゅう

加入は
ふ も ん

不問。
と

問い
あ

合わせは
ほ け ん

保健
ふ く し

福祉
じ む じ ょ

事務所。

３　
こ

子どもの
い り ょ うひ

医療費　＜Ｑ２０
さんしょう

参 照＞
ざいりゅう

在 留
し か く

資格がなくても
り よ う

利用できる
せ い ど

制度がある。

(1) 
よういく

養育
いりょう

医療
み じ ゅ くじ

未熟児、あるいは
み じ ゅ くじ

未熟児
いじょう

以上の
たいじゅう

体 重があっても
けんこう

健康
しょうがい

障 害のある
よ う じ

幼児が
たいしょう

対 象となる。
い し

医師が
ひつよう

必要と
みと

認

めたものに
たい

対して
おこな

行う。

(2) 
いくせい

育成
いりょう

医療

Q7 RbB&nÔBÛa@l^neBlkMBugsÕak;enAhYskMNt;

ÀsÕak;enAhYskMNt;/s;10qÕaMehIy bnÓab;BI3ExeRkay

ÀnwgqÝgTenÝEdlCakUnrbs;CnCatiCb"un. Kat;CaCnCati

Cb"unenHkMBugrt;kar/MBIkarElgRbBnÔ.

ehIyeTA/naKteyIg TaMgBIrnwger]bkar.

ehIyÀKÚanb&NÐFanasuxPaBeTehIy

ebIkÕégeBlenaHkUnrbs;ÀmanCmÅWeTA

etIµÀeFÞIya"gNaEdr?

1- man>KaÚnb&NÐFanasuxPaB

 ･ karBinitÛBÛa@ledayesrI

ebIKÚaneRbIb&NÐsuxPaBeTvanwgeTACakarBinitÛBÛa@ledayesrI

. ehIyR@k;BÛa@lRtUvbg;TaMg/s;. eKnwgTarBI100Ÿ

eTA500Ÿ. ebImanbBaàaBIer[gluykak;sUmBiPakßanwgmnÓIr

eBTÛCacaM@c;.

 ･ karFanara"b;rgrbs;GkCn

mankarFanara"b;rg^n smaKmmINatuma"CiekgkuKàéy"U^k (MF-

MASH/ TEL. 045- 453-3673) enACayRkugtUkÛê

nigextÑkaNahÃava".sMrab;CMnYydl;CnbreTsCarbb^n

smaCiksMrab;karBÛa@lebIeyIgcUlCasmaCikehIy@n

bg;R@k;smaCikenaHtamcÖab;

eyIgmanbnÓékbg;R@k;sMrab;karBÛa@lenaHEt3PaKCakar

eRsc. ebImanbMNgcg;cUlCasmaCiksUmBiPakßanwg

MF-MASH .

 ･ karFanara"b;rgsuxPaBrbs;sgÃm

eTaHbIKÚanxan;sÝak'eday ebIshB&nÔxagFanara"b;rg^nRkum

h#unrbs;RbusCb"uneKyl;RBmenaHnwg/acsMucUlCasmaCik@n.

 ･ karFanara"b;rgsuxPaBrbs;RbCaBlrdÍ
/ÕkKÚanlkÂN:karsÕak;enAenaHmin/accUlkarFanara"b;rg

suxPaBrbs;RbCaBlrdÍ@neT. ebIeyIgkMBugdak;BakÛsMu

ykkar/nuBaËatBiess^nkarsÕak;enAenaH sUmTak;TgeTA

Rkug, Rsuk, PUmi kEnÝgkariyal&yrbs;karFanara"b;rgsux

PaBBlrdÍsakemIl.

2- ebIekItrebg

manrbbR@k;rdÍCabnÓékedayminKit/MBIlkÂN:karsÕak;enA

>karcuHeQÚaHCnbreTs>karcUlkarFanara"b;rgeLIy.

sUmTak;Tgkariyal&ysuxmalPaB.

3- R@k;BÛa@lkUn (sUmemIlkÕégsMnYr Q20)
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しんたいてき

身体的
しょうがい

障 害のある
じ ど う

児童、または
しっかん

疾患を
ほ う ち

放置すれば
しょうがい

障 害に
いた

至る
か の う せい

可能性のある
じ ど う

児童が
たいしょう

対 象となる。
しっかん

疾患を
ちりょう

治療するために
ひつよう

必要な
いりょう

医療
きゅうふ

給付を
おこな

行う。

(3) 
りょういく

療 育
きゅうふ

給付
けっかく

結核にかかり
ちょうき

長期
りょういく

療 育を
ひつよう

必要とする
じ ど う

児童が
たいしょう

対 象で

ある。
てきせい

適正な
いりょう

医療と
がっこう

学校の
がくようひん

学用品を
ていきょう

提 供する。

４　「
こうりょ

行旅
びょうにん

病 人
およ

及び
こうりょ

行旅
し ぼ う にん

死亡人
とりあつか

取 扱い
ほう

法」

「
い

行き
たお

倒れ」を
きゅうさい

救 済する
せ い ど

制度である。したがって
たいにち

滞日
かんけいしゃ

関係者がいる
ば あ い

場合､
がいこくじん

外国人
とうろく

登録してある
ば あ い

場合 ､お
かね

金を
も

持っている
ば あ い

場合などは
つか

使えない。

５　
ちゅうい

注意
じ こ う

事項
けんこう

健康は
なに

何よりも
だ い じ

大事である。
ひつよう

必要ならば、お
かね

金の
しんぱい

心配より
さき

先に、
びょういん

病 院にかかること。

manrbb/aceRbI@neTaHKÚanlkÂN:karsÕak;enAk'eday.

 ･  karEfTaMBÛa@lbMb"n
kUnminRKb;Ex>kUnmanTmÅn;minRKb;CagkUnminRKb;ExeT]tenaH

k'edayk'/acTTYl@nnUvkarra"b;rgsuxPaBsMrab;/ÕkBikar^n

ekÚgenaHEdr.eK/nuvtÑn$eyaltambTbBaÈarbs;evCÈbNÎit.

 ･  karBÛa@lv&ylUtlas;
ekÚgEdlBikarsB%agÃkay >ekÚgmanCmÅWEdlTukmineFÞI/ÞI

/ackÝayeTACaBikarenaHnwg@nTTYlesvaenH. eKnwgpÑl;

R@k;eBTÛCacaM@c;sMrab;karBÛa@lCmÅWrbs;ekÚgenHrhUtCa

 ･  R@k;pÑl;sMrab;BÛa@l/b;rM
CaR@k;pÑl;cMeBaHekÚgEdlcaM@c;BÛa@l/b;rM/s;ry:eBl

EvgedayminKit/MBI/t;xan;sÝaeT. eKpÑl;nUvkarBÛa@l nig

obkrN$sMrab;sikßa^nsalaedaysmrmÛ.

4- ｢cÖab;sMrab;/ÕkdMeNIrmanCmÅW>sÝab;edayeFÞIdMeNIr｣

manrbbCMnYybnÓan;sMrab;｢eFÞIdMeNIrdYledayCmÅW｣.

/nuelamtamebImanTMnak;TMngnwg/ÕkenACb"un>ebIman

cuHeQÚaHCnbreTs>manR@k;min/aceRbIR@s;@n.

5- matikacgcaM

eRBaHkarmansuxPaBlâKWsMxan;Cag/ÞI|TaMg/s;.ebIcaM@c;

sUmeTAeBTÛmunkarRBYy@rmÙ/MBIR@k;kas.



１６

Ｑ８（
りこんさいばんちゅうのせいかつひよう

離婚裁判中の生活費用）

わたし

私は
にっほんじん

日本人
だんせい

男性と
り こ ん

離婚します。
に ほ ん

日本
こくせき

国籍の
こ

子ど

も
ふ た り

２人を
つ

連れているので、
しんけん

親権を
と

取りたいです。
さいばん

裁判の
あいだ

間、どのように
せいかつ

生活すればよいでしょうか。

１　
せ い か つひ

生活費がない
ば あ い

場合

(1) 
せいかつ

生活
ほ ご

保護の
てきよう

適用
ていじゅう

定 住する
がいこくじん

外国人には
せいかつ

生活
ほ ご

保護
せ い ど

制度が｢
じゅんよう

準 用｣され

る。
がいこくじん

外国人
とうろく

登録をしてあることが
じょうけん

条 件となる。
ちょうか

超過
たいざいしゃ

滞在者には、
げんそく

原則
てきよう

適用されないが、
こ

子どもが
に ほ ん

日本
こくせき

国籍

の
ば あ い

場合は、
こ

子どもに
てきよう

適用される。
せいかつ

生活
ほ ご

保護の
て つ づ

手続きは、
がいこくじん

外国人
とうろく

登録した
きょじゅうち

居住地の
ふ く し

福祉
じ む し ょ

事務所が
あつか

扱っている。
せ た い

世帯
ぜんいん

全員の
がいこくじん

外国人
とうろく

登録
しょうめいしょ

証 明書、

パスポート
とう

等
かんけい

関係
しょるい

書類の
て い じ

提示をする
ひつよう

必要がある。

(2) 
り こ ん

離婚
とう

等により
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
へんこう

変更が
み こ

見込まれるとき
り こ ん

離婚し た
ば あ い

場合は 、
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
へんこう

変更
しんせい

申請に よ り

｢
ていじゅうしゃ

定 住者」の
し か く

資格を
しゅとく

取得できる
か の う せい

可能性がある。ただ

し、
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
けってい

決定までは２か
げつ

月から３か
げつ

月かかる

こともある。　　＜Ｑ３
さんしょう

参 照＞

２　
り こ ん

離婚
せ い り つご

成立後の
せいかつ

生活
し え ん

支援
こ

子どもを
よういく

養育していくための
こうてき

公的な
し え ん

支援
せ い ど

制度とし

て、
じ ど う

児童
ふ よ う

扶養
て あ て

手当などの
せ い ど

制度がある。ただし
ざいりゅう

在 留
し か く

資格があり、
がいこくじん

外国人
とうろく

登録をしていることが
じょうけん

条 件であ

る。

(1) 
しきゅう

支給
じょうけん

条 件

①　
ちちおや

父親のいない
じ ど う

児童の
か て い

家庭。

②　
たいしょう

対 象
き か ん

期間は、
じ ど う

児童が18
さい

歳になって
さいしょ

最初に
むか

迎え

る3
がつ

月31
にち

日まで

(2) 
じゅきゅう

受 給
たいしょうがい

対 象外となるもの

①　
はは

母に
じじつじょう

事実上の
こんいん

婚姻
かんけい

関係にある
だんせい

男性がいるとき

②　
じ ど う

児童が
ぼ し り ょう

母子寮・
ほ い く えん

保育園
い が い

以外の
し せ つ

施設に
にゅうしょ

入 所して

いるとき

③　
しょとく

所得
せいげん

制限を
こ

超える
ば あ い

場合

Q8 (R@k;CIvPaBkÕégeBlkMBugeLIgkÑIElglHKÕa)

ÀElglHRbusCnCatiCb"un. edayÀykkUnTaMgBIrmkCa

mYyCaCatiCb"un dUcenHehIyÀcg;@nsiTÔi/MNacCamÑay.

ehIykÕégry:eBleLIgkÑIetIµÀrs;enAya"gem"cEdr?

1- ebIKÚanR@k;sMrab;CIvPaB

  ･  kar/nuvtÑn$^nCMnYyCIvPaB
CnbreTsEdlsÕak;enACab;lab;maneKµrbbCMnYyCIvPaB

(bMrugsMrab;). manlkÂN:karcuHeQÚaHCnbreTs. cMeBaH

/ÕksÕak;enAhYskMNt;tamcÖab;minRtUv@neK/nuvtÑn$eTEtebI

kUnenaHmansBaÈatiCaCb"un kUnenaHnwg@nCMnYy.

 karsuMCMnYyCIvPaBmanenAkariyal&ysuxmalPaB

kEnÝgelak/Õk@ncuHeQÚaHCnbreTs.sMbuRtbBaÈak;

/tÑsBaËaNb&NÐCnbeTs^nsmaCikkÕégRKYsarRKb;rUb

nigcaM@c;man lixitqÝgEdnCaedImsRmab;bgàaj.

 ･  ebIdwgfamankarpÝas;bÑêr^nlkÂN:karsÕak;enA

eyaleTAtamkarElglHKÕa ehIy@nElglHKÕaenaH/ac

manlTÔPaB@nkar/nuBaËatlkÂN:karsÕak;enACa

｢/ÕksÕak;enACab;lab;｣.

b"uEnÑTMraMeKsMerc/nuBaËatµnUvlkÂN:karsÕak;enAenaH

RtUveRbIeBlBI2ExeTA3Expgk'man. (sUmemIlsMnYr Q3)

2- CMnYyCIvPaBbnÓab;BIkarElglHKÕadac;eRsc

edImÖIciBaÆwmbI@c;kUnmanrbbCMnYyCapÝêvkarKWmanrbbR@k;

ciBaÆwmkumar.b"uEnÑmansMrab;Et/ÕkmanlkÂxNÎ mancuHeQÚaHCn

breTsnwgmankar/nuJËat^nkarsÕak;enA.

 ･ lkÂxNÎ^nkarpÑl;µ

① RKYsarEdlKÚanVBuk

② ry:eBlpÑl;µrhUtdl;kUnenaHman/ayu

KRmb;18qÕaM dl;Exmina TI31naqÕaMdMbUg.

 ･  /ÕkEdlminRtUv@nTTYlCMnYy

① mÑaymanRbusEdlmanTMnak;TMngkÕégkar

er]bkar

② ekÚgEdlenAeRkABIpÓHmÑay>salaEfekÚg

③ ebImanR@k;cMNUlhYseRcInBIrbb

3- ebIKÚanR@k;sMrab;eLIgkÑI>sMrab;emFavI

ebIKÚanR@k;cMNayelIkareLIgkÑIeTmanrbb/aceRbIR@s;

R@k;CMnYyxagcÖab;@n.



１７

３　
さいばん

裁判や
べ ん ご し

弁護士の
ひ よ う

費用がない
ば あ い

場合
さいばん

裁判にかかる
ひ よ う

費用がないときは、
ほうりつ

法律
ふ じ ょ

扶助
せ い ど

制度が
り よ う

利用できる。

(1) 
ふ じ ょ

扶助の
ないよう

内容
べ ん ご し

弁護士の
せんにん

選任、
そしょう

訴訟
ひ よ う

費用、
べ ん ご し

弁護士
てすうりょう

手数料、
べ ん ご し

弁護士
しゃきん

謝金（
せいこう

成功
ほうしゅう

報 酬）、
ほしょう

保証
きょうたくきん

供 託金の
た て か

立替え
ばら

払いを
おこな

行う。

(2) 
たてかえきん

立替金の
へんかん

返還

①　
しょうそ

勝訴により
きんせん

金銭が
はい

入った
ば あ い

場合には、その
なか

中から
た て か

立替えた
ひ よ う

費用を
へんかん

返還する。

②　
にゅうきんがく

入 金額が
すく

少ないとき、
きんせん

金銭
きゅうふ

給付が
すく

少ないとき

は３
ねん

年
い な い

以内の
か っ ぷ

割賦
へんかん

返還がある。また、
へんかん

返還の
ゆ

うよ),猶予)、
し っ こ うご

執行後の
めんじょ

免除の
ほうほう

方法もある。

 ･  R@k;CMnYyman
kareRCIserIsemFavI, R@k;bNÑwg, R@k;rt;karrbs;emFavI,

R@k;sKuNsMrab;emFavI (eBl@nseRmc), R@k;Fanakk;^n

R@k;xÆImun.

 ･  karsgR@k;^nR@k;xÆImun

① ebI@nR@k;mkBIkarkÑIQÕHenaHeKdkhUtBI

kÕégenaHsMrab;sgelIR@k;Edl@nxÆImun.

② ebIkÑIQÕHeBl@nR@k;tic nig@nR@k;pÑl;

mkticenaHeKµsgkÕégry:eBl3qÕaMedayEckCaeRcIndg.

>bnÓab;BIkardkhUtBIkar/nueRKaH^nkarsgenaHmanreb]b

eKelIkElgmin@c;µsgpgk'man.



１８

Ｑ ９ （
ないえんのおっとにさいしがいたばあい

内縁の夫に妻子がいた場合の

ぎょうせいふくしえんじょ

行政福祉援助）

わたし

私は、オーバーステイの
じょうたい

状 態です。
に ほ ん じん

日本人
だんせい

男性

と
どうせい

同棲し、
こ

子を
しゅっさん

出 産しましたが、
だんせい

男性に
さ い し

妻子がい

ました。
だんせい

男性は
こ

子どもを
た い じ

胎児
に ん ち

認知したので、
に ほ ん

日本
こくせき

国籍を
も

持っています。
だんせい

男性とは
げんざい

現在
べっきょ

別居しているの

で、
ぎょうせい

行 政の
ふ く し

福祉
えんじょ

援助を
う

受けたいです。

１　
せいかつひえんじょせいど

生活費援助制度
こ

子どもは
に ほ ん じん

日本人なので、
こ

子ども
ほんにん

本人が
しきゅう

支給
たいしょう

対 象とな

る
せいかつ

生活
ほ ご

保護・
こくみん

国民
けんこう

健康
ほ け ん

保険・
じ ど う

児童
ふ よ う

扶養
て あ て

手当・
よういく

養育
いりょう

医療・
いくせい

育成
いりょう

医療・
りょういく

療 育
きゅうふ

給付などの
せ い ど

制度は
り よ う

利用できる。

＜Ｑ７、Ｑ８
さんしょう

参 照＞

２　
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
しゅとく

取得 ＜Ｑ４
さんしょう

参 照＞
じ ぶ ん

自分で
はたら

働いて
こ

子どもを
よういく

養育するのが
か の う

可能ならば、
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可を
と

取れる
か の う せい

可能性がある。
にゅうこく

入 国
かんりきょく

管理局は

「
ちょうか

超過
たいざいしゃ

滞在者」が
しんせい

申請した場合、
たいきょ

退去
きょうせい

強 制の
て つ づ

手続きを

とる。その
て つ づ

手続きの
なか

中で「
に ほ ん じん

日本人との
あいだ

間に
こ

子どもがお

り、
ひ

引き
つづ

続き
よう

養
いく

育したい」と
ほ う む

法務
だいじん

大臣にアピールする。
き ょ か

許可がおりるまでには
そうとう

相当
じ か ん

時間がかかる。

３　
ぎょうせい

行 政の
ふ く し

福祉
えんじょ

援助
い が い

以外にできること　
こ

子の
ちちおや

父親に
たい

対して
よ う い くひ

養育費を
せいきゅう

請 求できる。
べ ん ご し

弁護士など

に
そうだん

相談する。

Q9  (R@k;rdÍ@lCMnYyxagsuxmalPaB^n/ÕkmanbÑI~t

xan;sÝaEdleKmanRbBnÔkUn)

ÀenAkÕégsPaBCa/ÕksÕak;enAhYskMNt;. À@nrs;enA

CamYyRbusCb"unehIy@nsMralkUneT]tpg. b"uEnÑRbusenH

eKmanRbBnÔkUn. RbusenHeKTTYlsÃal;kUnenHCakUnrbs;

xÝën ehIykUnenHmansBaÈatiCaCb"un. edayÀenAEbkKÕaBI

RbusenHÀcg;sMuTTYlnUvR@k;CMnYysuxmalPaBrbs;rdÍ@l

.

1- rbbCMnYyR@k;sMrab;CIvPaB

edayekÚgenHCaCnCatiCb"un xÝënvapÓal;/acTTYlnUvCMnYy

R@k;dUcCa R@k;CMnYyCIvPaB, karFanara"b;rgsuxPaB^n

BlrdÍ,R@k;ekÚgkMRBaVBuk,karTMnukbMrugBÛa@l, karBÛa@l

v&ylUtlas; nigrbbCMnYylMenAdÍanCaedIm.

･ sUmemIlsMnYrTI Q7 nigQ8･

2-karTTYlyklkÂN:^nkarsÕak;enA･ emIlkÕégsMnYrTIQ4･

manlTÔPaB/acTTYl@nkar/nuBaËat^nlkÂN:karsÕak;

enABiess ebIxÝënGgmanlTÔPaB/aceFÞIkarnigciBaÆwmbI@c;

kUn@n. kariyal&y/enÑaRbevsn$KW｢ebI/ÕksÕak;enAhYs

kMNt;｣d'yUrdak;BakÛsMuenaHeKRtUvbgÂMµecjBIRsuk. kÕég

eBlkMBugeFÞIkarbeNÑjenaHeyIgsarPaBR@b;mRnÑIyutÑiFm% fa

｢ ÀmankUnCamYyCnCatiCb"unehIycg;ciBaÆwmbI@c;

kUnenaHbnÑeT]t｣vaRtUveRbIeBlyUrNas;TMraM@neK/nuBaËat

cÖab;µ.

3- lTÔPaBeRkABIR@k;obtÒmÙsuxmalPaBrbs;rdÍ@l

/acTarR@k;ciBaÆwmbI@c;kUnBIVBukrbs;ekÚgenaH. eTABiPakßa

nwgemFavIkÕéger[genH.



１９

３.
し ご と

仕事のこと

/MBIkargar



１９

Ｑ１０（労働条件が約束とちがう時）

わたし

私は、１か
げつまえ

月前に
し ご と

仕事を
はじ

始めましたが、
し ご と

仕事を
はじ

始める
まえ

前の
やくそく

約束と
きゅうりょう

給 料や
し ご と

仕事の
じ か ん

時間がだいぶ
ちが

違い

ます。
やくそく

約束
どお

通りにしてもらうことはできるでしょう

か。

１　
こくせき

国籍による
さ べ つ

差別
き ん し

禁止
ろう

労
どう

働
き

基
じゅん

準
ほう

法
だい

第３
じょう

条で は 、
こくせき

国籍を
り ゆ う

理由と し た
ろうどう

労働
じょうけん

条 件の
さ べ つ てき

差別的
と

取り
あつか

扱いを
き ん し

禁止している。これは、
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
う む

有無にかかわらず、
てきよう

適用される。したがっ

て、
がいこくじん

外国人であることだけで
ちんぎん

賃金を
やす

安くしたとすれば、

それは、
ほうりつ

法律
い は ん

違反である。

２　
ろうどう

労働
じょうけん

条 件の
かくにん

確認
ろうどう

労働
きじゅんほう

基準法では、
し よ う しゃ

使用者は、
ろうどうしゃ

労働者と
ろうどう

労働
けいやく

契約を
ていけつ

締結

する
さい

際には、
ちんぎん

賃金や
ろうどう

労働
じ か ん

時間などの
ろうどう

労働
じょうけん

条 件を
め い じ

明示し

なければならないと
さだ

定めている。
とく

特に
ちんぎん

賃金
かんけい

関係について

は、その
ほうほう

方法を
しょめん

書面に
か

書いて
わた

渡さなければならない。

したがって、
し ご と

仕事をはじめる
まえ

前に、これらを
かなら

必ず
かくにん

確認すること。
か

書いてあることがわからなければ、
に ほ ん ご

日本語のわかる
ひと

人に
かくにん

確認してもらう
ひつよう

必要がある。

３　
しゅうぎょう

就 業
き そ く

規則の
かくにん

確認
じょうじ

常時10
にん

人
いじょう

以上の
ろうどうしゃ

労働者を
し よ う

使用する
し よ う しゃ

使用者は、
しゅうぎょう

就 業
き そ く

規則を
さくせい

作成し、
ろうどう

労働
きじゅん

基準
かんとくしょ

監督署に
とど

届ける
ぎ む

義務がある。
しゅうぎょう

就 業
き そ く

規則には、
ろうどう

労働の
しぎょう

始業・
しゅうぎょう

終 業
じ か ん

時間、
ちんぎん

賃金の
け

ってい),決定)、
けいさん

計算、
し は ら

支払い
ほうほう

方法や
し は ら

支払い
じ き

時期などを
き て い

規定

することになっている。

まず、これをよく
かくにん

確認し、
り か い

理解する
ひつよう

必要がある。

４　
ろ ど う じ か ん

労働時間、
きゅうじつ

休 日、
じかんがいろうどう

時間外労働
ろうどう

労働
きじゅんほう

基準法では、
ろうどう

労働
じ か ん

時間の
げ ん ど

限度を
さだ

定めている。
きゅうじつ

休 日の
さだ

定めもあり、
し よ う しゃ

使用者は、１
しゅうかん

週 間に１
にち

日または４
しゅうかん

週 間に
よ っ か

４日の
きゅうじつ

休 日を
あた

与えなければならない。

また、
ほうてい

法定
ろうどう

労働
じ か ん

時間を
こ

超える
ろうどう

労働に
たい

対しては、
つうじょう

通 常

の
じ か ん

時間
た ん か

単価に
くわ

加えて25％
ま

増し、その
ろうどう

労働が
きゅうじつ

休 日にかか

る
ば あ い

場合には35％
ま

増しの
ちんぎん

賃金を
し は ら

支払うよう
さだ

定めている。

５　
こく

国の
そうだん

相談
き か ん

機関

Q10 (eBlmintamBakÛsnÛadUckÕéglkÂxNÎkargar)

À@ncab;epÑImeFÞIkartaMgBI1Exmunmk.

vamankarxusKÕaeRcIn

mindUckalsnÛamunnwgcUleFÞIkarKWR@k;Ex

nigema"geFÞIkarCa edIm.

etI/aceKarBtamkicÆsnÛaEdleK@nsnÛaEdr>eT?

1- hamminµEckvNÐ:edayeyaltamsBaÈati

enAkÕégmaRtaTI3 ^ncÖab;kargareKmanham/MBIkaryk

sBaÈatimkCamUlehtuedImÖIEbgEckvNÐ:. enHeTaHbICa/Õk

mankar/nuBaËat^nlkÂN:karsÕak;enA >k'KÚank'edayKWdUc

KÕaTaMg/s;. ehIyebIykelsfaCaCnbreTsµR@k;QÕël

efakenaHvaCakarxusTaMgRsug.

2- karbBaÈak;^nlkÂxNÎkargar

kÕégxÕatcÖab;kargar kmÚkreBlcuHkicÆsnÛakargarCamYynwg

/ÕkCYlenaHRtUvEtbBaÈak;µcÖas;las; /MBIlkÂxNÎkargar

manema"geBleFÞIkar, R@k;ExCaedImmunnwgseRmccitÑ.

CaBiessBIer[gTak;TgnwgR@k;ExRtUvEtRbKl;µlixitsÕam

tameb]bEdleyIg@nseRmcKÕaenaH. bnÓab;mkmunnwgcab;

epÑImeFÞIkargarRtUvBinitÛbBaÈak;vaCadac;xat. caM@c;µ/Õk

EdlecHPasaCb"un emIlbBaÈak;µenAXÝaNaEdleyIgmin

yl;.

3- karbBaÈak;^ncÖab;TmÝab;kargar

CaFmÚtakEnÝgeFÞIkarEdlmankmÚkr10nak;eLIgeTAeKman

eFÞIcÖab;kargarehIymanParkicÆraykarN$eTARksYgRtYtRta

cÖab;kargar. kÕégcÖab;TmÝab;kargarenHeKmanEcg/MBIema"g

cab;epÑImeFÞIkar, ema"gQb;sMrak, karseRmcµR@k;Ex, kar

TUTat;R@k;, reb]bebIkR@k;Ex nig^fÅebIkR@k;ExCaedIm.

CabzmcaM@c;RtUvyl;er[genHehIyBinitÛbBaÈak;µ@ncÖas;

las;.

4- ema"geFÞIkar, ^fÅsMrak eFÞIkareRkAema"g

kÕégcÖab;kargareKmanseRmckMNt;^nema"geFÞIkar nig^fÅ

sRmakk'manEdr RtUvµkmÚkrQb;sRmakmYy^fÅkÕégmYy

/aTitÛ>bYn^fÅkÕégbYn/aTitÛ.

cMeBaHkareFÞIkarhYsema"gEdlcÖab;@nkMNt;enaHRtUv

bEnÒmelIR@k;ema"gFmÚtacMnYn25Ÿ ebIkargarenaHenAcM^fÅ

Qb;sRmakRtUvbEnÒm35Ÿ EdleKseRmcRtUvbg;µ.

5- /gÃkarBiPakßarbs;rdÍ



２０

ろうどう

労働
きじゅんほう

基準法
とう

等を
まも

守らせるための
き か ん

機関として、
ろうどう

労働
きじゅん

基準
かんとくしょ

監督署が
せ っ ち

設置されており、
ろうどうしゃ

労働者は
し よ う しゃ

使用者に
い は ん

違反
こ う い

行為が

あった
ば あ い

場合には、
どうしょ

同署に
ほうこく

報告することができる。

したがって、
とうしょ

当初の
ろうどう

労働
じょうけん

条 件と
じっさい

実際のそれが
こと

異なる
ば あ い

場合は、
ろうどう

労働
きじゅん

基準
かんとくしょ

監督署に
そうだん

相談するとよい。

 その
さい

際、
とく

特に
きゅうよ

給与
めいさいしょ

明細書や
はたら

働いた
ば し ょ

場所、
し よ う しゃ

使用者の
れんらくさき

連絡先
など

等を
よ う い

用意していくことが
じゅうよう

重 要である。

 kÕégnam/gÃkar^nkarEfrkßacÖab;kargarenaH maneKbegÁIt

EpÕkRtYtRtaxÕatcÖab;kargar.ehIyEpÕkenH/acmanlTÔPaB

raykarN$/MBI/ÕkCYlkmÚkrEdlbMBanelIkmÚkr. mÛa"geT]t

sUmeTABiPakßanwgEpÕkRtYtRtaxÕatcÖab;kargarCakarlâebI

mankarxusKÕanwglkÂxNÎeFÞIkarkalBIdMbUg. enAeBlenaH

sMxan;Nas;eyIgRtUvmanPÈab;CamYynUvRkdasR@k;Ex,

kEnÝgeFÞIkar, /as&ydÍanelxTUrs&BÓrbs;/ÕkCYleyIg

(Rkumh#un).



２１

Ｑ １ １ （
きゅうりょうをもらえないばあい

給料をもらえない場合～

ちんぎんみばらい

賃金未払い～）

わたし

私は
けんせつ

建設
げ ん ば

現場で
はたら

働いていますが、
かいしゃ

会社から
きゅうりょう

給 料を３ヶ
げつ

月ももらっていません。
しゃちょう

社 長は
ゆ く え

行方
ふ め い

不明になってしまいました。もう、
きゅうりょう

給 料をもらう

ことはできないのでしょうか。

１　
かいしゃ

会社の
とうさん

倒産の
ば あ い

場合

「
ちんぎん

賃金の
し は ら

支払いの
か く ほ

確保
とう

等に
かん

関する
ほうりつ

法律」に
もと

基づき、
かいしゃ

会社が
とうさん

倒産して、２
まんえん

万円
いじょう

以上、「
み は ら

未払い
ちんぎん

賃金」が
のこ

残っ

ている
ば あ い

場合に、
こく

国が
かいしゃ

会社に
か

代わって
たて

立
かえ

替
ばら

払いをする
せ い ど

制度がある。

(1) 
てきよう

適用の
じょうけん

条 件
かいしゃ

会社が
ろうさい

労災
ほ け ん

保険の
てきよう

適用
じぎょう

事業を１
ねん

年
いじょう

以上
おこな

行っている

こと、
ほうりつじょう

法 律上または
じじつじょう

事実上
とうさん

倒産していることが
ひつよう

必要

である。

また、
ろうどうしゃ

労働者は、
かいしゃ

会社が
とうさん

倒産を
さいばんしょ

裁判所
とう

等に
もう

申し
た

立

てた
ひ

日からさかのぼって６ヶ
げつまえ

月前から２
ねんかん

年間のあいだ

に、
かいしゃ

会社の
とうさん

倒産に
ともな

伴い
たいしょく

退 職していることが
じょう

条
けん

件で

ある。

(2) 
たいしょう

対 象となる
み は ら

未払い
ちんぎん

賃金
たて

立
かえ

替
ばら

払いの
たいしょう

対 象になるのは、
たいしょくまえ

退 職前の６か
げつまえ

月前

の
ひ

日から
せいきゅう

請 求した
ひ

日の
ぜんじつ

前日までに
し は ら

支払い
き じ つ

期日が
とうらい

到来

している
きゅうりょう

給 料や
たいしょくきん

退 職金のうち
み は ら

未払いとなっている

ものである。
み は ら

未払い
そうがく

総額の80％が
し は ら

支払われる。
たいしょくじ

退職時

の
ねんれい

年齢により
じょうげん

上 限が56～120
まんえん

万円となっている。

２　
こ よ う しゃ

雇用者と
れんらく

連絡がとれない
ば あ い

場合
とうさん

倒産していないが、
こ よ う しゃ

雇用者と
れんらく

連絡がとれない
ば あ い

場合

や、
さいそく

催促しても
かいしゃ

会社が
ちんぎん

賃金を
はら

払ってくれない
ば あ い

場合は、
ひつよう

必要
じ こ う

事項を
に ほ ん ご

日本語で
か

書いた
せいきゅう

請 求
しょめん

書面を
ゆうそう

郵送する
ひつよう

必要

がある。この
て が み

手紙は、
ないよう

内容
しょうめい

証 明
ゆうびん

郵便（
せいきゅう

請 求
しょめん

書面の
ないよう

内容を
ゆうびんきょく

郵 便局が
しょうめい

証 明するもの）とすること。

それでも
はら

払ってくれない
ば あ い

場合は、
ろうどう

労働
きじゅん

基準
かんとくしょ

監督署に
そうだん

相談するか
か ん い

簡易
さいばんしょ

裁判所に
うった

訴える。30
まんえん

万円
い か

以下の
し は ら

支払

いを
もと

求める
ば あ い

場合は、「
しょうがく

少 額
そしょう

訴訟」という
か ん そ

簡素な
て つ づ

手続き

ですむ
さいばん

裁判もある。

Q11 (ebIKÚan@nTTYlR@k;Ex ^fÝQÕëlminTan;bg;)

ÀeFÞIkarenAkEnÝgsMNg; b"uEnÑ3ExehIyÀminTan;@nTTYl

R@k;ExBIRkumh#unenAeLIy. ehIyefAEkk'@t;xÝën.

etIÀElg manlTÔPaBTTYlR@k;ExehIy>?

1- ebIRkumh#unkß&yFn (rlM)

eyaleTAtam ｢cÖab;^nkarbg;R@k;QÕël｣   ebIRkumh#un

kß&yFn ehIysl;R@k;minTan;bg;^fÝQÕëlelIsBI2mWun

ey"nenaHmanrbbrdÍnwgbg;sgCMnYsRkumh#unenaH.

 ･  lkÂxNÎ^nkar/nuvtÑn$

Rkumh#unman/nuvtÑn$Cakargar^nkarFanara"b;rgkmÚkrman

ry:eBlmYyqÕaMeLIgeTA. ehIycaM@c;RtUvR@kdfaRkumh#un

enaHkß&yFn ehIytampÝêvcÖab;bBaÈak;fakß&yFnEmn >k'

Rkumh#undak;BakÛeTAtulakarfaRkumh#unkß&yFncab;BI^fÅdak;

BakÛmk6Ex dl;ry:kMLég2qÕaMTnÓwmnwgRkumh#unkß&yFneyIg

RtUv@n/t;kargareFÞI enHCalkÂxNÎcaM@c;.

 ･  buBÞbTEdlR@k;QÕëlminTan;bg;

EdlCaR@k;sgCMnYsKWcMeBaHmunQb;kargar6Exmun cab;BI

^fÅTarR@k;dl;^fÅkMNt;bg;R@k;EdlRkumh#unminTan;kß&yFn

manR@k;Ex (eb]vtß), R@k;eBlcUlniivtÑ (eBlQb;BIerag

cRk) kÕégenaHKWCaR@k;EdlminTan;bg;µ. R@k;minTan;bg;

enaHeKRtUvbg;µeyIgsrubcMnYn80Ÿ. eBlQb;kargar

eyaleTAtam/ayurbs;eyIgKWkMritxØs;bMputBI 56 dl;

120mWuney"nb"ueNÐaH.

2- ebITak;TgeTARkumh#unmin@n

Rkumh#unminTan;kß&yFneT EtTak;Tgmin@n>eTAeFÞIkark'

edayk'Rkumh#unBMuRBmebIkR@k;Exµ enaHeyIgRtUvsresrCa

PasaCb"unnUvRkdasTarR@k;Ex ehIycaM@c;RtUvykeTAdak;

enAb"usÑi^RbsNIy$. sMbuRtenHKWeFÞICasMbuRtmanesckÑI

bBaÈak;xagkÕég (KWb"usÑisMbuRteKbBaÈak;nUvesckÑI^nkarTar

R@k;enaH). eFÞI/BaÆwgehIyebIeKenAEtminTan;sgenaHRtUv

eTABiPakßaCamYy nwgRksYgRtYtRtaxÕatcÖab;kargar>bÑwg

eTAtulakarsamBaË. ebIdwgfaR@k;bg;mancMnYnticCag 30

mWuney"nenaH mankarrt;kargayRsYlkÕuégkareLIgkÑIpgk'man

EdlehAfa ｢bNÑwg^ncMnYnTwkR@k;tic｣ .
3- matikacgcaM

 ･  muneBlcUleFÞIkarsUmsÑab;µ@ncÖas;las;nUv

lkÂxNÎ^nkargar ehIykt;RtaTukpg.



２２

３　
ちゅうい

注意
じ こ う

事項

(1) 
し ご と

仕事をはじめる
まえ

前に、
ろうどう

労働
じょうけん

条 件をよく
き

聞き、

それをメモしておくこと。

(2) 
きゅうよ

給与
めいさいしょ

明細書を
かなら

必ず
ほ ぞ ん

保存しておくこと。

(3) 
はたら

働いた
ば し ょ

場所（
げ ん ば

現場）をよく
おぼ

覚えておくこと。

(4) 
こ よ う しゃ

雇用者（
しゃちょう

社 長）の
れんらくさき

連絡先（
じゅうしょ

住 所、
で ん わ

電話
ばんごう

番号）

を
き

聞いておくこと。

 ･  bgÁan;^d^nR@k;ExsUmrkßaTuk.

 ･  sUmcaMµ@ncÖas;nUvkEnÝgEdl@neFÞIkar.

 ･  sUmsYrTuknUv/as&ydÍan elxTUrs&BÓrbs;efAEk

(/ÕkEdlCYleyIg).



２３

Ｑ１２（
しごとちゅうやつうきんとちゅう

仕事中や通勤途中の
じこ
事故でけが

をした
ばあい
場 合）

わたし

私は
いんさつ

印刷
こうじょう

工 場で
はたら

働いています。
し ご と

仕事の
じ こ

事故で

けがをしてしまいました。けががなおるまで、
はたら

働

けそうにありません。その
あいだ

間の
きゅうりょう

給 料や
びょういん

病 院にか

かったお
かね

金をもらうことができるでしょうか。

１　
ろうさい

労災
ほ け ん

保険による
ほしょう

補償
かいしゃ

会社には、
ろうどうしゃ

労働者
さいがい

災害
ほしょう

補償
ほ け ん

保険（
ろうさい

労災
ほ け ん

保険）への
かにゅう

加入

が
ぎ む

義務づけられており（
かいしゃ

会社が
ぜんがく

全額
ふ た ん

負担）、
ろうどうしゃ

労働者が
しごとちゅう

仕事中にけがをしたり、
し ご と

仕事が
げんいん

原因で
びょうき

病気や
し ぼ う

死亡、ある

いは
しょくば

職場への
い

行き
かえ

帰りに
じ こ

事故にあったりした
ば あ い

場合には、
さまざま

様々 な
ほしょう

補償が
う

受けられる。（オーバーステイにも
てきよう

適用）

○　
きゅうぎょうほしょう

休 業 補 償
きゅうぎょう

休 業
は っ せ いび

発生日の
よ っ か め

４日目から
つうじょう

通 常
きゅうよ

給与の 8 0％が
きゅうふ

給付される。
きゅうぎょう

休 業
は っ せ いび

発生日から
み っ か め

３日目までは
た い き

待機
き か ん

期間といい、
し よ う しゃ

使用者が
へいきん

平均
ちんぎん

賃金の60％を
し は ら

支払う。

○　
りょうようほしょう

療養補償 
し ご と

仕事のため、または
つうきん

通勤
とじょう

途上でけがをした
ば あ い

場合の
ち り ょ うひ

治療費については、
ろうどう

労働
きじゅん

基準
かんとくしょ

監督署から
ちょくせつ

直 接
びょういん

病 院

に
し は ら

支払われる。

○　
しょうがいほしょう

障害補償
ちりょう

治療しても
いってい

一定の
しょうがい

障 害が
のこ

残る
ば あ い

場合は
しょうがい

障 害の
て い ど

程度

に
おう

応じて「
しょうがい

障 害
ほしょう

補償」と「
しょうがい

障 害
とくべつ

特別
しきゅうきん

支給金」が
しきゅう

支給される。

○　その
た

他
ほしょう

補償
りょうよう

療 養を
か い し

開始してから１
ねん

年６ヶ
げ つ け いか

月経過しても
ち ゆ

治癒

しない
ば あ い

場合で
しょうがい

障 害の
て い ど

程度が
おも

重い
ば あ い

場合には、
しょうびょう

傷 病
ねんきん

年金や
しょうびょう

傷 病
とくべつ

特別
ねんきん

年金が
しきゅう

支給される
ば あ い

場合がある。

２　
しんせいさき

申請先
ろうさい

労災
しんせい

申請は、
ろうどう

労働
きじゅん

基準
かんとくしょ

監督署に
たい

対して
おこな

行う。

Q12 (ebImanRtUvrbYseBleFÞIkar>eBleFÞIdMeNIreTAeFÞIkar)

ÀeFÞIkarkÕégeragcRke@HBumØ. ÀmaneRKaHfÕak;RtUvrbYseBl

kMBugeFÞIkar.ehIyRbEhlCamin/aceFÞIkar@neTebIrbYs

minTan;CaenaH.kÕégkMLégeBlBÛa@lenHetIÀ/acTTYlnUv

R@k;Ex, R@k;^fÝeBTÛCaedImenaHEdr>eT?

1- @nR@k;CMnYyBIkarFanara"b;rgkargar

enAkÕégRkumh#unmanPar:cUlkarFanara"b;rgobtÒmÙsg/ÕkeFÞIkar

(r"Usayhukekg) (eragcRkTTYlbnÓékbg;R@k;ra"b;rg

enHTaMg/s;) /ÕkeFÞIkarebImanrbYseBlkMBugeFÞIkar >manCmÅW

>sÝab;edaysarkargar >eBleFÞIdMeNIreTA nigmk

kEnÝgeFÞIkar (eragcRk) maneRKaHfÕak;enaHKWRtUvTTYl@n

R@k;;obtÒmÙeTAtamenaH. (/ÕksÕak;enAhYskMNt;k'@n Edr)

¥ R@k;sgeBlsRmakkargar

^fÅsRmakEdlcab;epÑImmanBI^fÅTI4mk nwgRtUv@nR@k;CMnYy

80Ÿ ^nR@k;ExFmÚta. BI^fÅsRmakdl;^fÅTI3eKehAfary:

eBlrg;caM KitCaPaKesÚIkmÚkrRtUv@neKµ60Ÿ ^nR@k;

QÕël.

¥ R@k;sg^nkarBÛa@l

/MBIR@k;^nkarBÛa@l ebImaneRKaHfÕak;eBleFÞIkar>eBleFÞI

dMeNIreTARkumh#unenaHRksYgRtYtRtaxÕatkargarnwgbg;eTA

µeBTÛpÓal;EtmÑg.

¥ R@k;sgPaBBikar

eTaHbIBÛa@lehIyk'edayebIenAmanPaBBikarrhUtenaHnwg

RtUv@nR@k;sgtamEbbBikarenaH ｢R@k;sgPaBBikar｣

nig ｢R@k;µBiesssMrab;PaBBikar｣

¥ R@k;sgepßg|

taMgBIBÛa@lmk@n 1qÕaM 6ExehIyenAEtminCaRsLH ebI

sÒitkÕégPaBFÅn;FÅrenaHnwgmanR@k;ExnivtÑn$^nCmÅWrbYs >R@k;

ExnivtÑn$CmÅWrbYsBiessEdlRtUveKebIkµ.

2- kEnÝgdak;BakÛsMu

kardak;BakÛsMu ra"b;rgkargar KWenARksYgRtYtRtaxÕatkar

gareKnwgeFÞIkicÆkarenHµ.



２４

Ｑ１３（
とつぜんかいこ

突然解雇されてしまった
ばあい

場合）

わたし

私は
こうじょう

工 場で
はたら

働いていまたが、ある
ひ

日、
とつぜん

突然、
あ し た

明日から
かいしゃ

会社にこなくていいといわれてしまいまし

た。
し ご と

仕事を
つづ

続けることはできないでしょうか。

１　
か い こ

解雇の
しゅるい

種類
か い こ

解雇とは、
かいしゃ

会社・
し よ う しゃ

使用者が
いっぽうてき

一方的に
ろうどうしゃ

労働者との
ろうどう

労働
けいやく

契約を
とちゅう

途中で
しゅうりょう

終 了させることをいう。また、
か い こ けん

解雇権

は
そうとう

相当の
り ゆ う

理由がないと
こ う し

行使できない。
か い こ

解雇には「
ふ つ う

普通
か い こ

解雇」、「
ちょうかい

懲 戒
か い こ

解雇」、「
せ い り

整理
か い こ

解雇」

があり、
せつもん

設問の
ば あ い

場合 、
ろうどうしゃがわ

労働者側に
もんだい

問題がなかったと
か て い

仮定すると、
け い き

景気が
わる

悪いこと
とう

等を
り ゆ う

理由とした「
せ い り

整理
か い こ

解雇」に
がいとう

該当する。

２　
せ い り

整理
か い こ

解雇の４
じょうけん

条 件
かいしゃ

会社が
じんいん

人員
せ い り

整理を
おこな

行うために
せ い り

整理
か い こ

解雇を
おこな

行う
ば あ い

場合
つぎ

次の４
じょうけん

条 件を
み

満たす
ひつよう

必要がある。

(1) 
じんいん

人員
せ い り

整理の
ひつようせい

必要性
かいしゃ

会社の
い じ

維持
そんぞく

存続が
あや

危うい
て い ど

程度に
さ

差し
せま

迫った
ひつようせい

必要性

があるか、
きゃくかんてき

客 観的に
こ う ど

高度の
けいえい

経営
き き

危機に
おちい

陥っている

こと。

(2) 
か い こ

解雇を
か い ひ

回避する
どりょく

努力
ぎ む

義務の
じっこう

実行
か い こ

解雇は
さ い ご

最後の
しゅだん

手段であり、
やくいん

役員
ほうしゅう

報 酬の
げんがく

減額、
し ん き

新規
さいよう

採用の
よくせい

抑制、
き ぼ う

希望
たいしょくしゃ

退 職者の
ぼしゅう

募集、
は い ち

配置
てんかん

転換、
しゅっこう

出 向
とう

等
せ い り

整理
か い こ

解雇を
か い ひ

回避する
けいえい

経営
どりょく

努力がなされたが、

それでも
じんいん

人員
せ い り

整理が
ひつよう

必要で、
か い こ

解雇がやむを
え

得ないと
はんだん

判断されること。

(3) 
か い こ

解雇される
もの

者の
せんてい

選定の
ご う り せい

合理性
か い こ

解雇される
もの

者の
じんせん

人選
きじゅん

基準が
ご う り てき

合理的であり、また、
ぐ た い てき

具体的な
じんせん

人選も
ご う り てき

合理的かつ
こうへい

公平であること｡

(4) 
て つ づ

手続きの
だ と う せい

妥当性
せ い り

整理
か い こ

解雇にあたっては、手続きがきちんとなされ

ていることが
ひじょう

非常に
じゅうようし

重要視され、
せつめい

説明・
きょうぎ

協議、
なっとく

納得

を
え

得るための
てじゅん

手順を
ふ

踏んでいない
せ い り

整理
か い こ

解雇は、
た

他の
じょうけん

条 件を
み

満たす
ば あ い

場合でも
む こ う

無効とされるケースも
おお

多い。

Q13 (krNIRtUv@nbeNÑjecjBIRkumh#uneday^cdnÛ)

ÀeFÞIkarkÕégRkumh#un b"uEnÑman^fÅmYy^cdnÛeKR@b;faEsâkmin

@c;mkk'@nEdr. etIÀ/aceFÞIkargarbnÑeT]t@nEdr>eT?

1- RbePTEdlµQb;BIkargar

karµQb;BIkargarKWRkumh#unµkmÚkrQb;EtmÑgKWmann&yfa

bBaÉb;enABak;kNÑal^nkicÆsnÛaeFÞIkargar >karbBaÉb;enH

min/aceTAekIteTebIKÚanmUlehtuenaH. karbBaÉb;man

｢bBaÉb;FmÚta｣｢bBaÉb;edaymankMhus｣

｢bBaÉb;edaykarer]bcM｣ ebImansMnYr xag/ÕkCYl

(Rkumh#un)oTahrN$xagRkumh#unKÚanbBaàa/ÞIenaHeK/acyk

mUlehtufaedayBMusUvmankargareFÞIeTIbeKbBaÉb; dUecÕH

RtUvnwg｢bBaÉb;edaykarer]bcM｣.

2- lkÂxNÎ 4x^nkabBaÉb;edayer]bcM

ebIRkumh#uneFÞIkarbBaÉb;edImÖIer]bcMkmÚkrenaHcaM@c;RtUvman

lkÂxNÎ 4xdUcxageRkamenH

 ･  mancaM@c;er]bcMkmÚkr

etIRkumh#unmanvibtÑinwgekIteLIgebIenAEtbnÑkargareTAeT]t

ehIyca@c;er]bcMdkecjdak;cUl^nkmÚkreTIbmanlTÔPaB

ehIyeKemIlBIeRkAmkeXIjfaRkumh#unenHnwgmanvibtÑixÝaMg

eLIg| .

 ･  kar/nuvtÑn$nUvParkicÆxMeKcBIkarbBaÉb;kargar

karbBaÉb;kargarCakarseRmccugeRkay, karcuHR@k;Ex^n

/Õkmanzan:FM, karer]bcMykeRbICafÚIrk/ÕkmanbMNgQb;BI

kargar, bÑêrkEnÝgeFÞIkar, karµeFIÞkarenAeRkA KWeFÞIkicÆkar

TaMgenHedImÖIeC]svagnUvkarbBaÉb;edaykarer]bcM. b"uEnÑ

eTaHCaya"genHk'edayk'RtUvEtbBaÉb;kmÚkrxÝHedayxanBuM

@ntamkarseRmcenaH.

 ･  /ÕkEdlRtUv@nbBaÉb;KWRtUv@neKeRCIserIseday

smehtupl

/ÕkEdlRtUveKbBaÉb;KWRtUv@neKeRCIserIsedaymanxÕat

smrmÛ >eRCIserIsedaysmehtuplKÚanlMe/]g.

 ･  kareFÞIkaryl;RBm

 kÕégkarbBaÉb;er]bcMbuKÃlikenH kareFÞIlixitsÕamd'RtwmRtUv

enaHCakarsMxan;Nas; KWmankarBnÛl;cÖas;las;, yl;

RsbedayKÚankarmnÓil,ehIyRkumh#unedImÖIeFIÞkarer]bcMenaH

minsmtam^nkarbJÉb;er]bcMbuKÃlikenHvaKÚanRbsiTÔiPaBeT



２５

３　
か い こ

解雇の
よ こ く

予告
およ

及び
よ こ く

予告
て あ て

手当
か い こ

解雇する
ば あ い

場合、
すく

少なくとも30
にちまえ

日前に
よ こ く

予告する
ひつよう

必要が

あり、
よ こ く

予告がない
ば あ い

場合は30
にちぶん

日分
いじょう

以上の
よ こ く

予告
て あ て

手当を
はら

払わ

なければならない。

４　
とつぜん

突然の
か い こ

解雇の
たいおうさく

対応策
じょうき

上記のことに
い は ん

違反していないか
かくにん

確認するため、
か い こ

解雇

の
り ゆ う

理由や
か い こ

解雇の
ひ

日を
き さ い

記載した
しょめん

書面を
かいしゃ

会社に
ようきゅう

要 求する

などして
じ じ つ

事実
かんけい

関係を
めいかく

明確にし、それをもって
ろうどう

労働
きじゅん

基準
かんとくしょ

監督署に
そうだん

相談にいくこと。

kÕégkrNIPaKeRcIn eTaHCa@nbMeBjlkÂxNÎepßgeT]

RKan;k'eday.

3-karOydwgmun^nkarbJÉb;nwgR@k;/MeNay

  krNIbJÉb;kargarcaM@c;y"agehacNas;RtUvOy

dMNwgdl;kmÚkr30^fÅmun.ebIKÚanOydMNwgCamunenaHeT

Rkumh#unRtUvOyR@k;/MeNaycMnYnR@k;30^fÅeLIgeTA.

4-viFankartTl;nwgkarbeNÑjecjBIRkumh#un

  edImÖIbJÈak;OycÖas;las;nUver[gxagelI etIRsb

cÖab;Edr>eTenaH RtUvTarlixitsÕamBIRkumh#un/MBIkar

beNÑjecjEdlmancuHmUlehtunwg^fÅExCaedImenaHCa

PsÑétag ehIyykeTABiPakßaCamYymnÓIrRtYtRtakargar

BlkmÚkMuxan.



２６

Ｑ１４（
しょとくぜいのかんぷ

所得税の還付）

わたし

私は
かいしゃ

会社で
はたら

働いています。
まいつき

毎月、
きゅうりょう

給 料から
ぜいきん

税金が
さ

差し
ひ

引かれていますが、
ゆうじん

友人から
ぜいきん

税金をかえ

してもらえると
き

聞きました。ほんとうにかえしても

らえるのでしょうか。

１　
しょとくぜい

所得税の
か ぜ い

課税
ほうほう

方法
しょとくぜい

所得税は
くに

国が
か ぜ い

課税
ちょうしゅう

徴 収する
ぜいきん

税金で、
ぜんねん

前年（１
がつ

月か

ら12
がつ

月まで）の
か ぜ い

課税
しょとく

所得に
たい

対して
か ぜ い

課税される。
か ぜ い

課税
しょとく

所得とは、
ぜんねん

前年の
しゅうにゅう

収 入から
しゅうにゅう

収 入を
え

得るために
よう

要し

た
ひつよう

必要
け い ひ

経費
とう

等を
さ

差し
ひ

引いたものをいう。

２　
しょとくぜい

所得税の
ちょうしゅう

徴 収
ほうほう

方法 
ぜい

税は
のうぜいしゃ

納税者が
しんこく

申告して
のうにゅう

納 入するのが
き ほ ん

基本である

が、
きゅうよ

給与
しょとくしゃ

所得者の
ば あ い

場合、「
げんせん

源泉
ちょうしゅう

徴 収
ぎ む し ゃ

義務者」である
きゅうよ

給与
しはらいしゃ

支払者 が
ほんにん

本人の
まいつき

毎月の
きゅうよ

給与からあらかじめ
さ

差し
ひ

引いて（「
て ん び

天引き」という。）
のうにゅう

納 入するのが
いっぱんてき

一般的で

ある。

３　
しょとくぜい

所得税の
ねんまつ

年末
ちょうせい

調 整
およ

及び
かくてい

確定
しんこく

申告
げんせん

源泉
ちょうしゅう

徴 収された
ぜいがく

税額は、その
ご

後の
げんぜい

減税や
ぜいこうじょ

税控除
せ い ど

制度の
てきよう

適用などにより、
じっさい

実際の
ぜいがく

税額より
おお

多くなってし

まうケースがある。

つうじょう

通 常は
げんせん

源泉
ちょうしゅう

徴 収
ぎ む し ゃ

義務者が
ねんまつ

年末に
ぜいがく

税額の
かくてい

確定を
おこな

行

い、
か ば ら

過払い
とう

等があった
ば あ い

場合には、
じ か い

次回
い こ う

以降の
きゅうよ

給与
とう

等
し は ら

支払い
じ

時に
ちょうせい

調 整する。（
ねんまつちょうせい

年末調整）

また、
じぎょうしゃ

事業者などは、
まいねん

毎年２
がつ

月
ちゅうじゅん

中 旬から３
がつ

月
ちゅうじゅん

中 旬にかけて、
みずか

自ら
ぜ い む しょ

税務署に
ぜい

税の
しんこく

申告をして
ぜい

税を
かくてい

確定させる。（
かくていしんこく

確定申告）

４　
しょとくぜい

所得税の
か ん ぷ

還付
せいきゅう

請 求
こうがく

高額の
い り ょ うひ

医療費を
はら

払ったり、
じゅうたく

住 宅を
しゅとく

取得したりした
ば あ い

場合、これを
ぜ い む しょ

税務署に
しんこく

申告して
おさ

納めすぎた
ぜいきん

税金を
もど

戻し

てもらう「
か ん ぷ

還付
せいきゅう

請 求」があるが、
か ん ぷ

還付にあたって
ぜい

税

を
かくてい

確定させる
ひつよう

必要があるため
かくてい

確定
しんこく

申告と
ど う じ

同時に
おこな

行う。
りゅうがくせい

留 学生がパートタイマーやアルバイトなどをした
ば あ い

場合 なども、
か ん ぷ

還付される
か の う せい

可能性がある。

Q14 (karRtTÖb;R@k;BnÔEdl@nmkBI R@k;cMNUlRbcaM

qÕaMrbs;eyIg)

eyIgTaMg/s;KÕaeFÞIkarkÕégshRKaseragcRk. Caer]gral;

Ex eKEtgEtdkR@k;BnÔBIelIR@k;cMNUleb]vtßr$RbcaMEx

rbs;eyIg b"uEnÑmitÑsMLaj;rbs;eyIgFÝab;R@b;eyIgfaR@k;

BnÔenH/acRtUv@neKsgRtLb;mkvij? etIeyIgnwgTTYl

R@k;BnÔRtLb;mkvij Emn>ya"gNa?

1- cÖab;RKb;RKgelIR@k;BnÔcMNUl

rdÍaPi@lCb"unCa/ÕkTTYlbnÓék RbmUlnigRKb;RKg cat;Ecg

elIR@k;BnÔcMNUlenH. R@k;cMNUlEdlRtUvkMNt;dkhUt

BnÔRtUv@nKitcab;BIqÕaMknÝgeTA (BIExmkradl;ExFÕê). BnÔelI

R@k;cMNUlenHRtUvKitelIR@k;cMNUlEdlTTYl@n kalBI

qaMÕknÝgeTAedayTUTat;e/aysmamaRtCamYy nigR@k;

cMNUlEdlRtUv@nTTYlsMrab;CIvPaBesdÍkicÆcaM@c;RtUv

cMNayrbs;buKÃlmaÕk;|.

2- cÖab;sMrab;RbmUlBnÔR@k;cMNUl

R@k;BnÔenHRtUveFÞIr@ykarN$ eday/ÕkEdlRtUvbg;BnÔenH

tamKMrUkMNt;EdlRtUvbg;, cMeBaH/ÕkEdl@nR@k;cMNUlmk

BIR@k;eb]vtßr$RbcaMEx (buKÃlmankatBÞkicÆRtUvbg;BnÔ) eKnwg

dkBnÔenHpÓal;BIR@k;Exrbs;eyIgCaer]gral;ExEdleKehA fa

(kat;BnÔBIR@k;Ex) CaTUeTAeKRtUvbg;BnÔR@k;cMNUl enH.

3- bJÈITUTat;BnÔR@k;cMNUlenAbMNac;qaÕM>r@y

karN$bJÆb;bMNac;qaÕMelIBnÔR@k;cMNUl

cMnYnR@k;BnÔEdlRtUveKkat; bnaÓb;BIdkcMnYnR@k;caM@c;RtUv

cMNayelIsamuIxÝën nigR@k;cMNaysMrab;/ÕksÒitkÕég

/aNaBÛa@l nig kÕégkrNI/acbnÒyR@k;BnÔCaedIm, Ca

FmÚtaeKkat;R@k;BnÔcMNUlenH eRcInEtelIscMnYnEdl

kMNt;e/aybg;. Caer]gral;bMNac;qaÕM eKEtgEtTUTat;

cMnYnTwkR@k;BnÔEdlbuKÃl mankatBÞkicÆRtUvbg; kÕég1qaÕMknÝg

cMnYnR@k;BnÔEdleyIgbg;elIs eKnwgbgÞilsgRtLb;mkvij

CamYynigR@k;ExenAExbnaÓb;EdleKehAfa (karTUTat;

cMnYnTwkR@k;BnÔbJÆb;qaMÕ). cMeBaH/ÕkEdlRbkbrbrrksIu

edayxÝënGger]gral;qÕaM cab;BIBak;kNÑalExkumÙ:rhUtdl;

Bak;kNÑalExminaRtUveTAkariyal&yBnÔdar

sresrr@ykarN$edImÖIsrubbBaÆb;cMnYnR@k;BnÔenH

EdleKehAfa (r@ykarN$BnÔbBaÆb;qÕaM)

4- karbMeBjsMNMulixitsMuBnÔRtLb;mkvij
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５　
か ん ぷ

還付
せいきゅう

請 求に
ひつよう

必要な
しょるい

書類

・　
げんせん

源泉
ちょうしゅうひょう

徴 収 票

・　
がいこくじん

外国人
とうろくしょう

登 録証

・　パスポート

・　
ふ よ う

扶養
しょうめいしょ

証 明書（
た い し かん

大使館など
こうしょういん

公 証印のある、
か ぞ く

家族

の
ぞくがら

続柄、
たんじょうび

誕生日などを
き さ い

記載したものがよい）

・　
か ぞ く

家族への
そうきん

送金
しょうめいしょ

証 明書（
ぎんこう

銀行が
はっこう

発行したものが

よい）

・　
ぎんこう

銀行
こ う ざ めい

口座名（
つうじょう

通 常
か ん ぷ

還付は
ぎんこう

銀行
ふ

振り
ご

込み）

・　
いんかん

印鑑またはサイン

ebIsinCaeyIg@ncMNayR@k;eRcInelI^fÝBÛa@lCmÅW >k'

TijpÓHCaedIm eyIg/acdak;BakÛeTARksYgBnÔdareday

bMeBjsMNuMEbbbTsMuR@k;BnÔEdleyIg@nbg;RtLb;mk vij

(sMNMuBakÛRtLb;BnÔ) edImÖIRtLb;R@k;BnÔmkvij eyIg

caM@c;RtUvbMeBj nUvr@ykarN$BnÔbJÆb;qÕaMCamYyKÕaEdr.

nisißtbreTsEdleFÞIkareRkAema"g k'/acsMuBnÔRtLb;mk

vij@nEdr.

5- GksarcaM@c;sMrab;dak;JkÛsMuBnÔRtLb;mkvij

 ¥ lixitbJÈak;BIRbPBcMNUlRbcaMqaÕM

 ¥ /tÑsJËaNsMKal;CnbreTs

 ¥ lixitqÝgEdn

 ¥ lixitraynam/ÕkkÕuégbnÓék/aNaBÛa@l

 ¥ lixitBIcMnYnR@k;Edl@nepÊIeTAbgbâên (ebI/aclixit

  ecjBIFnaKar)

 ¥ es]vePAeQaÚHepÊIR@k;enAFnaKar (sMrab;eKbJÆêl

  R@k;BnÔRtLb;mkvijtamFnaKar)

 ¥ RtaeQaÚH >k'htÒelxa



２８

Ｑ １ ５ （
しゅっさんやいくじ、かいごでしごと

出産や育児、介護で仕事を

やすみたいばあい

休みたい場合）

わたし

私は
いま

今、
にんしん

妊娠５か
げつ

月です。
こ

子どもを
う

生む
とき

時には
し ご と

仕事を
やす

休みたいと
おも

思っています。また、
こ

子どもが
う

生

まれた
あと

後も、しばらく
やす

休んでから
し ご と

仕事に
もど

戻りたいと
おも

思っていますが、
か の う

可能でしょうか。

１　
さんぜん

産前
さ ん ご

産後の
きゅうぎょう

休 業
ろうどう

労働
きじゅんほう

基準法
だい

第65
じょう

条では、
じ ょ し

女子
ろうどうしゃ

労働者の
ぼ せ い

母性
ほごうじょう

保護上
じゅうよう

重 要な
き か ん

期間を
きゅうぎょう

休 業
き か ん

期間としている。つまり､６
しゅうかん

週 間
い な い

以内に
しゅっさん

出 産
よ て い

予定の
じ ょ し

女子
ろうどうしゃ

労働者が
きゅうぎょう

休 業を
せいきゅう

請 求

した
ば あ い

場合、その
もの

者を
し ご と

仕事させてはならない。また、
さ ん ご

産後８
しゅうかん

週 間を
け い か

経過しない
じ ょ し

女子
ろうどうしゃ

労働者を
し ご と

仕事させては

ならないと
き て い

規定している。

２　
にんしん

妊娠・
しゅっさん

出 産による
か い こ

解雇
し よ う しゃ

使用者は、
さんぜん

産前
さ ん ご

産後の
きゅうぎょうちゅう

休 業 中
およ

及び
ふくしょく

復 職
ご

後30
にちかん

日間

は
か い こ

解雇することができない。

また、
にんしん

妊娠・
しゅっさん

出 産を
り ゆ う

理由に
か い こ

解雇することもできな

い。

３　
い く じ

育児
きゅうぎょう

休 業
およ

及び
い く じ

育児
きゅうぎょう

休 業
きゅうふ

給付 　　

１
さい

歳に
み

満たない
こ

子を
よういく

養育する
ろうどうしゃ

労働者（
だんじょ

男女を
と

問わな

い、
ひ び

日々
こ よ う

雇用を
のぞ

除く）は、
こ

子が１
さい

歳に
たっ

達するまでの
れんぞく

連続した
き か ん

期間を、
こ

子
ひ と り

１人につき１
かい

回
きゅうぎょう

休 業することが

できる。

きゅうぎょう

休 業
きかんちゅう

期間中の
きゅう

給
よ

与については
ほうりつ

法律の
き て い

規定はない

が、
こ よ う

雇用
ほ け ん

保険に
かにゅう

加入しいる
ば あ い

場合、
きゅうぎょうちゅう

休 業 中の
ちんぎん

賃金の

ダウンを
おぎな

補う
かたち

形で「
い く じ

育児
きゅうぎょう

休 業
き ほ ん

基本
きゅうふ

給付」が
しきゅう

支給さ

れる。（
まえちんぎん

前賃金の80％までの
ほ

補てんが
げ ん ど

限度）

また、
ろうどうしゃ

労働者が
よ う か いご

要介護
じょうたい

状 態のにある
か ぞ く

家族を
か い ご

介護す

る
ば あ い

場合にも
どう

同
よう

様の
せ い ど

制度がある。（
きゅうぎょう

休 業
き か ん

期間３か
げつ

月）

４　
しゅっさん

出 産における
けんこう

健康
ほ け ん

保険

(1) 
けんこう

健康
ほ け ん

保険の
かにゅうしゃ

加入者
しゅっさん

出 産
い く じ

育児
い ち じ きん

一時金として１
じ

児につき30
まんえん

万円
はら

払われ

る。

しゅっさん

出 産
て あ て きん

手当金として、
しゅっさん

出 産のため
かいしゃ

会社を
やす

休み、

Q15 (rbbsMrakkargarkÕéglkÂN:sMralkUnxÆI, EfrkßakUnxÆI

nigEfrkßamnusßCrakÕégbnÓék)

À~LêvenHman^pÓeBaH5ExehIy. enAeBlsMralkUnÀ

manbMNgQb;sMrakkargar. enAeBlsMralkUnrYcÀk'

RtUvkarsMrakkargarmYyry:eT]tbnÓab;mkeTIbÀcUleFÞIkar

vij, etIÀ/acmanlTÔPaBenHEdr>eT?

1- karsMrakBIkargarmun nigeRkaykarsMralkUn

tamcÖab;KMrUkargarkÕégmaRtaTI65 Ecgfa, RsÑIEdleFÞI

kargarciBaÆwmCIvitenAeBlmanKP%RtUvmankrNIykicÆcaM@c;

RtUvbI@c;EfrkßakUnkÕégfirevlakMNt; nigmansiTÔiTTYlkar

/nuBaaËtµQb;sMrakmYyry:kal. edaysegÂbebIsin

CaeyIgdak;BakÛsMu/nuBaËatcÖab;Qb;sMrakkargarmuneBl

sMralkUnkÕégcenÝaHticCag6s@Ñh$RbFankargarKÚansiTÔi

nigbgÂMµeyIgeFÞIkar@neLIy. ehIybnÓab;BIsMralkUn@n

minTan;RKb;8s@Ñh$eKk'KaÚnsiTÔ nwgbgÂMeyIge/aycUleFÞI

kargarvij@nEdrenHCacÖab;EdlrdÍkMNt;.

2- karbeNÑjbuKÃlikeyalelImUlehtuman^pÓeBaH

>sMralkUn

RbFanRKb;RKgkargarKÚansiTÔ nigbeNÑjbuKÃlikEdl

Qb;sMrakmun nigeRkayeBlsMralkUndUcxag elI,ehIy

TnÓwmnwgenHeKKÚansiTÔinwgbJÉb;buKÃlikEdlbnÓab; BIsMral

kUnrYccUleFÞIkarvijmin@nRKb;30^fÅpg. dUcKÕaenHEdr

EpâkelImUlehtu^nkarman^pÓeBaH >k'sMralkUneKk'KÚansiTÔ

nigbJÉb;buKÃlik@neT.

3- karsMrakedImÖIEfrkßakUn nig rbbR@k;Qb;sMrak

edImÖIEfrkßakUn

buKÃlikeFÞIkarEdlTTYlbnÓékEfrkßaTMnukbMrug nigbMb"nkUn

Edlman/ayuminTan;RKb;1qÕaM (minfabuKÃlikCaburs >RsÑI

elIkElg^fÅeFÞIkargarFmÚta) eK/acQb;sMrakbnÑbnÓab;

kÕégry:eBlEvgedImÖIEfrkßaTMnukbMrugkUndl;/ayu 1qÕaM@n

mÑgcMeBaHkUnmÕak;.karQb;sMrakenHcMeBaHrbbebIkR@k;

KÚanEcgkÕégcÖab;RkitÛ RkmeLIy, b"uEnÑebIsinCaeyIgbg;R@k;

FanasMrab;eBl/t; kargareFÞIR@k;EdleyIgTTYl@nBitEmn

EtticCagR@k; eb]vtßr$EdleyIgFÝab;TTYl@n (rbbR@k;

obtÒmÙkarQb; sMraksMrab;EfrkßakUn) nwgRtUv@neKpÑl;

;e/ay. (/ac TTYl@nya"geRcInbMputRtwm80Ÿ ^nR@k;
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じぎょうぬし

事業主より
ほうしゅう

報 酬を
う

受けなかった
ば あ い

場合、
しゅっさんび

出産日
まえ

前42
にちかん

日間から、
さ ん ご

産後の56
にちかん

日間の
は ん い

範囲で
ひょうじゅん

標 準
ほうしゅう

報 酬
げつがく

月額

の60％が
しきゅう

支給される。

(2) 
こくみんけんこうほけんかにゅうしゃ

国民健康保険加入者
しゅっさん

出 産
い く じ

育児
い ち じ きん

一時金 として１
じ

児につき30
まんえんはら

万円払われ

る。

ExEdleyIgFÝab;@nTTYl)bEnÒmBIenHbuKÃlikEdlmanParki

bEnÒmBIenHbuKÃlikEdlmanParkicÆRtUv

Efrkßamnusßcas;CraEdlenAkÕégbnÓék

RKYsareKk'mansiTÔiTTYlrbbQb;sMrak nigrbbR@k;obtÒmÙ

dUc/ÕksMralkUnEdr. (/acQb;sMrak@nbIEx)

4- b&NÐFanasuxPaBcMeBaHkarsMralkUn

 (1) cMeBaH/ÕkEdlbg;R@k;FanasuxPaB sgÃmrbs;rdÍ

(bg;tamkEnÝgeFÞIkar) eKnwgTTYl@nR@k;kMNt;30mWun

ey"ncMeBaHkUnmÕak; R@k;rbbsMrab;karsMralkUn, edImÖI

sMralkUneyIgRtUvkarQb;sMrakBIkargar kÕégkrNIkEnÝg

eFÞIkarmin@nenHdl;eyIgeT, cab;BImuneBlsMralkUn42^fÅ

rhUtdl;eRkayeBlsMralkUn56^fÅ eyIg/acTTYl@n

R@k;60Ÿ elIR@k;eb]vtßr$EdleyIgFÝab;@nTTYleday

eyaleTAelIcÖab;KMrU^nrbbeFÞIkargarEdl@nEcgTuk .

(2) cMeBaH/ÕkEdlbg;R@k;FanasuxPaBRbCaBlrdÍ (bg;

tamsalaRkugrs;enA) eKnwgTTYl@nR@k;kMNt; 30mWun

ey"n.
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４.
ふ う ふ

夫婦・カップルのこと

bÑIRbBnÔ,KURskr CaedIm   



３１

Ｑ１６（
がいこくじん
外 国 人の

けっこん
結 婚）

わたし

私は
がいこくせき

外国籍ですが、
けっこん

結婚したいと
おも

思っていま

す。
あ い て

相手も
がいこくせき

外国籍ですが、
に ほ ん

日本で
けっこん

結婚できるでしょ

うか。また、
がいこく

外国で
けっこん

結婚した
ば あ い

場合はどうなりますか。

１　
けっこん

結婚が
せいりつ

成立するには
がいこくじん

外国人
ど う し

同士でも
に ほ ん

日本で
けっこん

結婚できる。
けっこん

結婚は、
りょうしゃ

両 者

の
ほんごく

本国の
ほうりつ

法律が
き ほ ん

基本となる。したがって、
に ほ ん

日本の
やくしょ

役所

に
こんいんとどけ

婚 姻届を
だ

出すとともに、
ほんごく

本国
た い し かん

大使館にも
とど

届け
で

出な

ければならない。

ひつよう

必要な
しょるい

書類を
に ほ ん

日本の
やくしょ

役所に
ていしゅつ

提 出し、
けっこん

結婚の
じょうけん

条 件が
そな

備わっていることが
わ

分かれば、
こんいんとどけ

婚 姻届が
じ ゅ り

受理され、
けっこん

結婚が
せいりつ

成立する。また、
くに

国によっては
やくしょ

役所に
こんいんとどけ

婚 姻届

を
だ

出す
まえ

前に
た い し かん

大使館で
こんいん

婚姻
て つ づ

手続きできる
ば あ い

場合がある。
けっこん

結婚に
ざいりゅう

在 留
し か く

資格の
う む

有無は
かんけい

関係ない。
なんみん

難民の
ば あ い

場合は、
ほんごく

本国の
ひつよう

必要
しょるい

書類をそろえることがで

きないことがあるため、
がいこくじん

外国人
そうだん

相談
まどぐち

窓口
とう

等に
そうだん

相談する

こと。

２　
てつづき

手続

(1) 
がいこくじん

外国人
ど う し

同士が
に ほ ん

日本で
けっこん

結婚する
ば あ い

場合

ア　
ていしゅつさき

提 出先
す

住んでいるところの
し く

市区
ちょうそん

町 村
や く ば

役場

イ　
ていしゅつ

提 出
しょるい

書類

①　
こんいんとどけ

婚 姻届（
りょうしゃ

両 者の
しょめい

署名
なついん

捺印と
せいじん

成人の
ほしょうにん

保証人
ふ た り

２人
いじょう

以上の
しょめい

署名
なついん

捺印が
ひつよう

必要）

②　
こんいん

婚姻
ようけん

要件
ぐ び

具備
しょうめいしょ

証 明書（
ほんごくほう

本国法に
さだ

定められた
けっこん

結婚の
じょうけん

条 件を
み

満たしていることを
しょうめい

証 明する
しょるい

書類）
また

又は
どくしん

独身
しょうめいしょ

証 明書（
ざいにち

在日
た い し かん

大使館で
は

っこう),発行)）－
ほんやくぶん

翻訳文を
て ん ぷ

添付

③　
しゅっしょう

出 生
しょうめいしょ

証 明書（
まえ

前もって
ほんごく

本国から
と

取り
よ

寄せ

ておく）－
ほんやくぶん

翻訳文を
て ん ぷ

添付

④　パスポート

⑤　
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

外国人登録証明書

(2) 
に ほ ん じん

日本人とオーバーステイの
がいこくじん

外国人が
けっこん

結婚する
ば あ い

場合次のどちらかの
ほうほう

方法による。

ア　
い ち ど

一度
き こ く

帰国し、５
ね ん ご

年後に
ざいりゅう

在 留
し か く

資格
にんてい

認定
しょうめいしょ

証 明書の
てつづき

手続きを
おこな

行う
ほうほう

方法があるが、
こんいん

婚姻
かんけい

関係をいかに

Q16 (karer]b/aBah$BiBah$ rbs;CnbreTs)

ÀCaCnbreTs, ÀmanbMNgcg;er]bkar. KURskrrbs;Àk'

CaCnbreTsEdr etIeyIgTaMgBIr/acer]bkarkÕégRbeTs

Cb"un@nEdr>eT? etIkarer]bkarenAGbreTsmanlkÂxNÎ

ya"gNaEdr?

1- kicÆRBmeRB]gedImÖIer]b/aBah$BiBah$

CnCatibreTsdUcKÕa /acer]bkarkÕégRbeTsCb"un@n. kar

er]bkar/aRs&yeTA elImUldÍancÖab;rbs;RbeTsrbs;KU

RskrEdler]bkarTaMgBIr. b"uEnÑcaM@c;eKRtUvEteTAsala

RkugsMu/nuBaËatcÖab;er]b/aBah$BiBah$ ehIyk'RtUveTAsÒan

TUtrbs;xÝënsMukar/nuBaËatpgEdr. sMNMuGksarsMxan;|

caM@c;RtUvykeTAdak;BakÛenAsalaRkugEdleyIgrs;enA

ebIsinCalkÂxNÎer]bkar/acRtUv@neKTTYl saÃl;, eKnwg

TTYler]bcMsMrYlcÖab;/nuJËatµer]b/aJh$BiJh$ ehIy

eyIgnwg/acer]bkar@n. mÛa"geT]teyaleTAelIRbeTs

nImYy|enAmuneBleTAsMucÖab;/nuJËater]b/aJh$BiJh$

BIsalaRkugCb"un eKRtUveTAsaÒnTUtbMeBjsMNuMlixit

/nuBaËater]b/aJh$BiJh$Camunsin.

karer]b/aBah$BiJh$minTak;Tg nwglkÂxNÎmansiTiÔ >KaÚn

siTiÔtaMgTIlMenAkÕégRbeTsCb"uneLIy. cMeBaHCneP]sxÝën

edayKaÚnlTÔPaBRbmUlsMNuMlixitGksarBIRbeTsxÝën,

sUmBiPakßaTak;TgeTAmnÓIrTTYlCneP]sxÝën.

2- karbMeBjsMNMulixit

(1) cMeBaHCnbreTsdUcKaÕ EdlRtUvkarer]b/aBah$BiJh$$

k¥ kEnÝgdak;JkÛ : PUmi, sgÁat; Rkug EdleyIgrs;enA

x¥ GksarEdlRtUvdak;JkÛ

 ･  sMbuRtcÖab; sMu/nuJËater]b/aJh$BiJh$ (eQaÚHnig

sÕampÑitem^drbs;KUsÞamIPriya nigeQaÚHsaÕmpÑit em^d

rbs;/ÕkmansiTiÔFana elIsBI2nak;eLIgeTA)

 ･  cÖab;bJÈak; /acer]b/aJh$BiJh$ (GksarcÖab;Ecg
BIcÖab;er]b/aJh$BiJh$EdlecjtamcÖab;TTYlsÃal;BIRbeTs

kMeNItrbs;KURskrTaMgBIr)mÛa"geT]tsMbuRtbJÈak;fa

enAlIv(saÒnTUtCa/Õkecje/ay) sMbuRt/mbkERbCaPasa

Cb"un.

 ･  sMbuRtkMeNIt(sMbuRtbJÈICati) (RtUveFÞIBIRbeTs

kMeNItCamunTuk) sMbuRt/mbkERbCaPasaCb"un.

･  lixitqÝgEdn
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けいぞく

継続させるかの
もんだい

問題は
のこ

残る。

イ　
きょうせい

強 制
たいきょ

退去
てつづき

手続の
なか

中で、
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可のアピー

ルする。
ざいりゅう

在 留
とくべつ

特別
き ょ か

許可は、
じ か ん

時間がかかり、
かなら

必ず

とれるというものではない。

＜Ｑ４
さんしょう

参 照＞

(3) 
がいこくじん

外国人と
に ほ ん じん

日本人が
がいこく

外国で
けっこん

結婚する
ば あ い

場合

ア　
ていしゅつさき

提 出先
に ほ ん

日本
りょうじかん

領事館
また

又は
こ せ き

戸籍を
かんかつ

管轄する
し く

市区
ちょうそん

町 村
や く ば

役場

（
に ほ ん じん

日本人
はいぐうしゃ

配偶者の
ほ ん せ きち

本籍地）。
ゆうそう

郵送も
か

可。

イ　
ていしゅつ

提 出
しょるい

書類（
ていしゅつさき

提 出先にあらかじめ
と

問い
あ

合わせ

ること）

①　
こんいんとどけ

婚 姻届

②　
に ほ ん じん

日本人の
こ せ き

戸籍
とうほん

謄本

③ 　
がいこくせき

外国籍の
かた

方の
こんいん

婚姻
ようけん

要件
ぐ び

具備
しょうめいしょ

証 明書
また

又は
しゅっしょう

出 生
しょうめいしょ

証 明書・
み ぶ ん

身分
しょうめいしょ

証 明書・
どくしん

独身
しょうめいしょ

証 明書など
み ぶ ん

身分を
しょうめい

証 明する
ほんごく

本国の
こうてき

公的
き か ん

機関が
はっこう

発行した
しょるい

書類

 ･  /tÑsJËaNbNÐ& bJÈak;CnbreTs

(2) krNICnCatiCb"un nig /ÕktaMgTIlMenA enAxus

cÖab;er]b/aJh$BiJh$eyaleTAelImeFÛa@yNamYy

dUcxageRkamk'RtUvRtLb;eTARbeTsvijsin. 5qaÕMeRkay

BIRtLb; eTARbeTsvij eKmanlTÔPaB/acdak;BakÛsMu

taMgTIlMenAkÕégRbeTsCbu"neLIgvij@n, b"uEnÑkÕégry:eBl

5qÕaMknÝgmkenAmanTMnak;TMng/aBah$BiBah$ CamYyCnCati

Cb"unEdlCa^dKUenaHEdr>eT enHCabBaàaecaT.

x- enAeBlEdlRksYgyutÑiFm%kMBuger]bcMsMNMulixitbeNÑj

TaMgbgÂMecjBIRbeTsCb"unRtUvEtRbjab;dak;BakÛsMuTidÍakar

sÕak;enABiess karsMuTidÍakarBiesssMrab;taMgTIlMenAenH

RtUvrg;caMmYyry:eyIgmin/acFanafa@nTTYltamRKb;

sMeNIrenaHeLIy.

(3)krNICnCatiCb"unnigCnbreTsEdler]b/aBah$BiBah$

enAGbreTs.

k¥ kEnÝgdak;BakÛ

sÒanTUtCb"un nig kEnÝgTukdak;er]bcMbBaÈIb&NÐRKYsarPUmi,

sgÁat;, Rkug, (kEnÝgcuHeQÚaHRKYsarrbs;KURskrEdler]b

karCamYyCnCatiCb"un) epÊItamb"usÑä^RbsNIy$k'@n.

x-GksarEdlRtUvdak;esÕI

(kEnÝgRtUvdak;BakÛKYrEtsaksYrCamunCakarRbesIr)

･  sMbuRtcÖab;sMu/nuBaËater]b/aBah$BiBah$
･  b&NÐRKYsarrbs;CnCatiCb"un

･ cÖab;bBaÈak;fa /acer]b/aBah$BIBah$@n

rbs;CnbreTs, sMbuRtkMeNIt /tÑsBaËaNb&NÐ, lixit

bBaÈak;faenAlIvCaedIm. sMbuRtbBaÈak;TaMgenHKWCaGksar

@nEcg nwgTTYlsÃal;RtwmRtUvtamcÖab;BIRbeTsEdl@n

er]bkarenaH.
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Ｑ１７（
なまえをへんこうするばあい、にほんこくせき

名前を変更する場合、日本国籍

を
しゅとくするばあい

取得する場合）

わたし
私は、

にほんじん
日 本 人の

じょせい
女 性と

けっこん
結 婚しま

した。
つま
妻に

わたし
私の

せい
姓を

なの
名乗らせたいのですが、

どうしたらいいでしょうか。また、
にほん
日 本

こくせき
国 籍

は
と
取れるのでしょうか。

１　
せい
姓の

へんこう
変 更

(1) 
へんこう
変 更

ほうほう
方 法

がいこくじん
外 国 人と

にほんじん
日 本 人が

けっこん
結 婚しても、

じどうてき
自 動 的に

にほんじん
日 本 人の

せい
姓は

か
変わらない。しか

し、
ひつよう
必 要な

てつづ
手 続きをとれば、

だんじょ
男 女を

と
問わ

ずに
へんこう
変 更できる。

へんこうご
変 更 後の

にほんじん
日 本 人の

せい
姓は 、

がいこく
外 国の

せい
姓、

にほん
日 本の

な
名の

じゅん
順 となる。ミドルネーム

は、
しんせい
申 請すればつけられるが、

せい
姓か

な
名のどち

らかに
つ
付けることになる。

せい
姓につけると、そのま

ま
こせき
戸 籍の

せい
姓と し て

のこ
残っ て し ま う の で 、

ちゅうい
注 意する。
くに
国によって、

おっと
夫の

せい
姓を

なの
名乗ることができ

る
ばあい
場 合、どちらかを

えら
選べる

ばあい
場 合、

けっこん
結 婚し

ても
せい
姓は

か
変わらない

ばあい
場 合など

さまざま
様 々であるこ

とに
ちゅうい
注 意する。

へんこう
変 更

てつづ
手 続きをとっておけば、

う
生まれた

こ
子ど

もの
せい
姓は、

へんこうご
変 更 後の

ほかこくせき
外 国 籍の

せい
姓と

おな
同じになる。
へんこう
変 更

てつづ
手 続きをとらない

ばあい
場 合で、

こ
子どもに

だ け
がいこく
外 国

せい
姓を つ け る

ばあい
場 合は 、

かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所の

きょか
許 可が

ひつよう
必 要である。

(2) 
へんこう
変 更

てつづき
手 続

ア　
けっこん
結 婚の

ひ
日から６ヶ

げつ
月
いない
以 内の

ばあい
場 合

・
かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所の

きょか
許 可　

ふよう
不 要

・
とどけ
届 け

でさき
出 先 　

す
住ん で い る

ところ
所の

しく
市区

ちょうそん
町 村

やくば
役 場

イ　
けっこん
結 婚の

ひ
日から６ヶ

げつ
月を

けいか
経 過した

ばあい
場 合

・
かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所の

きょか
許 可

ひつよう
必 要

・
もうしたてさき
申 立 先　　　

かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所

ウ　
へんこう
変 更

てつづき
手 続をとらずに、

こ
子どもの

せい
姓を

Q17 (krNIbÑêreQÚaH nigcUlsBaÈatiCb"un)

À@ner]b/aBah$BiBah$CamYyRsÑICnCatiCb"un. Àcg;µ

RbBnÔrbs;ÀykRtkUldUcÀ etIÀRtUveFÞIya"gNa?

mÛa"geT]t etIÀ/accUlsBaÈati Cb"un@nEdr>eT?

1¥ karbÑêrnamRtkUl

(1) meFÛa@ysMrab;bÑêr

CnbreTseTaHbICa@ner]bkarCamYyCnCatiCb"un ehIyk'

edayk'RtkUlmin@npÝas;bÑêrCasÞ&yRbvtÑiEdr b"uEnÑebIsin

bMeBjsMNMulixitdak;BakÛsMuCacaM@c;eK/acbÑêrnamRtkUl

@nminfaRbus>RsIeLIy.

cMeBaHCnbreTsEdlbÑêrykRtkUlCaCb"unbnÓab;BIbÑêrRtkUl

ehIyeQÚaHedImxÝënRtUvEtenAbnÓab;BIRtkUlCb"un,cMeBaHeQÚaH

kNÑal (middle name)

ebIsinCacuHeQÚaHsMueKnwgbBaÆêl

e/ay,sUmRby&tÕbnÓab;BIbÑêrRtkUlrYcehIyvanwgenACab;kÕég

bBaÈIRKYsarCaer]grhUt.

RbeTsxÝHbnÓab;BIer]bkarrYcehIy/acykRtkUltambÑI >k'

/aceRCIserIsykRtkUlmYyNak'@n >k'mincaM@c;RtUvbÑêr

k'@nmaner[gnigRkitÛRkmCaeRcInEdlRtUvEtRby&tÕ.

bnÓab;BIdak;BakÛsMubÑêrRtkUlrYcehIykUnEdlekItmkRtUvman

RtkUldUcEdl@npÝas;bÑêr. ebIsinCamin@ndak;BakÛsMubÑêr

RtkUl ehIycg;rkßaeQÚaHkUnEdlekItmke/ayenARtkUl

breTsdEdlRtUvcaM@c;sMukar/nuBaËatcÖab;BItulakar RKYsar

(saladMbUg).

(2) kardak;BakÛsMubÑêrRtkUl

 k- kÕégkrNIbnÓab;BIer]b/aBah$BiBah$rYcminTan;@n6Ex

 ¥ mincaM@c;RtUvkarcÖab;/nuBaËatBIsaladMbUgeT

 ¥ kEnÝgdak;BakÛPUmiRsukRkugEdlkMBugrs;enA

 x- kÕégkrNIer]b/aBah$BiBah$rYc @nelIsBI6Ex

 ¥ caM@c;RtUvkarcÖab;/nuBaËatBIsaladMbUg

 ¥ kEnÝgdak;BakÛ : saladMbUg (tulakarRKYsar)

 K- kÕégkrNImin@ndak;BakÛsMupÝas;bÑêrRtkUl cg;bÑêrRtkUl

kUnEdlekItmk

 ¥ caM@c;RtUvkar/nuBaËatBIsaladMbUg

 ¥ kEnÝgdak;BakÛ : saladMbUgEdlkUnrs;enA
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か
変える

ばあい
場 合

・
かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所の

きょか
許 可 　

ひつよう
必 要

・
もうしたてさき
申 立 先 　

こ
子どもが

す
住んでいるところ

の
かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所

・
ていしゅつ
提 出

しょるい
書 類 　

がいこくじん
外 国 人

ふぼ
父母の

せい
姓への

へんこうとどけ
変 更 届（

しょるい
書 類は、

しく
市区

ちょうそん
町 村

やくば
役 場 の

こせきがかり
戸 籍 係にある。）

２　「
にほんじん
日 本 人の

はいぐうしゃ
配 偶 者

とう
等」の

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格を も つ

がいこくじん
外 国 人の

に
日
ほんこくせき
本 国 籍の

しゅとく
取 得

(1) 
にほん
日 本

こくせき
国 籍

しゅとく
取 得のメリット

にほん
日 本の

ほうりつ
法 律が

てきよう
適 用さ れ 、

さんせいけん
参 政 権など、

にほんじん
日 本 人としての

けんり
権 利を

も
持つことができる

てん
点がメリットである。

「
にほんじん
日 本 人の

はいぐうしゃ
配 偶 者

とう
等」 の

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格をもつ

がいこくじん
外 国 人 は、

きか
帰化

の
じょうけん
条 件が

いっぱん
一 般の

がいこくじん
外 国 人よ り

ゆうり
有 利である。

(2) 
しゅとく
取 得の

じょうけん
条 件

① 　 「
にほんじん
日 本 人の

はいぐうしゃ
配 偶 者

とう
等」 の

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格で 、

ざいりゅう
在 留

きかん
期 間が

さいちょう
最 長の３

ねん
年のものをもっていること

② 　
ひ
引き

つづ
続き ３

ねん
年
いじょう
以 上、

にほん
日 本に

きょじゅう
居 住していること。（この３

ねん
年のあい

だに
にほんじん
日 本 人と

けっこん
結 婚すれば、

じょうけん
条 件

を
み
満たす。）または、

けっこん
結 婚

ご
後３年

いじょう
以 上

けいか
経 過し、

ひ
引き

つづ
続 き１

ねん
年
いじょう
以 上

にほん
日 本

に
きょじゅう
居 住していること。

③ 　
はた
2 0

ち
歳
いじょう
以 上で あ る こ と 。 た だ し 、

にほんじん
日 本 人と

けっこん
結 婚し て い れ ば 、

はた
2 0

ち
歳

みまん
未 満でもよい。

④その
た
他、

そこう
素 行

ようけん
要 件、

せいけい
生 計

ようけん
要 件な

どがある。

 ¥ GksarEdlRtUvdak;BakÛ : lixitbBaÈak;sMubÑêrRtkUl

(eQÚaH) rbs;CnbreTsEdlCamÑayVBuk

(sMNMulixitman

enAkEnÝgbBaÈIb&NÐRKYsar^nPUmi, XMu, RkugEdlrs;enA)

2- ｢/ÕkEdl@ner]bkarCamYyCnCatiCb"un｣ Edlman

lkÂN:/acrs;enA nwgtaMgTIlMenAkÕégRbeTsCb"un@nehIy

RtUvkarcg;cUlsBaÈatiCb"un

･  plRbeyaCn$^nkarcUlsBaÈatiCb"un

/acTTYlsiTÔpÝêvcÖab;EdlCnCatiCb"unman /acmansiTÔcUl

rYmeFÞIneya@y/acTTYl@nsiTÔ nigRbeyaCn$EdlCnCati

Cb"unTaMg/s;man. enHKWCaKuNsmÖtÑi^nkarcUlsBaÈati

Cb"un. cMeBaHCnbreTsEdl@n/nuBaËate/aytaMgTIlMenA

kÕégRbeTsCb"un｢/ÕkEdl@ner]bkarCamYyCnCatiCb"un｣

lkÂxNÎ^nkarcUlsBaÈatiCb"unmanlkÂN:/MeNaypl

gayRsYlCagCnbreTsTUeTA.

･  lkÂxNÎ^nkarcUlsBaÈati

 ①｢/Õk@ner]bkarCamYyCnCatiCb"un｣mancÖab;/nuBaËat

e/aytaMgTIlMenAkÕégRbeTsCb"unedayTTYl@nTidÍakar

(VISA) Evg3qÕaM.

 ② rs;enAkÕégRbeTsCb"unCab;elIsBIbIqÕaMeTÖIgeTA. (kÕég
ry:eBl3qÕaMenHebIsinCaer]bkarCamYyCnCatiCb"un eKnwg

manRKb;lkÂN:CamYyCnCatiCb"un) mÛa"gvijeT]tkÕégkrNI

Edl@ner]bkarCamYyCnCatiCb"un@nelIsBI3qÕaMeTÖIgeTA

ehIymkrs;enAkÕégRbeTsCb"unelIsBI1qÕaMeTÖIgeTAeK/ac

cUlsBaÈati@nEdr.

 ③ RtUvman/ayuelIsBI20qÕaM. b"uEnÑEdl@ner]bkarCa

mYyCnCatiCb"un/ayueRkam20qÕaMk'/accUlsBaÈati@nEdr.

 ④ Gksarepßg| Camnusßlâ nigeyageTAelIlkÂN:

CIvPaBrs;enAkÕégsgÃm.
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Ｑ１８（
りこん
離 婚する

ばあい
場 合）

に ほ ん じん

日本人の
おっと

夫と
り こ ん

離婚したいのですが、
おっと

夫は
ゆ く え

行方
ふ め い

不明です。
り こ ん

離婚できるでしょうか。

１　
り こ ん

離婚の
しゅるい

種類
に ほ ん

日本の
ほうりつ

法律では、
きょうぎ

協議
り こ ん

離婚、
ちょうてい

調 停
り こ ん

離婚、
さいばん

裁判
り こ ん

離婚

の３つがあり、いずれも
ほうてき

法的に
ゆうこう

有効である。ただし
おお

多

くの
くに

国では、
きょうぎ

協議
り こ ん

離婚だけでは
ほうてき

法的には
む こ う

無効である。

（
かんこく

韓国、フィリピン、イギリスなどは
ゆうこう

有効と 
い

言われてい

る。）

・
きょうぎ

協議
り こ ん

離婚 …お
たが

互いの
はなしあ

話合いにより、
じ ぶ ん

自分たちで
りこんとどけ

離婚届を
だ

出すこと

・
ちょうてい

調 停
り こ ん

離婚 …
きょうぎ

協議
り こ ん

離婚で
かいけつ

解決できない
ば あ い

場合、
か て い

家庭
さいばんしょ

裁判所で
ちょうてい

調 停を
おこな

行って
り こ ん

離婚すること

・
さいばん

裁判
り こ ん

離婚 …
ちょうてい

調 停
り こ ん

離婚でも
かいけつ

解決できない
ば あ い

場合や
あ い て

相手が
ゆ く え

行方
ふ め い

不明の
ば あ い

場合、
さいばん

裁判により
り こ ん

離婚すること

２　
り こ ん

離婚の
てきよう

適用
ほうりつ

法律

この
ば あ い

場合、
ふ う ふ

夫婦どちらかが
に ほ ん じん

日本人の
ば あ い

場合は、
に

ほんほう),日本法)、
ほんごくほう

本国法のどちらが
てきよう

適用されるかを
けんとう

検討する
ひつよう

必要がある。
ふ う ふ

夫婦の
いっぽう

一方が
に ほ ん

日本に
す

住んでいれば、
に ほ ん

日本
みんぽう

民法が
てきよう

適用

される。この
ば あ い

場合は、
きょうぎ

協議
り こ ん

離婚ができる。

３　
はいぐうしゃ

配偶者が
ゆ く え

行方
ふ め い

不明の
ば あ い

場合
に ほ ん

日本の
ほうりつ

法律が
てきよう

適用される
ば あ い

場合の
ゆ く え

行方
ふ め い

不明
はいぐうしゃ

配偶者との
り こ ん

離婚は、
ち ほ う

地方
さいばんしょ

裁判所に
り こ ん

離婚の
もうした

申立てをする。
ち ほ う

地方
さいばんしょ

裁判所は、これを「
こ う じ

公示
つうたつ

通達」と
い

言う
かたち

形で
おおやけ

公に
ひょうじ

表示し、
り こ ん

離婚が
せいりつ

成立する。

４　
てつづき

手続

(1) 
きょうぎりこん

協議離婚

・
ていしゅつさき

提 出先 　　　
す

住んでいるところの
し く

市区
ちょうそん

町 村
や く ば

役場

・
ていしゅつ

提 出
しょるい

書類 　　
りこんとどけ

離婚届 （
ふ た り

２人
いじょう

以上の
しょうにん

証 人の
しょめい

署名
なついん

捺印が
ひつよう

必要）、
に ほ ん じん

日本人の
こ せ き

戸籍
とうほん

謄本

(2) 
ちょうてい

調 停
り こ ん

離婚

・
もうしたてさき

申 立先　　　　
か て い

家庭
さいばんしょ

裁判所

Q18 (karElglHKÕa)

cg;ElglHKÕaCamYybÑICb"un b"uEnÑbÑICaCnCatiCb"unenaH

@t;dMNwgTak;Tgmin@n etIElglHKÕa@nEdr>eT?

1-RbePT^nkarElglHKÕa

tamcÖab;rbs;RbeTsCb"un karElglHKÕaEckecjCa : kar

ElglHKÕaedaykar/num&tiTaMgsgxag, karElglHKÕa

edaymansaladMbUgCa/aCÊakNÑalsRmuHsRmYl nigkar

ElglHKÕaedayeTÖIgtulakar.

TaMgbIxagelIenHmYyNak'RtUveFÞIeTAtamcÖab;Edr. b"uEnÑman

RbeTsCaeRcIncMeBaHkarElglHKÕaedayyl;RsbmtiTaMg

sgxagmincaM@c;RtUvkarcÖab;eT (RbeTskUer"xagtÖêg,

hÞIlIBIn, /g;eKÝsk'dUcCb"unEdr)

¥ karElglHKÕaedaykar/num&tiTaMgsgxag samIuxÝënTaMg

sgxagbÑêreyabl;KÕaehIyyl;RsbKÕa eKTaMgBIrnak;dak;

BakÛsMuElglHKÕa.

¥ karElglHKÕaedaymansaladMbUgCa/aCÊakNÑal

ebIsamIuxÝënTaMgsgxagminyl;Rsb /num&tiElglHKÕa@neT

saladMbUgmantYrnaTICa/aCÊakNÑalsRmuHsRmYl.

¥ karElglHKÕaedayeTÖIgtulakar : ebIsinCa/aCaÊ

kNÑalenAsaladMbUgedaHRsaymin@n >k'samIuxÝën

mÂagminbgàajxÝëntulakarCa/Õkkat;sMerckarElglH.

2- cÖab;/nuvtÑn$elIkarElglH

elIbBaàaenHebIbÑI>RbBnÔCaCnCatiCb"un etIRtUv/nuvtÑn$tam

cÖab;rbs;Cb"un >k'samIuxÝënmÂageT]tcaM@c;RtUvkarBinitÛ

BicarNaelIbBaàaenH.

ebIbÑI>RbBnÔmÂagNamYyrs;enAkÕégRbeTsCb"un eKRtUv

/nuvtÑn$tamcÖab;BlrdÍCb"un elIbBaàaenHeK/acElglHKÕa

edaykar/num&tiTaMgsgxag@n.

3- kÕégkrNIEdlsamIuxÝënmÂag@t;xÝën

eyagelIcÖab;rbs;Cb"uncMeBaHCnEdlElglHKÕa ebIsinCa

samIuxÝënmÂag@t;xÝënminbgàajmuxeK/acdak;BakÛsMuElglH

enAGtulakartMbn;@n. tulakartMbn;nwgpßBÞpßay

｢RbkascÖab;ElglH｣ ehIy/nuvtÑn$cÖab;ElglHCasa

FarN:tamRkitÛcÖab;ehIykarElglHenHnwgRtUveK/num&ti

CaFrman.

4- kardak;BakÛ

･  karElglHKÕaedaysamIuxÝnTaMgsgxagyl;RBm
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・
ていしゅつ

提 出
しょるい

書類　 　 　
こ せ き

戸籍
とうほん

謄本、
がいこくじん

外国人
とうろく

登録
し

ょうめいしょ),証明書)、
がいこくじん

外国人
とうろくあかし

登 録証、パスポート

など

(3) 
さいばん

裁判
り こ ん

離婚

・
もうしたてさき

申 立先　　　　
ち ほ う

地方
さいばんしょ

裁判所

・
ひつよう

必要なもの　　
べ ん ご し

弁護士、
さいばん

裁判
ひ よ う

費用（
けいざいてき

経済的に
こんなん

困難な
ば あ い

場合は、
ほうりつ

法律
ふ じ ょ

扶助が
う

受けられる。

＜Ｑ８
さんしょう

参 照＞）

５　
そうほう

双方とも
がいこくせき

外国籍の
ば あ い

場合
ほんごくほう

本国法が
てきよう

適用される。
に ほ ん

日本での
りこんとどけ

離婚届の
ていしゅつ

提 出だけ

では
む こ う

無効であり、
ほんごく

本国での
て つ づ

手続きが
ひつよう

必要である
ば あ い

場合が

ほとんどである。

ほんごく

本国の
べ ん ご し

弁護士や
さいばんしょ

裁判所に
そうだん

相談する
ひつよう

必要がある。

６　
ちゅうい

注意
じ こ う

事項

いずれの
ば あ い

場合も、
ざいさん

財産や
いしゃりょう

慰謝料、
こ

子どもの
しんけん

親権や
よ う い くひ

養育費などは、
か の う

可能であれば、
り こ ん

離婚する
まえ

前に
あ い て

相手とき

ちんと
き

決めておくことが
たいせつ

大切である。

¥ kEnÝgdak;BakÛ : PUmi sgÁat;Edlrs;enA

 ¥ GksarRtUvdak; : lixitcÖab;sMu/nuBaËatElglHKÕa

(RtUvkarsakßIpÑitem^dTTYlsÃal;elIsBIBIrnak;eLIgeTA)

b&NÐbBaÈIRKYsarrbs;CnCatiCb"un.

･  karElglHKÕaedaymansaladMbUgCa/aCÊakNÑal

sRmuHsRmYl

 ¥ kEnÝgRtUvdak;BakÛsMu : saladMbUg

 ¥ GksarRtUvdak; : b&NÐbBaÈIRKYsarCnCatiCb"un, b&NÐbBÈaI

RKYsarCnbreTs, /tÑsBaËaNb&NÐCnbreTs, lixitqÝg

EdnCaedIm.

･  karElglHKÕaedayeLIgtulakar

 ¥ kEnÝgRtUvdak;BakÛsMu: tulakartMbn;

 ¥ karcaM@c;RtUvman, /ÕkcÖab;, R@k;sMrab;tulakar (ebIsin

CamanbBaàaedaykgÞHfvika mancÖab;/acTTYlCYyelI

bBaàaenH@n ･ sUm/anenAsMnYrTI8 ･

5- kÕégkrNIEdlsamIuxÝënTaMgsgxagCaCnbreTsdUcKÕa

RtUv/nuvtÑn$cÖab;rbs;RbeTssamIuxÝën. kardak;BakÛsMu

/nuBaËatcÖab;ElglHdl;rdÍaPi@lCb"unEtmYyminykCa

pÝêvkar@neT CaTUeTAeKRtUvkarsMNMuGksarrbs;RbeTs

samIuxÝënCacaM@c;sMrab;karElglHenH.

caM@c;RtUvEteFÞIkarBiPakßaCamYy/ÕkcÖab;rbs;RbeTssamIu xÝën

nigtulakar.

6- caM@c;KYrRbugRby&tÕ

kÕéglkÂN:NamYyelI ekrÑämrtk, R@k;sgCmÅWcitÑ, R@k;

TTYlbnÓékciBaÆwmkUn, R@k;sMrab;obtÒmÙkUnsMrab;kar/b;rMer]n

sURt, ebIsinCa/acmanlTÔPaBmuneBlElglHKÕaKYrEt

samIuxÝënTaMgsgxagbÑêreyabl;KÕasMerceFÞIdMeNaHRsaymun

CakarsMxan;bMput.



３７

Ｑ１９（パートナーから
ぼうりょく

暴力を
う
受けた

ばあい
場 合）

おっと
夫の

ぼうりょく
暴 力で

なや
悩んでいます。

いえ
家を

で
出

たいのですが、
かけい
家 計は

おっと
夫が

かんり
管 理しているた

め、お
かね
金がありません。

ゆうじん
友 人や

しんるい
親 類もい

ないので
い
行くところもありません。どうすればいい

で し ょ う か 。 ま た 、
りこん
離 婚す る

ばあい
場 合は 、

いしゃりょう
慰 謝 料を

せいきゅう
請 求できるでしょうか。

１　
そうだん
相 談すること

(1) 
やくしょ
役 所に

じょせい
女 性(ＤＶ)

そうだん
相 談

まどぐち
窓 口が

ある
ばあい
場 合
ほんにん
本 人がオーバーステイでなければ

きほんてき
基 本 的

には、
やくしょ
役 所の

じょせい
女 性

そうだん
相 談

まどぐち
窓 口へつな

げる。ケースによっては、そこからＮＧＯ（「かな

がわ
おんな
女のスペースみずら」℡045-451-3776、

「
じょせい
女 性の

いえ
家サーラー」℡045-901-3527など）

に
れんらく
連 絡をとってもらう。

(2) 
にほんご
日 本 語がまったくできない

ばあい
場 合

やくしょ
役 所の

がいこくじん
外 国 人

そうだん
相 談

まどぐち
窓 口に

そうだん
相 談する。ケースによっては、そこから
じょうき
上 記のＮＧＯに

れんらく
連 絡をとってもらう。

(3) その
た
他

けいさつ
警 察、

ふくし
福 祉

じむしょ
事 務 所、

こうりつ
公 立の

ふじん
婦 人

そうだんしょ
相 談 所（

おお
多く が シ ェ ル タ ー と い う

いちじてき
一 時 的に

ひなん
避 難する

しゅくはく
宿 泊

ばしょ
場 所を

も
持って

いる）へも
そうだん
相 談できる。

こ
子どものケアは、

じどう
児 童

そうだんじょ
相 談 所へ

そうだん
相 談する。

２　
いえ
家を

で
出ること

い
行き

さき
先は、シェルターやＮＧＯなどがよい。

じぜん
事 前に１の

そうだん
相 談をしておくこと。

３　
そうだん
相 談や

いえ
家を

で
出るときの

ちゅうい
注 意

じこう
事 項

① 　
でんわ
電 話で の

そうだん
相 談は 、

でんわ
電 話

ばんごう
番 号が

めいさいしょ
明 細 書などに

のこ
残らないように

こうしゅう
公 衆

でんわ
電 話などを

しよう
使 用するほうがよい。

② 　
げんじゅうしょ
現 住 所を

おっと
夫に

おし
教え な い 。

Q19 (kÕégkrNIrgkarvaydMCiHCan;BIsamIuxÝënmÂag)

mankarRBYy@rmÙBIkarvaydMeFÞI@bBIbÑI, cg;ecjBIpÓH b"uEnÑ

edaysarfvikapÃt;pÃg;RKYsarbÑICa/Õkkan;kab; ÀKÚanR@k;

enAnwgxÝënesaH. KÚanmitÑsMLaj;, kEnÝgcg;rt;eTAsÕak;/a

Rs&yk'KÚan. yklâetIRtUveFÞIya"gNa? mÛa"geT]tebIsin

CaElglHKÕaetI/acTamTarR@k;CmÅWcitÑ@nEdr>eT?

1- karBiPakßasYreyabl;

 (1) kÕégkrNIEdlsalaRkugmanbnÓb;BiPakßasMrab;ÜsÑI

manbBaàa

tamlkÂN:RKwHebIsinCasamIuxÝënminEmnCaRbePTCnEdl

rs;enAkÕégRsukCb"unxuscÖab;eK/acTak;TgeTABiPakßabBaàa

ecaTenAGsalaRkug EpÕkkarBieRKaHeyabl;sMrab;RsÑI.

EpâkeTAelIbBaàaecaTeK/acBiPakßaeTARkumsÚ&RKcitÑ

｢lMh/vkasRsÑIkaNahÃava"｣ TUrs&BÓ 045-451-3776

｢pÓHbNÑéHbNÑalRsÑI｣ TUrs&BÓ 045-901-3527 CaedIm.

 (2) kÕégkrNIEdlminecHPasaCb"unTal;EtesaH

sUmTak;TgeTAsalaRkug EpÕkBiPakßasMrab;CnbreTs.

kÕégkrNIxÝHsalaRkugnwgsMNUmBre/ayeyIgTak;TgeTA

RkumsÚ&RKcitÑdUcxagelIk'man.

 (3) bBaàaepßg|

mnÓIrnKr@l (b"UlIs) mnÓIrsgÃmkicÆsuxmalPaB, mnÓIrBi

PakßasaFarN:sMrab;RsÑI (PaKeRcInmankEnÝgsMrab;sÕak;

enAmYyry:tUcbeNÑaH/asnÕ) k'/acTak;TgBiPakßa@nEdr.

cMeBaHbBaàaEfrkßakUnekÚg sUmTak;TgeTAEpÕkBiPakßarbs;

kumar.

2- karcakecalpÓH

kEnÝgEdlRtUveTAKWkEnÝgRkumsÚ&RKcitÑ >k'kEnÝgsÕak;/aRs&y

beNÑaH/asnÕdUcxagelI b"uEnÑmunnwgeTAsUmTak;TgeTA

kEnÝgelx1 xagelI.

3- karRby&tÕkÕégkarcakecalpÓH nigBiPakßa

 ① ebIsinCaeFÞIkarTak;TgBiPakßaedayTUrs&BÓ sUmkMu

bnßl;TuknUvelxTUrs&BÓRKb;kEnÝgEdleyIgeTABiPakßayklâKYre

RbITUrs&BÓsaFarN:edImÖIFanasuvtÒiPaB.

 ② sUmkMuR@b;/as&ydÍanEdleyIgTak;Tgdl;bÑI. kEnÝg

EdlRtUveTAsÕak;/aRs&y, kEnÝgEdlTTYlkarBiPakßaBi

eRKaHeyabl; sUmkMuniyayR@b;/ÕksÃal;KÕa, mitÑsMLaj;

>k'/ÕkNamYyµesaH.



３８

そうだん
相 談していることや

いえ
家を

で
出ての

い
行き

さき
先

は、
ちじん
知 人、

ゆうじん
友 人など

たにん
他 人へ

い
言わない。

４　
せいかつひ
生 活 費がない

ばあい
場 合

・「
にほんじん
日 本 人の

はいぐうしゃ
配 偶 者

とう
等」 な ど の

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格があれば、「

せいかつ
生 活

ほご
保護 」の

せいど
制 度が

てきよう
適 用される

かのうせい
可 能 性がある。

・
がいこくじん
外 国 人

とうろく
登 録している

やくしょ
役 所の

ふくし
福 祉

じむしょ
事 務 所で

そうだん
相 談する。

５　
りこん
離 婚したい

ばあい
場 合

①　
おっと
夫が

りこん
離 婚に

おう
応じた

ばあい
場 合

・
りこんとどけ
離 婚 届に サ イ ン を す る

まえ
前に 、

しんけんらん
親 権 欄

とう
等を

かくにん
確 認する。サインをする

まえ
前に

しんらい
信 頼できる

ひと
人に

み
見せる。

・
しんぱい
心 配な

ばあい
場 合は 、

りこん
離 婚

ふじゅりとどけ
不 受 理 届

（
よう
要・

こせき
戸 籍

とうほん
謄 本）を

やくしょ
役 所に

だ
出してお

く。

②　
おっと
夫が

りこん
離 婚に

おう
応じない

ばあい
場 合

・
ちょうてい
調 停

りこん
離 婚、

さいばん
裁 判

りこん
離 婚となる。＜Ｑ

１８
さんしょう
参 照＞

６　
りこん
離 婚の

とき
時の

ちゅうい
注 意

じこう
事 項

(1) 
おっと
夫と

ちょくせつ
直 接

あ
会わないように、

ちょうてい
調 停

や
さいばん
裁 判の

しゅっとう
出 頭の

じこく
時 刻を ず ら す 。

（
さいばんしょ
裁 判 所に

じぜん
事 前に

そうだん
相 談。）

(2) 
さいばんちゅう
裁 判 中は、

がいこくじん
外 国 人

とうろくち
登 録 地や

こ
子

どもの
じゅうみんひょう
住 民 票を

へんこう
変 更しない

ほう
方がよ

い。
こ
子どもの

がっこう
学 校は、

じゅうみんひょう
住 民 票を

うつ
移

さずに、
ひ
引っ

こ
越し

さき
先の

がっこう
学 校に

かよ
通うことがで

きる。

７　
いしゃりょう
慰 謝 料

(1) 
いしゃりょう
慰 謝 料や

よういくひ
養 育 費は、

さいばん
裁 判を

とお
通し

て
せいきゅう
請 求できる。

(2) 
いしゃりょう
慰 謝 料は、

こうがく
高 額は

こんなん
困 難。

へいきん
平 均

で 2 0 0
まんえん
万 円

ていど
程 度。

あいて
相 手 の

しはらい
支 払

のうりょく
能 力がなければ、ゼロの

ばあい
場 合もある。

(3) 
ざいさん
財 産

ぶんよ
分 与は、

ふたり
２ 人で

きず
築いた

ざいさん
財 産の

み
ぶんよ
分 与が

かのう
可 能。

(4) 
さいばん
裁 判

ひよう
費 用 　＜Ｑ８

さんしょう
参 照＞

4- kÕégkrNIKÚanR@k;sMrab;CIvPaBrs;enA

 ¥ ｢cMeBaH/ÕkmanKURskr CaCnCatiCb"un｣ >k'/ÕkmancÖab;

µrs;enAkÕégRbeTsCb"un ｢CMnYyCIvPaBrs;enA｣ /acman

lTÔPaBTTYl@nnUvRbB&nÔTMnukbMrugsMrab;CIvPaBrs;enAenH.

 ¥ sUmTak;TgeTAsalaRkug EdleyIgcuHeQÚaHrs;enA

mnÓIrsgÃmkicÆsuxmalPaB.

5- kÕégkrNIcg;ElglHKÕa

 ① krNIbÑIyl;RBmcMeBaHkarElglH

 ¥ lixit/nuBaËatsMuElglHmunnwgcuHhtÒelxaRtUvEtBinitÛ

µ@nRtwmRtUvfaetInrNaCa/ÕkTTYlsiTÔiciBaÆwmkUn? munnwg

cuHhtÒelxaRtUvrk/ÕkTukcitÑCYyBinitÛµ@ncÖas;las;.

 ¥ ebIsinCamankarRBYy@rmÙ sUmdak;BakÛsMuminTTYlkar

yl;RBmElglHKÕa (sMNMulixitsMxan;PÈab;CamYymanb&NÐ

bBaÈIRKësar) ehIyykeTAdak;bÑwgenAsalaRkug.

 ② krNIbÑIminyl;RBmelIkarElglH

 ¥ RtUvEteFÞIkarElglHKÕaedaymantulakarRKYsar

(saladMbUg) Ca/aCÊakNÑal >k'eFÞIkarElglHKÕaeday

eLIgtulakar. ＜sUm/ansMnYrTI18＞

6- cMNucRby&tÕenAeBlElglHKÕa

 (1) eFÞIya"gNaminRtUvCYbpÓal;muxCamYybÑI>enAeBleTA

saladMbUg, >tulakar^lya"gNakMuµCan;eBlCamYybÑI.

(RtUvEtBiPakßaCamunCamYykEnÝgtulakar)

 (2) enAeBleLIgtulakaryklâkMupÝas;bÑêr/as&ydÍanCa

karRbesIrTaMgkUnk'dUecÕHEdr. cMeBaHsalaer]nrbs;kUn

eTaHbICaminbÑêr/as&ydÍank'/aceTAer]n@nEdr.

7- R@k;sgCmÅWcitÑ

 (1) cMeBaHR@k;sgCmÅWcitÑ, >R@k;ciBaÆwmkUn/acdak;BakÛsMu

tamry:tulakar.

 (2) R@k;sgCmÅWcitÑ, TarRCulhYseBkk'minTTYllTÔpl

lâEdr, CamFÛmKW 2laney"n. ebIsinCaKUmÂageT]tKÚan

lTÔPaBnigsmtÒPaBsg /acminTTYlR@k;sgCmÅWcitÑesaH

k'man.

 (3) cMeBaHkarEckmrtkKÕavij/acEck@nEtelIRTBÛ

mrtkEdlbÌIRbBnÔTaMgBIrrk@nmuneBlElgKÕa.

 (4) R@k;sMrab;tulakar ＜sUmemIleTAsMNYrTI8＞



３９

５.
こ

子どものこと

/MBIkUnekÚg



３９

Ｑ２０（
にんしん
妊 娠・

しゅっさん
出 産・

いくじ
育 児

のこと）

わたし
私はフィリピン

じん
人で、

にんしん
妊 娠していま

す。
あいて
相 手はボーフレンドのフィリピン

じん
人で、

ふたり
２ 人ともオーバーステイです。

かれ
彼は

いま
今、

しつぎょうちゅう
失 業 中で

しょじきん
所 持 金がなく、お

かね
金があ

りません。
にんしんちゅう
妊 娠 中に

う
受けることができる

てあて
手 当と、

やす
安く

しゅっさん
出 産できる

しせつ
施 設を

おし
教え

てください。また、
こ
子どものことが

ふあん
不 安です。

１　
しゅっさん

出 産について　＜Ｑ７
さんしょう

参 照＞
い か

以下の
せ い ど

制度は
ざいりゅう

在 留
し か く

資格や
がいこくじん

外国人
とうろく

登録の
う む

有無に
かんけい

関係

なく
り よ う

利用できるとされている。ただし、
やくしょ

役所の
まどぐち

窓口の
たいおう

対応がスムースに
はこ

運ばないことも
かんが

考えられる。そこ

で、
へいせい

平成１２
ねん

年５
がつ

月２６
にちづけ

日付で
ないかく

内閣
そ う り

総理
だいじん

大臣が
ていしゅつ

提 出

した「
がいこくじん

外国人の
いりょう

医療と
ふ く し

福祉に
かん

関する
しつもん

質問に
たい

対する
とうべんしょ

答弁書」に、
い か

以下の
せ い ど

制度を
り よ う

利用できる
むね

旨の
き さ い

記載がある

ので、これに
もと

基づいて
か く ち く

各地区の
ほ け ん じょ

保健所や
ふ く し

福祉
じ む し ょ

事務所と

よく
そうだん

相談するとよい。

(1) 
に ん さ んぷ

妊産婦の
じょさん

助産
し せ つ

施設への
にゅうしょ

入 所
そ ち

措置（いわゆる
にゅういん

入 院
じょさん

助産
せ い ど

制度）
けいざいてき

経済的
り ゆ う

理由で
しゅっさん

出 産できない
ば あ い

場合に
う

受けられ

る。
ひ か ぜ い

非課税
しょうめい

証 明や、
ぜ ん ね んど

前年度の
きゅうよ

給与
めいさい

明細などの

「
しゅうにゅう

収 入がないことを
しょうめい

証 明する
しょるい

書類」を
ふ く し

福祉
じ む し ょ

事務所に
ていしゅつ

提 出することが
じょうけん

条 件である。

(2) 
よういく

養育
いりょう

医療
み じ ゅ くじ

未熟児、あるいは
み じ ゅ くじ

未熟児
いじょう

以上の
たいじゅう

体 重があって

も
けんこう

健康
しょうがい

障 害のある
よ う じ

幼児が
たいしょう

対 象となる。
い し

医師が
ひつよう

必要と
みと

認めたものに
たい

対して
おこな

行う。

(3) 
いくせい

育成
いりょう

医療
しんたいてき

身体的
しょうがい

障 害のある
じ ど う

児童、または
しっかん

疾患を
ほ う ち

放置す

れば
しょうがい

障 害に
いた

至る
か の う せい

可能性のある
じ ど う

児童が
たいしょう

対 象とな

る。
しっかん

疾患を
ちりょう

治療するために
ひつよう

必要な
いりょう

医療
きゅうふ

給付を
おこな

行

う。

(4) 
にんしん

妊娠の
とどけで

届出
およ

及び
ぼ し

母子
けんこう

健康
てちょう

手帳の
こ う ふ

交付
にんしん

妊娠の
とど

届け
で

出によって
ぼ し

母子
けんこう

健康
てちょう

手帳が
こ う ふ

交付さ

れ 、
にんしん

妊娠
きかんちゅう

期間中
およ

及び
しゅっしょうご

出 生後に
けんこうしんさ

健康診査、
ほ け ん

保健
し ど う

指導
とう

等の
ぎょうせい

行 政サービスを
う

受けることができる。

Q20 (karman^pÓeBaH, karsRmalkUn,

nigkarciBaÆwm bI@c;kUn)

ÀCaCnCatihÞIlIBIn, ~LêvÀkMBugman^pÓeBaH,

KURskrrbs;À k'CaCnCatihÞIlIBIn,

eyIgTaMgBIrnak;rs;enAxuscÖab;kÕég RbeTsCb"un.

~LêvenHKURskrrbs;ÀKat;kMBugsÒitkÕégPaBCa

CnKÚankargareFÞI, KÚanRbPBcMNUl, R@k;k'KÚan.

sUmemtÑa ENnaMÀrkkEnÝgsRmalkUnEdlefaknigkEnÝg

/acTTYl@n R@k;sMrab;obtÒmÙcMeBaHRsÑIman^pÓeBaHpg.

mÛa"geT]tÀRBYy @rmÙNas;cMeBaHkUnrbs;À.

1- sÑI/MBIkarsRmalkUn ＜sUmemIleTAsMnYrTI7＞

RbB&nÔEbbbTxageRkamenHeTaHbICa/ÕkmancÖab;/nuBaËat

µtaMgTIlMenAkÕégRbeTsCb"un>KÚank'eday k'eK/aceRbI

R@s;@nedayKÚanTak;Tin/ÞIeTÖIy. k'b"uEnÑKYrKitfasalaRkug

xagEpÕkTTYledaHRsayParkicÆ enH/acsRmYlµedayBi

@kmindUcbMNgeyIgR@fÕak'manEdr. esckÑIRbkasEdl

/num&tiedayRkumRbwkßardÍmRnÑICb"un cuHenA^fÅTI26 ExosPa qÕaM

2000 ｢kareqÝIytbsÑI/MBIsuxmalPaBsgÃmnigkar

BÛa@lCMgWsMrab;CnbreTs｣ @nkMNt;nwgdak;e/ay/nuvtÑ

CaFrmannigRbkasCasaFarN:eyageTAelIeKalRKwH^n

esckÑIRbkasenHyklâKYrEt/eBaÈIjeTABiPakßaenAmnÓIr

FanasuxPaB>k'enAmnÓIrsuxmalPaBsgÃmtamkEnÝgEdl

eyIgrs;enACakarRbesIr.

 (1) kEnÝgEdl/acTTYlCYyµRsÑIman^pÓsMralkUn

(RbB&nÔCMnYysMrab;karsMranÑeBRTsMralkUn) /acTTYl@n

cMeBaH/ÕkEdlKÚanlTÔPaBRTRTg;fvikasMrab;eBlsMralkUn.

sMbuRtbBaÈak;famindkhUtBnÔdar,RkdasR@k;eb]vtßr$kalBIqÕaM

knÝgmk ｢lixitEdl/acbBaÈak;faKÚanRbPBcMNUl｣ Ca

edImcaM@c;RtUvEtykeTAbgàajeKenAmnÓIrsuxmalPaBsgÃm

edImÖICalkÂxNÎ.

 (2) R@k;^fÝeBTÛBÛa@lsMrab;ciBaÆwmbI@c;kUn

/acTTYl@ncMeBaHkUnEdlekItmkminRKb;TmÅn;EdlkMNt;

(mansuxPaBminRKb;xÕatkMNt;) >k'kUnEdlekItmkmanTmÅn;

RKb;RKan;k'b"uEnÑBikar>suxPaBminlâ.

kÕégkarCMnYyenHeyaleTAelIesckÌIsMerccitÑrbs;evCÈbNÎit

CakarcaM@c;.

 (3) R@k;^fÝeBRTBÛa@lsMrab;/b;rMbNÑuHbNÑal
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２　
い く じ

育児
ほ け ん じょ

保健所では、
にゅうようじ

乳幼児の
しんだん

診断を
おこな

行ったり、
こ

子
そだ

育てが
はじ

初めての
ひと

人を
たいしょう

対 象とした
い く じ

育児
きょうしつ

教 室を
ひら

開いたりして、
こ

子
そだ

育てに
ともな

伴う
ふ た ん

負担の
けいげん

軽減を
め

目ざしている。
ち い き

地域によ

っては、
がいこくじん

外国人の
お や こ

親子を
たいしょう

対 象とした「
がいこくじん

外国人ママの
かい

会 」などを
とくべつ

特別に
もう

設けているところもある。いずれ

も
さ ん か

参加は
むりょう

無料。
しょうさい

詳 細は
ち い き

地域の
ほ け ん じょ

保健所に
と

問い
あ

合わせる

こと。オーバーステイの
ひと

人も
り よ う

利用できる。

３　
こ

子どもの
きょういく

教 育

オーバーステイの
こ

子どもであっても、
しゅうがく

就 学
ねんれい

年齢に
たっ

達すれば、
に ほ ん

日本の
がっこう

学校に
にゅうがく

入 学できる。あらかじめ
がいこくじん

外国人
とうろく

登録しておくと、
にゅうがく

入 学の
ぜんねん

前年に
し く

市区
ちょうそん

町 村の
きょういく

教 育
い い ん かい

委員会から
しゅうがく

就 学
あんない

案内が
とど

届く。

/acTTYl@ncMeBaHekÚgEdlBikarxagkaysmÖTa >k'kUn

ekÚgEdlmanCmÅWRtUvBÛa@l. edImÖIBÛa@l/ÕkCmÅWeKcaM@c;

RtUvkarsMbuRteBRTsMrab;ecjR@k;PÈab;CamYye/ayeTAmnÓIr

eBRT.

 (4) kareFÞIes]vePAkMNt;ehtusuxPaBeBlman^pÓeBaH

rbs;mÑay nigkUnnigkardak;BakÛbBaÈak;faman^pÓeBaH

eyaleTAelIkardak;BakÛraykarN$faman^pÓeBaHeyIgnwg

RtUv@neKEcke/aynUves]vePAkMNt;ehtusuxPaBeBlman

^pÓeBaHrbs;mÑaynigkUn, es]vePAenHsMrab;Car@y

karN$/MBIsuxPaBenAeBlman^pÓeBaH nigkarBinitÛsuxPaB

bnÓab;BIsRmalkUnrYc, TnÓwmnigenHeKk'/acTTYl@nnUvesva

ENnaMsÑIBIsuxPaBBIrdÍ@lpgEdr.

2¥ karciBaÆwmEfbMb"nkUn

mnÓIrsuxPaBKWCakEnÝgRtYtBinitÛsuxPaBrbs;TarkEdlenA

e`edaH nigCakEnÝg/b;rMbNÑéHbNÑaldMbUgbMputdl;Tark.

eKmanbnÓb;hÞwkhÞWnsMrab;Tark, kEnÝgenHbegÁIteTÖIgkÕég

eKalbMNgCYysRmalbnÓék/b;rMkUndl;mataTaMgLay.

eyaleTAelIkEnÝgeyIgrs;enAxÝHeKk'begÁItCaBiesssM

rab;edaHRsaysMrYldl;mÑay nigTarkCaCnbreTs

｢smaKmmÑayrbs;CnbreTs｣ CaedIm. CaTUeTAeyIg

/accUlrYmedayesrIKÚanbg;R@k; ebIcg;RCablM/itsUm

Tak;TgeTAmnÓIrsuxPaBkEnÝgeyIgrs;enA. cMeBaHCn

breTsEdlrs;enAxuscÖab;k'/acTTYl@nnUvesvaeRbI

R@s;enHEdr.

3- karsikßa/b;rM

cMeBaHkUnrbs;/ÕkEdlrs;enAminRsbcÖab;ebIsinCa/ayu

dl;v&yRtUvcUlsalaeKk'/acTTYlkarsikßa/b;rMBIsala

er]nrbs;Cb"un@nEdr. CabzmRtUvEtcuHeQÚaHCnbreTsenA

mnÓIr/b;rMmuneBldl;/ayuRtUvcUlsala eKnwgTTYl@nnUv

lixitbgàajENnaMe/ayeTAsalaBImnÓIr/b;rM, PUmi, sgÁat;,

Rkug, Edl/Õkrs;enA.
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Ｑ２１　
こ
子どもの

こくせき
国 籍のこと

に ほ ん じん

日本人の
だんせい

男性との
あいだ

間に
こ

子どもができました。
こ

子どもの
こくせき

国籍は、どのようになりますか。

１　その
にほんじん
日 本 人

だんせい
男 性と

けっこん
結 婚している

ばあい
場 合

けっこんご
結 婚 後に

にんしん
妊 娠して、

しゅっさん
出 産した

こ
子ども

は、
にほん
日 本

こくせき
国 籍も

と
取れるし、

ふぼ
父母の

こくせき
国 籍２つ

を
も
持つこと(２

じゅう
重
こくせき
国 籍。ただし22

さい
才までに

どちらか
せんたく
選 択する。）も

かのう
可 能である。

２　
ほんにん
本 人が

どくしん
独 身の

ばあい
場 合

( 1 )  
にんしんご
妊 娠 後にその

だんせい
男 性と

けっこん
結 婚して

しゅっさん
出 産した

ばあい
場 合

けっこん
結 婚してから200

にち
日を

けいか
経 過しないで

しゅっさん
出 産した

ばあい
場 合は、

にほんじん
日 本 人

だんせい
男 性が

あらた
改めて

にんち
認 知（

ちちおや
父 親が

こ
子どもを

じぶん
自 分の

じっし
実 子だと

みと
認めること）する

ひつよう
必 要がある。

2 0 0
にち
日
いこう
以 降に

しゅっさん
出 産し た

ばあい
場 合は 、

ちゃくしゅつし
嫡 出 子となり、

にほん
日 本

こくせき
国 籍を

と
取れる。

(2) その
だんせい
男 性とは

けっこん
結 婚しなかった

ばあい
場 合

にほんじん
日 本 人の

ちちおや
父 親が

たいじ
胎 児

にんち
認 知

（
にんしんちゅう
妊 娠 中に

にんち
認 知す る こ と 。

しく
市区

ちょうそん
町 村で

てつづ
手 続きが

ひつよう
必 要。）すれば、

にほん
日 本

こくせき
国 籍を

と
取れる。

しゅっせいご
出 生 後に

にんち
認 知し た

ばあい
場 合は 、

｢
にほんじん
日 本 人の

はいぐうしゃ
配 偶 者

とう
等」の

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格は

と
取れるが、その

だんせい
男 性と

けっこん
結 婚しな

いかぎり、
しゅっせい
出 生による

こ
子どもの

にほん
日 本

こくせき
国 籍

しゅとく
取 得は

ふか
不可。

がいこくじん
外 国 人

しえん
支 援Ｎ

ＧＯに
そうだん
相 談するとよい。

しゅっしょうご
出 生 後に

にんち
認 知し て 、 そ の

ご
後
けっこん
結 婚し た ら 、

ほうむきょく
法 務 局で

てつづ
手 続きをして

にほん
日 本

こくせき
国 籍を

しゅとく
取 得できる。

３　
どうこくじん
同 国 人に

げんざい
現 在の

おっと
夫がいる

ばあい
場 合

(1) 
にんち
認 知

ほうほう
方 法

ほんごく
本 国の

みんぽう
民 法によって

ちが
違うが、

おお
多く

の
ばあい
場 合に、その

にほんじん
日 本 人

だんせい
男 性との

あいだ
間

Q21 (/MBIsBaÈatirbs;kUn)

@nmankUnCamYynigbursCnCatiCb"un. etIsBaÈatirbs;kUn

nwgeTACaya"gNa?

1- kÕégkrNI@ner]b/aBah$BIBah$CamYybursCb"unenaH

bnÓab;BIer]bkarman^pÓeBaHehIysRmalkUn, kUnEdlekIt

mkenaH/acyksBaÈatiTaMgBIr TaMgxagmÑayTaMgxagVBuk

(mansBaÈatiBIr, b"uEnÑdl;eBlman/ayu22qÕaMeKRtUvEt

eRCIserIsykmYy.)

2- kÕégkrNIsamIuxÝënenAlIv

 (1) kÕégkrNIman^pÓeBaHrYceTIber]bkarCamYybursCn

CatiCbu"nrYc@nsRmalkUn

kÕégkrNIer]bkarrYcminelIsBI200^fÅ rYc@nsRmalkUn,

caM@c;RtUvmankaryl;RBmTTYlsÃal;BIVBukCbu"nenaH

(VBukenaHTTYlyl;RBmfakUnenaHBitCakUnbegÁItrbs;xÝën

BitR@kdEmn). kÕégkrNIelIsBI200^fÅehIysRmalkUn,

kUnEdlekItmk/acmanlkÂN: RKb;RKan;tameBlkMNt;

kMeNItkUnenaH/acTTYlsBaÈatiCb"un@n.

 (2) kÕégkrNImin@ner]bkarCamYybursCb"unenaH

ebIVBukCb"unenaHTTYlsÃal;fakUnenAkÕég^pÓCakUnrbs;xÝën

(TTYlsÃal;enAeBlkMBugman^pÓeBaH caM@c;RtUvkarbMeBj

sMbuRtsÕamenAGPUmi, sgÁat;, Rkug) kUnenaH/acTTYl

sBaÈatiCb"un@n.

kÕégkrNIkUnekItmkehIyeTIbTTYlsÃal; ｢lkÂN:kUnrbs;

CnCatiCb"un｣kUn/ac@nnUvcÖab;/nuBaËate/aytaMgTIlM

enAkÕégRbeTsCb"un, k'b"uEnÑedaysarEtmin@ner]bkar

ehIymankUnenaH@nekItmkeKmin/acTTYl@nnUvsBaÈati Cbu"neT.

(yklâKYreFÞIkarBiPakßaCamYyRkumsÚ&RKcitÑEdl

minEmnCardÍaPi@lsMrab;CYyCnCatibreTsCakarRbesIr)

bnÓab;BIekItmkehIyeTIbTTYlsÃal; ehIyebIsinCaeKeFÞI

karer]bkar ehIyeKeTAbMeBjBakÛsMuenAGRksYgyutÑiFm%

kUnenaHk'/acTTYlsBaÈatiCb"un@nEdr.

3- kÕégkrNIRsÑIkMBugmanbÑICamYyCnbreTsdUcKÕa

ehIymankUnCamYybursCb"un

 (1) karTTYlsÃal;tampÝêvcÖab;

eyaleTAelIcÖab;BlrdÍrbs;RbeTssamIuxÝënmankarxus EbÝkKÕa

b"uEnÑkÕégkrNIPaKeRcInebIsinCakUnenaHBitCakUnrbs;bursCb"unk'eday

tamcÖab; kUnEdlekItmkenaHRtUvEt sÒitenAkÕég/aNaBÛa@l

rbs;bÑI (bÑIbcÆébÖnÕ) EdlCaCn breTsdUcKÕaehIykUnenaHnwgRtUv
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に で き た
こ
子ど も は 、

ほうりつじょう
法 律 上の

はいぐうしゃ
配 偶 者（

げんざい
現 在の

おっと
夫）の

こ
子どもとな

る
かのうせい
可 能 性がある。

そこで、まず、
ほんごくほう
本 国 法によって、

こ
子が

ほうりつじょう
法 律 上での

おっと
夫の

ちゃくしゅつし
嫡 出 子でな

いことを
かくにん
確 認する

ひつよう
必 要がある。

その
うえ
上で、

にほんじん
日 本 人の

だんせい
男 性の

こ
子どもと

す る た め に は 、 そ の
だんせい
男 性が

にんち
認 知す る

ひつよう
必 要が あ る 。

てつづ
手 続き

てき
的に は 、

しゅっ
出

せいご
生 後すみやかに

こ
子の

ちちおや
父 親である

にほんじん
日 本 人

だんせい
男 性を

あいてがた
相 手 方と し て 、

かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所に

にんち
認 知の

ちょうてい
調 停を

もう
申し

た
立て

る。
さいばんしょ
裁 判 所はＤＮＡ鑑定(25～30

まんえん
万 円

の
ひよう
費 用が

ひつよう
必 要) に よ り

おやこ
親 子

かんけい
関 係の

じじつ
事 実を

かくにん
確 認すると、

にんち
認 知の

しんぱん
審 判を

くだ
下す 。 こ れ で 、

こ
子ど も は 、

にほんじん
日 本 人の

だんせい
男 性の

こ
子どもとして

みと
認められたことになる

(
しゅっせいご
出 生 後

にんち
認 知という)。

ほんにん
本 人、

こ
子、

ほうりつじょう
法 律 上の

おっと
夫と、そ

れぞれの
ほんごくほう
本 国 法によって、

てつづ
手 続きが

こと
異

なるので、
やくしょ
役 所の

まどぐち
窓 口や

べんごし
弁 護 士などに

そうだん
相 談すること。

(2) 
にほん
日 本

こくせき
国 籍の

しゅとく
取 得

にほん
日 本

こくせき
国 籍に つ い て は 、 こ の ３ つ の

じょうけん
条 件をクリアする

ひつよう
必 要がある。

①
じょうき
上 記の

しゅっせいご
出 生 後

にんち
認 知

②
げんざい
現 在の

おっと
夫との

りこん
離 婚

③
こ
子の

じっぷ
実 父との

けっこん
結 婚

４　その
た
他

(1) 
げんざい
現 在の

おっと
夫および

まえ
前の

おっと
夫がそれぞ

れ
べつ
別の

にほんじん
日 本 人の

ばあい
場 合

しゅっしょうご
出 生 後３か

げつ
月
いない
以 内に

かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所に

おやこ
親 子

かんけい
関 係

ふそんざい
不 存 在

かくにん
確 認の

うった
訴え」をおこ

し、
さいばんしょ
裁 判 所の

しんぱん
審 判

かくてい
確 定

ご
後１４

にち
日

いない
以 内に

しく
市区

ちょうそん

町村 の
やくしょ
役 所で

にんち
認 知の

てつづ
手 続きをする。

(2) 
にんち
認 知してくれない

ばあい
場 合

さいばんしょ

裁判所 に
にんち
認 知

そしょう
訴 訟をおこす。ＤＮＡ

かんていのけっか、おやこかんけいがしょうめい

鑑定の結果、親子関係が証明 できれば、
にんち

認知

を
みとめるはんけつ

認める判決がでる。

TTYl/aTiiPaBCakUnrbs;bÑIbcÆébÖnÕenH.

bBaàaenHCabzmeyaleTAelIRbeTssamIuxÝën

sÒitenAcMeBaHmuxcÖab;eKRtUvkarcaM@c;nUvkarbBaÈak;BIbÑI

bcÆébÖnÕfaxÝënKÚansmÒPaBbegÁItkUnCamYyRbBnÔxÝën, elIbBaàa

enHedImÖIe/aykUnenHkÝayCakUnrbs;bÑICb"un (KUkMNan;) caM

@c;RtUvkarTTYlsÃal;BIbursCb"unenaHfaCakUnrbs;xÝën.

kareFÞIlixitsÕamKWbnÓab;BIkUn@nekItPÝamRtUvµVBukCaCn

CatiCb"unEdlCaKUkMNan;rbs;mÑayTarkRbjab;dak;BakÛ

bNÑwgeTAsaladMbUg (tulakarRKYsar) edImÖIµeKTTYl sÃal;.

tulakareKnwgeFÞIkarvinicÇ&yQamtamRbB&nÔeka sika

(caM@c;RtUvcMNayR@k;BI25 eTA 30 mWuney"n

elIkarviPaKekasikaQamenH) tamry:karviPaKekasika

QamenHeKnwgTTYlcemÝIyEdl/acbBaÈak;ya"gcÖas;

las;faTarkEdl@nekItmkenaHCakUnBitR@kdrbs;burs

Cb"unenaHeKnwgTTYlsÃal;edayeyaleTAelIcemÝIy^nkarviPaKekasi

kaQam. ehtudUcenHTarkenaH/acRtYv@neK

TTYlsÃal;faCakUnrbs;bursCb"un (karTTYlsÃal;enA

eRkayeBlekItrbs;Tark). samIuxÝënRsÑI, Tark nigbÑI pÝêvcÖab;

(bÑIbcÆébÖnÕ) mÕak;|eyaleTAelIcÖab;rbs;RbeTs xÝën

karbMeBjsMNMulixitEbbbTmankarxusEbÝkKÕa ehtu

dUcenHsUmTak;TgeTAsalaRkug >k'emFavIedImÖIBiPakßa

BIbBaàaenH.

 (2) karcUlsBaÈatiCb"un

bBaàasÑI/MBIsBaÈatiCb"un

  ① @ner]brab;xagelIsÑIBIkarTTYlsÃal;kUneRkay eBlekIt
  ② @nElglHKÕaCamYybÑI

  ③ kUnCakUnEdl@ner]bkarCamYybÑIBitR@kd

caM@c;TaMgbIlkÂxNÎxagelIenH/acbBaÈak;cÖas;las;µ

eKTTYlsBaÈatiCb"un@n.

4- bBaàaepßg|

 (1) bÑIbcÆébÖnÕ >k'bÑImunedayeKTaMgBIrkMue/aymanCab;

Bak;B&nÔCamYynwgkUnEdl@nBIKUrkMNan;Cb"un bnÓab;BITark

@nekItmkkÕégry:eBlticCagbIEx ehIy@ndak;BakÛbÑwg

eTAtulakarRKYsar sMubBaÈak;TTYlsÃal;BITMnak;TMng kUn

nigVBukBitR@kd ehIybnÓab;BI@ntulakarecjkMNt;;

ehtuTTYlsÃal;kÕégry:eBleRkam14^fÅ ehIy@neTA

bMeBjlixitTTYlsÃal;enAGPUmi, sgÁat;, RkugµeKTTYl sÃal;.

 (2) krNImin@npÑl;dMNwgTTYlsÃal;kUndl;eK

RtUvbÑwgtva"eTAtulakar. eyaleTAelIkarviPaKekasika,

ebIsinCamanPsÑétag/acbMPÝWfaVBukkUnBitR@kdEmneK/ac

TTYlsÃal;edayEpâkelIcemÝIy@nmkBIkarviPaKekasika enaH.



４３

Ｑ２２（
がっこう、ちゅうがっこうへのちゅうとにゅうがく

小学校、中学校への中途入学）

わたし

私の 
こ

子どもは
に ほ ん

日本に 
き

来て 
ま

間もないのですが、
いま

今、８
さい

才です。
に ほ ん

日本の
しょうがっこう

小 学校に
かよ

通うことはできる

でしょうか。

１　
にゅうがく
入 学

じょうけん
条 件

にほんじん
日 本 人に

たい
対し て は

しょうがっこう
小 学 校・

ちゅうがっこう
中 学 校の９

ねんかん
年 間が

ぎむ
義務

きょういく
教 育である

が、
がいこくじん
外 国 人の

こ
子どもは

きょういく
教 育の

ぎむ
義務はない。

し か し 、
がいこくじん
外 国 人は 、

きぼう
希 望す れ ば 、

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格の

うむ
有無に

かか
関わらず、

とちゅう
途 中から

でも
しょうがっこう
小 学 校や

ちゅうがっこう
中 学 校に

にゅうがく
入 学で

き る 。 ま た 、
にほんご
日 本 語が で き な い

こ
子ど も で も

にゅうがく
入 学できる。

２　
てつづ
手 続き
がっこう
学 校に

にゅうがく
入 学し た い

ばあい
場 合は 、

がいこくじん
外 国 人

とうろく
登 録を し て い れ ば 、

きょういく
教 育

いいんかい
委 員 会か ら

しゅうがく
就 学

あんない
案 内

とう
等の

つうち
通 知が

おく
送られてくる。

それが
おく
送られてこない

ばあい
場 合や、

とちゅう
途 中からの

にゅうがく
入 学を

きぼう
希 望す る

ばあい
場 合は

しやくしょ
市 役 所や

くやくしょ
区 役 所に

い
行き 、

しゅうがく
就 学

しんせいしょ
申 請 書を

ていしゅつ
提 出すること。

３　
ちゅうい
注 意

じこう
事 項

(1) 
にほんご
日 本 語ができない

こ
子どもの

にゅうがく
入 学

にほんご
日 本 語が

わ
分からない

とう
等の

りゆう
理 由から、

ほんらい
本 来

の
がくねん
学 年よりも

した
下の

がくねん
学 年から

にゅうがく
入 学した

い
ばあい
場 合は

きょういく
教 育

いいんかい
委 員 会に

そうだん
相 談すること。

ただし
と
飛び

きゅう
級はできないため、１

がくねんした
学 年 下の

がくねん
学 年に

はい
入ってしまうと

べんきょう
勉 強に

な
慣れたから

といっても、
がくねん
学 年を

と
飛び

こ
越して

しんきゅう
進 級するこ

とはできない。
ちいき
地 域によっては、

にほんご
日 本 語が

わ
分からない

こ
子どもに

たい
対して

にほんご
日 本 語

しどういん
指 導 員を

はけん
派 遣してくれるとこ

ろもあるので、よく
そうだん
相 談をすること。

(2) 
こ
子どものサポート＜Ｑ２

さんしょう
参 照＞

Q22 (karcUler]nBak;kNÑalTIenAsalabzmsikßa

> /nuviTÛal&y)

kUnrbs;À@nmkdl;RbeTsCb"unmincM^fÅbevsnkal,

b"uEnÑ~LêveKman/ayu8qÕaMehIy

etIeK/accUler]nkÕégsala bzmsikßaCb"un@nEdr>eT?

1- lkÂxNÎ^nkarcUler]n

cMeBaHCnCatiCb"uneKRtUver]n9qÕaM kÕégsalabzmsikßa nig

/nuviTÛal&y EdleKehAfa ｢katBÞkicÆRtUvTTYlkarsikßa

/b;rM｣ b"uEnÑcMeBaHCnbreTsvijKÚanrbbkatBÞkicÆRtYvTTYl

karsikßa/b;rMeT. k'b"uEnÑebIsinCaeKmanbMNgcg;TTYlkar

sikßa/b;rMenH eTaHbICaBak;kNÑalqÕaMsikßak'eday eKk'

/accUler]n@nEdredayKÚankarTak;Tg nig/ÕkmancÖab;

/nuBaËate/aytaMgTIlMenAkÕégRbeTsCb"un >k'KÚanenaHeT.

ehIycMeBaHkumarEdlminecHPasaCb"unk'/accUler]n@n Edr.

2- karbMeBjsMbuRtsÕam

 kÕégkrNIcg;cUler]nkÕégsala, ebIsinCaeKeTAcuHeQÚaH

/as&ydÍanCnbreTsenAsalaRkug enaHmnÓIr/b;rMnwgepÊI

lixitENnaMµcUler]ndl;eyIg. ebIsinCamin@neXIj

lixitenaHepÊImkeT >k'Bak;kNÑalqÕaMRtUvkarcUler]nsUm

eTAsalasgÁat; >salaRkugdak;BakÛbMeBjlixitsMucuH

eQÚaHcUler]n.

3- RbkarRtUvRby&tÕ

 (1) cMeBaHkUnEdlminecHPasaCb"unEdlRtUvkarcUler]n

edayeyaleTAelImUlehtuminecHPasaCb"un, kÕégkrNImin

cg;µkUncUler]ntamfÕak;tRmUvtam/ayu /aceFÞIkarBiPakßa

CamYymnÓIr/b;rMsMubBaÆéHfÕak;cUler]nrbs;kUn@n. b"uEnÑmin

/acepÝaHfÕak;@neT, ebIsinCadMbUgmanbMNgcg;bBaÆéHfÕak;

er]nkUn ehIybnÓab;BIkUncUler]necHTan;eKehIycg;µepÝaH

fÕak;eLIgeTAelIEtmÑgmin/aceFÞI@neT.

eyaleTAelItMbn;EdleyIgrs;enA, cMeBaHkumarEdlminecH

PasaCb"un kEnÝgxÝHmanRkumsÚ&RKcitÑCYybeRg]nPasaCb"un

ehtudUcenHKYrEteFÞIkarBiPakßaµ@nlâitlân;.

 (2) karCYyeRCamERCgkumar ＜sUmemtÑa/ansMnYrTI2＞

CaFmÚta, cMeBaHkumarkarer]nniyayPasaCb"uneK/acecH

kÕégry:eBld'xÝI, k'b"uEnÑedImÖIer]nmuxviCÈakÕégsala, PasakÕég



４４

つうじょう
通 常、

こ
子ど も は 、

にほんご
日 本 語

かいわ
会 話を

たんきかん
短 期 間でマスターする。しかし、

がっこう
学 校の

じゅぎょう
授 業についていくための

がくしゅう
学 習

げんご
言 語の

しゅうとく
習 得は

かんたん
簡 単ではない。そこで、

こ
子どもに

たい
対しては、

かいわ
会 話ができることで

あんしん
安 心せず、

りょうしん
両 親、

がっこう
学 校の

せんせい
先 生、

がいこくじん
外 国 人

しえん
支 援ＮＧＯなどによる

じゅうぶん
十 分なサポートを

かんが
考えてほしい。

４　
こうこう
高 校への

にゅうがく
入 学

こうこう
高 校は 、

ぎむ
義務

きょういく
教 育で は な い た め 、

にゅうがく
入 学するためには

にゅうがく
入 学

しけん
試 験に

ごうかく
合 格

しなければならない。
しけん
試 験は

にほんご
日 本 語で

おこな
行われ

る。
にほんご
日 本 語が

わ
分からない

こ
子どもでも

う
受け

い
入れてくれ

る
ばあい
場 合やそういう

せいど
制 度もあるので、

きょういく
教 育

いいんかい
委 員 会や

がっこう
学 校に

そうだん
相 談すること。

emer]nsikßamanBakÛbecÆkeTsBi@k| Edlmin/acer]n

ecHcaM@ngayRsYleLIy. kÕégbBaàaenHebIsinCamankar

RBYy@rmÙBIsmtÒPaBPasaCb"unrbs;kUn, mata bita, elak

RKUbeRg]nenAGsala nigRkumsÚ&RKcitÑEdlminEmnCa

rdÍaPi@lsMrab;CYyCnbreTs KWCaCMnYyd'FMmYysMrab;

eRCamERCgkumarEdlelak/ÕkKYrEtKitKUr.

4- karcUler]nenAviTÛal&y

fÕak;viTÛal&yedaysarEtminEmnCakEnÝgEdlRbCaBlrdÍ

Cb"unRtUvmankatBÞkicÆTTYlkarsikßa/b;rMBIrdÍaPi@l ehtu

dUecÕHmunnwgcUler]ncaM@c;RtUvEtRbLgcUler]nCab;eTIb/ac

cUl@n. karRbLgcUlviTÛal&yRtUveRbIPasaCb"un. eKk'

manRbB&nÔTTYlsisßEdlminecHPasaCb"unµcUler]nkÕég

viTÛal&yEdr ebIcg;dwgbBaàaenHsUmTak;TgeTAmnÓIr/b;rM >k'

salaEdleyIgcg;cUler]n.
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Ｑ２３（
がっこうのひようでこまったら

学校の費用で困ったら）

わたし
私と

わたし
私の

こ
子どもはオーバーステイです。

こ
子どもは７

さい
才ですが、

にほん
日 本の

しょうがっこう
小 学 校に

かよ
通わせたいと

おも
思っています。でも、

がっこう
学 校に

かよ
通わせるお

かね
金がありません。どうしたらいいで

しょうか。

オーバーステイでも
に ほ ん

日本の
こうりつ

公立の
しょうちゅう

小 中
がっこう

学校に
にゅうがく

入 学

できる。しかし、
つうがく

通学にあたっては、
しょうがく

少 額だがお
かね

金が
ひつよう

必要である。

１　
に ほ ん

日本の
こうりつ

公立
がっこう

学校でかかる
ひ よ う

費用
しょうがっこう

小 学校、
ちゅうがっこう

中 学校は
ぎ む

義務
きょういく

教 育の た め 、
きょうかしょ

教科書や
じゅぎょうりょう

授 業 料は
むりょう

無料である。しかし、たとえば
つぎ

次のものな

ど、
た

多
しょう

少お
かね

金がかかる。

・
がくようひんひ

学用品費（ノート、
えんぴつ

鉛筆、
う わ ば

上履き、
たいいく

体育
ぎ

着など）

・
きゅうしょくひ

給 食費（
しょうがっこう

小 学校は
ひる

昼の
べんとう

弁当を
も

持っていかない）

・
がっこう

学校
ぎょうじ

行事
け い ひ

経費（
しゅうがく

修 学
りょこう

旅行
け い ひ

経費、
えんそく

遠足
ひ よ う

費用
とう

等）

２　
じょせい

助成
せ い ど

制度
しょとく

所得が
ひく

低くて
こ

子どもを
がっこう

学校に
かよ

通わせられない
ば あ い

場合

は、
いく

育
い い ん かい

委員会に
そうだん

相談すれば
しゅうがく

就 学
えんじょ

援助を
う

受けることが

できる。これはオーバーステイの
ば あ い

場合でも
う

受けること

ができる。

しゅうがく

就 学
えんじょ

援助には、
がくようひんひ

学用品費、
がっこう

学校
ぎょうじ

行事
け い ひ

経費、
きゅうしょくひ

給 食費

への
えんじょ

援助などがある。
じっさい

実際にどの
えんじょ

援助を
う

受けることが

できるのかは
おや

親の
しゅうにゅう

収 入や
こ

子どもの
がくねん

学年によって
こと

異な

るので、まずは
がっこう

学校の
せんせい

先生に
そうだん

相談するとよい。

Q23 (ebImanbBaàaelIR@k;bg;sala)

ÀehIynigkUnKWCa/Õkrs;enAxuscÖab;kÕégRbeTsCb"un. kUn

rbs;Àman/ayu7qÕaM ÀmanbMNgµkUncUlsikßaenAbzm

sikßaCb"un. b"uEnÑÀKÚanR@k;sMrab;bg;^fÝsala etIyklâ

ÀKYreFÞIya"gNa?

eTaHbICa/Õkrs;enAxuscÖab;kÕégRbeTsCb"unk'edayk'/ac

manlTÔPaBcUler]nkÕégsalabzmsikßardÍCb"un@nEdr.

b"uEnÑkarcUler]nenHRtUvkarR@k;bnÑicbnÑëcsMrab;karsikßa.

1- karcMNayR@k;^fÝsikßakÕégsalardÍCb"un

kÕégsalabzmsikßa nig/nuviTÛal&yedaysarEtCa

katBÞkicÆRtUvTTYlkarsikßa/b;rMBIrdÍaPi@les]vePAemer]n

nig^fÝbeRg]n/acTTYl@nedaymin@c;bg;R@k;eLIy.

b"uEnÑk'RtUvbg;R@k;dUccMNucxageRkamenH :

 ¥ ^fÝsmÙar:sikßa (es]vePAsresr, EsÖkeCIgBak;kÕég

sala, exa/avkILaCaedIm)

 ¥ R@k;^fÝ@y (salabzmsikßaminevc@yBIpÓHmkeT)

 ¥ R@k;^fÝskmÚPaBkMsanÑrbs;sala (R@k;^fÝ

eTscrN$elIkarsikßa/b;rM, R@k;^fÝedIrkMsanÑrbs;

sisß.l.)

2- rbbCMnYy/b;rM

kÕégkrNIEdlmancMNUlticmin/acµkUncUler]nsala@n,

ebIsinCa/eBaÈIjeTABiPakßaCamYymnÓIr/b;rMeyIg/acTTYl

@nnUvR@k;CMnYysMrab;kar/b;rMsikßaenH. cMeBaH/Õkrs;enA

xuscÖab;k'/acTTYl@nnUvrbbCMnYy/b;rMenHEdr.

CMnYy/b;rM nigsikßaenHmanCMnYyelI^fÝsmÙar:sikßa, CMnYy

elI^fÝskmÚPaBkMsanÑeTscrN$rbs;sala, CMnYy^fÝ@y

CaedIm. FatuBitetI/acTTYl@nb"unÚanKW/aRs&yeTAelIR@k;

cMNUlrbs;/Õk/aNaBÛa@l nigkMritfÕak;sikßarbs;sisß

CabzmKYrEt/eBaÈIjeTABiPakßaCamYyRKUenAGsalaCakar

RbesIr.



４６

６.
じ け ん

事件・
じ こ

事故に
ま

巻き 
こ

込まれたら

ebIsinCab;Tak;TinnwgeRKaHfÕak;cracrN,$

eRKaHfÕak;epßg|
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Ｑ２４（
こうつう
交 通

じこ
事故に

ま
巻き

こ
込まれた

ばあい
場 合）

こうつう
交 通

じこ
事故にあって、けがをし、

びょういん
病 院に

にゅういん
入 院しています。

びょういん
病 院のお

かね
金やけが

がなおるまでの
せいかつ
生 活にかかるお

かね
金などの

ほしょう
補 償を

う
受けることは

かのう
可 能でしょうか。

１　
ひ が い

被害にあった
ば あ い

場合

(1) 
ほしょう

補償の
しゅるい

種類
こうつう

交通
じ こ

事故に
ま

巻き
こ

込まれた
ば あ い

場合、
はっせい

発生した
ひ が い

被害に
もと

基づ

いて
せいきゅう

請 求できる
ほしょう

補償には、
おお

大きく
わ

分けて、
い か

以下の４

つがある。

・　
ちりょう

治療
か ん け いひ

関係費

・　
きゅうぎょう

休 業
そんがい

損害
ほしょう

補償 

・　
いしゃりょう

慰謝料

・　
こ う い

後遺
しょうがい

障 害による
ほしょう

補償（
い し つ

遺失
り え き

利益・
いしゃりょう

慰謝料）

ただし、
う

受けることができる
ほしょう

補償の
しゅるい

種類
およ

及び
きんがく

金額

は、
じ こ

事故の
じょうきょう

状 況で
おお

大きく
か

変わるため、
けん

県や
しちょう

市町の
こうつう

交通
じ こ

事故
そうだんじょ

相談所や、
に ほ ん

日本
べ ん ご し

弁護士
れんごうかい

連合会
こうつう

交通
じ こ

事故
そうだん

相談セ

ンターなどに
そうだん

相談をすること。

(2) 
ちゅうい

注意
じ こ う

事項
おな

同じ
じ こ

事故に
ま

巻き
こ

込まれた
ば あ い

場合でも、
じ こ

事故の
あと

後にどう

いう
し ょ り

処理をしたかによって、
う

受けることのできる
ほしょう

補償

の
がく

額は
おお

大きく
か

変わってくる。
じゅうぶん

十 分な
ほしょう

補償を
う

受け、か

つ
む よ う

無用のトラブルを
さ

避けるためにも、
い か

以下の
てん

点をよく
こころ

心がけること。

① 　
か が い しゃ

加害者の
な ま え

名前、
じゅうしょ

住 所、
で ん わ

電話
ばんごう

番号、
しゃたい

車体
とう

等を
かくにん

確認する。

②　ただちに
けいさつ

警察に
れんらく

連絡して、
こうつう

交通
じ こ

事故に
ま

巻き
こ

込ま

れたことを
つた

伝える。

③　けがをした
ば あ い

場合には、ただちに
びょういん

病 院に
おこな

行って
じ ぶ ん

自分の
な ま え

名前で
しんだんしょ

診断書をつくってもらう。また、か

かった
ちりょうだい

治療代の
りょうしゅうしょ

領 収 書を
かなら

必ず
ほ か ん

保管しておくこ

と。

２  あなたが
か が い しゃ

加害者の
ば あ い

場合

Q24 (krNIekItehtuedayCYbRbTHeRKaHfÕak;cracr)

@nrgeRKaHfÕak;cracr ehIymanrbYs~LêvkMBugEtsMrak

BÛa@lkÕégmnÓIreBTÛ. etIenAkÕégeBlkMBugsMrak

enAmnÓIreBTÛBÛa@lrbYsenH/acmanR@k;Fanara"b;rg

eRKaHfÕak;cracrsMrab;edaHRsayCIvPaBEdr>eT?

1- krNIeyIgCaCnrgeRKaHfÕak;cracr

 ･  RbePT^nR@k;Fanara"b;rg

kÕêgkrNIEdlTTYlrgeRKaHfÕak;cracr KW/aRs&yeTAelI

TmÅn;^neRKaHfÕak; nigTMhM^nkarrgeRKaHEdl@nTTYltam

eKalkarN$Edl/acTamTarR@k;sMNgra"b;rgeRKaHfÕak;

cracrenHEckecjCaEpÕkFM| 4ya"gdUcxageRkam*

-R@k;sMNgFanara"b;rgelI^fÝBÛa@lrbYs

-R@k;sMNgFanara"b;relI^fÝQb;sMrakmin/aceFÞIkargar@n

-R@k;Fanara"b;rgelI^fÝsgCmÅWcitÑ

-R@k;Fanara"b;rgelIkaxUcxat/naKt (R@k;TamTarCmÅWcitÑ,

R@k;sgCmÅWcitÑcMeBaHCnEdlTTYlrgeRKaHrhUtdl;@t;bg;

smÒPaBkargarmin/acrkk^RmciBaÆwmCIvit@n). k'b"uEnÑRbePT

^nR@k;sMNgFanara"b;rgnigcMnYnTwkR@k;EdlTTYl@nEpâk

eTAelIsÒanPaBeRKaHfÕak; nigkarrgeRKaH edaysarTMhM

^nTwkR@k;sMNgEdlTTYl@nmanPaBxusEbÝkKÕaeRcIn sUm

/eBaÈIjTak;TgeTAPUmi sgÁat; RkugEpÕkeRKaHfÕak;cracr>k'

Tak;TgeTAxagmCÉmNÎlshCIB/ÕkcÖab;Cb"unxagEpÕk

eRKaHfÕak;cracr.

 ･  cMNucEdlRtUvRby&tÕ

kÕégkrNITTYleRKaHfÕak;cracrRbePTdUcKÕak'eday bnÓab;BI

maneRKaHfÕak;mk eyaleTAelIreb]bdak;BakÛTamTar

sMNgeK/acTTYl@nR@k;tic>eRcInxusEbÝkKÕaya"geRcIn.

edmÖITTYlR@k;sMNgRKb;cMnYnnigedImÖIkMuµ/ÕkbgÁeRKaHfÕak;

ykelsrt;eKc@nRtUvEtcgcaMkÕégcitÑnUvcMNucsMxan;| dUc

xageRkam

  ① eQÚaH/ÕkbgÁeRKaHfÕak;, /as&ydÍan, elxTUrs&BÓ,

RbePTyanynÑ>elxyanynÑ

  ② RtUvTUrs&BÓeTAb"UlIsehIyR@b;eKfamaneRKaHfÕak;

cracr.

  ③  krNImanrbYsRtUvRbjab;eTAmnÓIeBTÛ ehIysuM



４７

(1) 
さいぜん

最善の
し ょ り

処理
ほうほう

方法

①　
はつえんとう

発煙筒や
ていしゃ

停車
ひょうじばん

表示板などを
お

置き、
こうぞくしゃ

後続車からの
あんぜん

安全を
か く ほ

確保する。その
ご

後、
ひ が い しゃ

被害者のけがの
じょうきょう

状 況

を
かくにん

確認し、
おも

重いけがであれば、１１９
ばん

番
つうほう

通報し、
きゅうきゅうしゃ

救 急 車を
よ

呼ぶ。

②　
けいさつ

警察を
よ

呼び、
げ ん ば

現場を
かくにん

確認してもらう。

③　
かる

軽いけがであっても、
ひ が い しゃ

被害者に
たい

対しては、
かなら

必

ず
びょういん

病 院で
ちりょう

治療を
う

受けるよう
しゅちょう

主 張する。そして、
ひ が い しゃ

被害者のお
み ま

見舞いに
い

行くなど、
せ い い

誠意を
み

見せること。

④　
じ こ

事故について、
すみ

速やかに
ほ け ん

保険
がいしゃ

会社に
れんらく

連絡する。

⑤　
じ こ

事故の
げんいん

原因について、
ほか

他の
ひと

人にもよくわかるよ

うに
すみ

速やかに
げ ん ば ず

現場図を
さくせい

作成しておく。

(2) 
ちゅうい

注意
じ こ う

事項
に ほ ん

日本は、
こうつう

交通
じ こ

事故による
し ぼ う

死亡やけがの
おお

多い
くに

国であ

る。
じ ど う しゃ

自動車を
うんてん

運転する
ひと

人は、
かなら

必ず
に ん い

任意
ほ け ん

保険に
はい

入って

おくこと。

µRKUeBTÛecjsMbuRtbBaÈak;BITMhM^nbYsedaykMuePÝcdak;

eQÚaHpÓal;xÝën nigR@k;EdlRtUvbg;µmnÓIreBTÛ nigvik&yb&Rt

bg;R@k;RtUvrkßaTukedayRbugRby&tÕ.

2- krNIeyIgCa/ÕkbgÁeRKaHfÕak;

 ･  reb]bcat;Ecgµ@nlâbMput

   ① RtUvdutbMBg;ePÝIgeRKaHfÕak;cracr (ePÝIgbMBg;Rkhm)

>k'sBaËasMKal;bBaÈak;farfynÑRtUv@nbBaÉb;edImÖIkarBar

suvtÒiPaB dl;rynÑEdlrt;bnÑbnÓab;BIeRkayµeFÞIkarRbugRb

y&tÕ. bnÓab;mkRtUvBinitÛemIllkÂN:rbYs^n/ÕkrgeRKaH.

ebIsinCarbYsFÅn;sUmTUrs&BÓeTAelx119ehALaneBTÛ.

   ② ehAeTAb"UlIsedImÖIµmkvas;sÓg;eRKaHfÕak;.

   ③ eTaHbICa/ÕkrbYsmanrbYsbnÑicbnÑëck'edaydac;

xatRtUvnaMeKeTAmnÓIreBTÛTTYlkarBÛa@lrbYsCakarsM

EdgkarykcitÑTukdak;dl;snÑisux/ÕkrgeRKaH. ehIyebIsin

/ÕkrgeRKaHRtUveKgkÕégmnÓIeBTÛeyIgRtUvEteTAemIleKedImÖI

sMEdgKarvPaBTTYlnUvkMhusEdleyIg@neFÞIxus

eday/ectna.

   ④ eyaleTAelIRbePT^neRKaHfÕak; ebIsinCaeRKaH

fÕak;RtUvkarµRksYgFanara"b;rgTTYlbnÓékFanara"b;rgµsUm

Rbjab;TUrs&BÓTak;TgCabnÓan;eTARksYgFanara"b;rg.

   ⑤ mUlehtu^neRKaHfÕak;cracr sUmRbjab;KUr nig

sresrnUvEpnTInigsÒanPaB^neRKaHfÕak;eTaHbICa/Õkd^Tmin

@neXIjpÓal;nUvehtukarN$enaHpÓal;k'edaysMrab;µeK

emIleTA/acyl;@nPÝam.

 ･  cMNucEdlRtUvRby&tÕ

RbeTsCb"unCaRbeTsmYyEdlkarsÝab;nigrbYsbNÑalmkBI

eRKaHfÕak;cracrmankMritxØs; cMeBaH/ÕkEdlebIkbryan

ynÑdac;xatRtUvEtcUlRkumh#unFanara"b;rgCIvitedImÖIµRksYg

enHCYyecjsgnigedaHRsayµenAeBlEdleyIgman

eRKaHfÕak;cracr.



４８

Ｑ２５（
けいじ
刑 事

じけん
事 件に

ま
巻き

こ
込まれた

ばあい
場 合）

わたしのおっとがけいさつにつかまってしま

私の夫が警察に捕まって しまいました。

　どういった
りゆう

理由で
つか
捕まったのかはわかりません。

 
わたしのおっとはこんご

私の夫は今後 、どうなってしまうのでしょうか。

　また、
わたしたちのいえにどろぼうがはいり

私たちの家に泥棒が入り、
ものをぬすまれて

物を盗まれてし

まったのですが、どうしたらいいでしょうか。

１　
じ け ん

事件の
か が い しゃ

加害者となって
た い ほ

逮捕された
ば あ い

場合

①  
とうばん

当番
べ ん ご し

弁護士を 
よ

呼び、アドバイスを
う

受ける。
か ぞ く

家族

が
べ ん ご し か い

弁護士会に
もうしこ

申込み、
とうばん

当番
べ ん ご し

弁護士を 
よ

呼ぶこともで

きる。

②  
と

取り
しら

調べでは、うそをつかないこと。
い

言いたくな

いことは
い

言わなくてよい。

③  
こ と ば

言葉がわからなければ
つうやく

通訳を 
つ

付けてもらう。
つうやく

通訳の
こ と ば

言葉がわからなければ、
つうやく

通訳を 
か

代えてもら

うよう
さいばんかん

裁判官に
しゅちょう

主 張すること。

④  
べ ん ご し

弁護士を
やと

雇うお
かね

金がなければ、
き そ ご

起訴後に
こくせん

国選
べ ん ご にん

弁護人がつく。
に ほ ん

日本の
こくせん

国選
べ ん ご にん

弁護人は
しんらい

信頼できる。

⑤  
き そ

起訴されたら、
さいばん

裁判になる。

⑥  
さいばん

裁判では
つうやく

通訳が 
つ

付くが、
つうやく

通訳の
はな

話す
こ と ば

言葉がわか

らなければ、
つうやく

通訳を 
か

代えてもらうこと。

⑦　
しっこう

執行
ゆ う よ

猶予のない
ちょうえき

懲 役
とう

等がつく
はんけつ

判決がでれば、
け い む しょ

刑務所に
い

行くことになる。

⑧  オーバーステイだけで
き そ

起訴された
ば あ い

場合、
つうじょう

通 常、
しっこう

執行
ゆ う よ つ

猶予付きの
はんけつ

判決がおり、その
ごにゅうこく

後入国
かんりきょく

管理局に
おく

送

られる。その
ば あ い

場合、
た い ほ

逮捕から
き こ く

帰国まで、
つうじょう

通 常２～

３ヶ
げつ

月かかる。

２　
じ け ん

事件の
ひ が い しゃ

被害者となった
ば あ い

場合

①  
けいさつ

警察を
よ

呼ぶ。（１１０）

②  
けいさつ

警察に
ひがいとどけ

被害届を
だ

出す。

③  けがをしたときは、
びょういん

病 院に
い

行って
しんだんしょ

診断書をもら

う。けがをしたところの
しゃしん

写真を
と

撮っておくとよい。

④  
か が い しゃ

加害者に
たい

対しては、
そんがい

損害
ばいしょう

賠 償
せいきゅう

請 求ができる。
せいきゅう

請 求をするときは、
べ ん ご し か い

弁護士会に
そうだん

相談すること。

Q25 (krNImaneTasRtUvTTYlkarXMuxÝënBIbTRBhÚTNÎ)

bÑIrbs;ÀRtUn@nb"UlIscab;XMuxÝën.ÀBMu@ndwgfaKat;RtUv@n

eKcab;XMuxÝënedaymUlehtu/ÞIesaH.etIbÑIrbs;À^fÅeRkaynwg

eTACaya"gNa? mÛa"geT]tpÓHrbs;ÀRtUv@necarcUlmk

lYcRTBÛsmÖtÑi etIyklâÀRtUveFÞIya"gNa?

1- kÕégkrNIeyIgCaBiruTÔCnRtUv@neKcab;XMuxÝën

 ･  RtUvTak;TgeTA/ÕkcÖab;EdlTTYlxusRtUvxagEpÕkRBhÚ

TNØedImÖITTYlkarENnaMnigdMbUnÚan. RtUvµsmaCikRKYsar

Tak;TgeTAsmaKm/ÕkcÖab; eFÞIdUecÕHeyIg/acehA/ÕkcÖab;

µCYyeyIg@n.

 ･  minRtUvniyaykuhkenAeBleKsYrcemÝIy. /ÞIEdlmin

cg;niyaymincaM@c;niyayk'@n.

 ･  ebIsinCaminecHPasaRtUvsMuµeKrk/ÕkbkERbµ.

ebIsinCa/ÕkbkERbbkµehIyenAEtsÑab;min@n minyl;

/acesÕIrsMueTAtulakarµeKrk/ÕkbkERbfÚIµ.

 ･  ebIsinCaKÚanR@k;sMrab;CYl/ÕkcÖab; bnÓab;BITTYl

BakÛbNÑwgrYcehIynwgman/ÕkcÖab;rbs;rdÍ (/ÕkcÖab;Edl

rdÍaPi@lCb"uneRCIserIsTuksRmab;CYy/ÕkRkIRk) mkCYy

eyIg. kÕégRbeTsCb"uneyIg/acTukcitÑ@ncMeBaH/ÕkcÖab;

rbs;rdÍEdleRCIserIsmkCYyeyIgenH.

 ･  eyIgnwgRtUveLIgtulakarRbsinRtUv@neKdak;sMNMu

er[gbÑwg.

 ･  enAtulakarRtUvman/ÕkbkERb ebIsinCa/ÕkbkERbbk

µeyIgehIyenAEtsÑab;minyl; RtUvsMNUmBrµtulakar

bÑêr/ÕkbkERbµ.

 ･  ebIsinCaminRtUv@neKBÛëreTas edaykakat;eTasfa
mankMhuseyIgnwgRtUveKykeTAdak;kÕêgBnÔnaKar (Kuk).

 ･  tamFmÚtakÕêgkrNIBakÛbNÑwgelIkarrs;enAxus

cÖab;kÕégRbeTsCb"un eKkat;eTasedayPÈab;CamYynUvkar

BÛëreTas bnÓab;mkeKnwgbBaÈêneTARksYg/enÑaRbevsn$.

kÕêgkrNIenHcab;taMgBIeBlcab;xÝënrhUtdl;eBlbBaÈênRtLb;

eTARbeTsvijCaFmÚtaRtUveRbIry:eBlBI 2ExeTA 3Ex.

2- kÕégkrNIeyIgCaCnrgeRKaH

 ･  RtUvTUrs&BÓehAeTAb"UlIs (elx 110)

 ･  RtUvdak;BakÛbNÑwgsÑI/MBIkarrgeRKaHxUcxatdl; b"UlIs

 ･  ebIsinCamanrbYsRtUveTAmnÓIeBTÛTTYlkarBinitÛCmÅW
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３　
た い ほ

逮捕された
ば あ い

場合の
ちゅうい

注意
じ こ う

事項

(1) 
に ほ ん ご

日本語が
ふ じ ゆ う

不自由で、
と

取り
しら

調べや
ちょうしょ

調 書の
ないよう

内容がよ

くわからないのに、
めんどう

面倒だからと
けいさつ

警察
かんとう

官等の
い

言って

いることを
みと

認めるようなことを
い

言ったり、
しょめい

署名をし

たりしないこと。

(2) 
じ ぶ ん

自分で
べ ん ご し

弁護士を
い ら い

依頼（
し せ ん

私選
べ ん ご にん

弁護人）すると、
た が く

多額

の
ひ よ う

費用がかかる
ば あ い

場合が
おお

多い。
べ ん ご し

弁護士にかかる
け い ひ

経費の
おお

多い
すく

少ないによって、
さいばん

裁判
て つ づ

手続きが
たんしゅく

短 縮されたり

されなかったりということはない。えん
ざい

罪や
じゅうざい

重 罪

など
とくしゅ

特殊な
じじょう

事情を
のぞ

除いて、
こくせん

国選
べ ん ご にん

弁護人を
たの

頼むとよい。

nigsMusMbuRtbBaÈak;r@ykarN$CmÅWBIRKUeBTÛ cMeBaHsÕak

sÕamkEnÝgRtUvrbYsyklâRtUvEtftrUbTuk.

 ･  eqÝIytbeTAnwg/ÕkbgÁehtueyIg/acTamTarykR@k;

sMNgelIkareRKaHfÕak;nigkarxUcxat@n. enAeBlTam

TaresÕIyksMNgenHRtUvEteTAsmaKm/ÕkcÖab;edImÖI

BiPakßasYreyabl;.

3- cMNucRtUvRbugRby&tÕkÕégkrNIRtUveKcab;XMuxÝën

 ･  edaysarminecHPasaCb"uneBleKsYrcemÝIy

karsresrkMNt;ehtur@ykarN$ nigxÝwmsar/tÒn&ymin

yl;cÖas; man/armÚN$sÕéKsÚajBi@kbgÂMedayPÕak;gar

b"UlIsµTTYlyl;RBmedaykarbBaÆéHbBaÆêlrbs;eK sUmkMu

e@HRta >cuHhtÒelxaµesaH.

 ･  ebIeyIgyk/ÕkcÖab;pÓal;xÝënsMrab;edaHRsayCMnYs

eyIg(/ÕkcÖab;GkCneRCIserIspÓal;xÝën)PaKeRcInRtUv cMNay

R@k;ya"geRcIn.eyaleTAelIkarcMeNayR@k;

eRcIn>ticsMrab;CYl/ÕkcÖab;KÚanTak;TgCamYykarbMeBj

sMNMuer[gµ@nqab;>k'BnÛareBlµ@nyUrenAGtulakar

@neLIy. elIkElgEtkÕêgkrNIBiess eTaHbIeyIgCa/Õk

maneTasFÅn;>Rsal yklâKYrEtsMurk/ÕkcÖab;rbs;rdÍ

µCYyCakarRbesIr.



５０

７.
よ う し

養子について

/MBIkUnciJÆwm



５０

Ｑ２６（
こ
子どもを

ようし
養 子に

だ
出す

ばあい
場 合）

わたくし
私は

がいこくせき
外 国 籍で、オーバーステイで

す。
げんざい
現 在

にんしん
妊 娠していますが、

おっと
夫とは

りこん
離 婚したので、

こ
子どもを

う
生んでも

そだ
育てられませ

ん。
う
生まれた

こ
子どもを

ようし
養 子に

だ
出したいのですが、

どうすればいいでしょうか。

１　
に ほ ん じん

日本人の
ようしん

養親をさがす
ば あ い

場合

(1) 
よ う し

養子になるメリット
に ほ ん

日本の
ほうりつ

法律が
てきよう

適用されることになるので、
ざいさん

財産
ぶ ん よ

分与

や
そうぞく

相続など、
ほうりつじょう

法 律上
に ほ ん じん

日本人と
おな

同じ
け ん り

権利を
ゆう

有するよう

になることがメリットである。

(2) 
よ う し

養子の
しゅるい

種類
じつ

実の
おや

親との
かんけい

関係により、「
ふ つ う

普通
よ う し

養子」と「
とくべつ

特別
よ

うし),養子)」がある。

・
ふ つ う

普通
よ う し

養子 …
じつ

実の
おや

親との
お や こ

親子
かんけい

関係が
そんぞく

存続する
ば あ い

場合。

・
とくべつ

特別
よ う し

養子 …
じつ

実の
おや

親との
お や こ

親子
かんけい

関係が
しゅうりょう

終 了する
ば あ い

場合。
に ほ ん

日本における「
とくべつ

特別
よ う し

養子」は、
げんそく

原則として６
さい

歳
み ま ん

未満、

または６
さい

歳になる
い ぜ ん

以前から
ようしん

養親が
ひ

引き
つづ

続き
か ん ご

監護
よういく

養育し

ている
ば あ い

場合は８
さい

歳
み ま ん

未満であること。
せいりつ

成立には
か て い

家庭
さいばんしょ

裁判所の
き ょ か

許可が
ひつよう

必要である。

(3) 
よ う し

養子
えんぐみ

縁組の
ほうほう

方法

・
えんぐみ

縁組
ほうほう

方法は、
ようしん

養親と
よ う し

養子となる
もの

者の
そうほう

双方の
ご う い

合意

と
とど

届け
で

出によって
せいりつ

成立する
ば あ い

場合と、
さいばんしょ

裁判所の
けってい

決定によって
せいりつ

成立する
ば あ い

場合がある。

(4) 
てつづき

手続

ア　
ようしん

養親がいる
ば あ い

場合

・
そうだんさき

相談先 　
す

住んでいる
ところ

所の
し く

市区
ちょうそん

町 村
や く ば

役場、
か て い

家庭
さいばんしょ

裁判所

・
じょうけん

条 件 　  
よ う し

養子の
ほんごくほう

本国法の
ほ ご

保護
じょうけん

条 件を
み

満たす
ひつよう

必要がある。

イ　
ようしん

養親がいない
ば あ い

場合

・
よ う し

養子
えんぐみ

縁組は、
しゅっさんまえ

出 産前から
う

受け
い

入れ
か ぞ く

家族
さが

探しが
はじ

始まる。
じ か ん

時間がかかるので、
はや

早めに
そうだん

相談した
ほう

方

がよい。

・
そうだんさき

相談先 　　プロ・ライフムーブメントなど

Q26 (krNIcg;µkUneTAeKciBaÆwm)

ÀCaCnbreTsehIyrs;enAxuscÖab;.

bcÆébÖnÕenHÀkMBugman ^pÓeBaH

edaysarEtÀElglHCamUybÑI enAeBlkUnekItmk

Àmin/acciBaÆwmva@neT. enAeBlkUnekItmkÀcg;µkUneTA

eKciBaÆwm yklâetIÀRtUveFÞIya"gNa?

1- krNIRtUvkarrk/ÕkciBaÆwmCaCnCatiCb"un

 ･  plRbeyaCn$enAeBlkÝayCakUnciBaÆwm

enAeBlkÝayCakUnciBaÆwmeK/acRtUv@nTTYlsÃal;enAcMeBaHmux

cÖab;Cb"un /acmansiTiÔelIkarEbgEckTTYlRTBÛsmÖtÑi

ekrÑi$mrtk enAcMeBaHmuxcÖab;eKmansiTÔnigesrIPaBdUcCn

CatiCb"un.l. enHKWCakarkÝayxÝëneTACakUnciBaÆwmCb"un.

 ･  RbePT^nkUnciBaÆwm

/acmanTMnak;TMngCamYymÑayVBukbegÁIt@n ｢kUnciBaÆwm

FmÚta｣ nig｢kUnciBaÆwmBiess｣. 

- kUnciBaÆwmFmÚta ¥¥¥KWkrNIkUnEdlenAmanTMnak;TMngCamYy

VBuk mÑaybegÁItrbs;xÝën.

- kUnciBaÆwmBiess ¥¥¥krNIkUnEdl@npÑac;TMnak;TMngCa

mYyVBuk mÑaybegÁItrbs;xÝën.

RbeTsCb"uncMeBaH｢kUnciBaÆwmBiess｣eyaleTAelIRbPB

cÖab;/acTTYl@n luHRtaEtekÚgenaHman/ayuticCag6qÕaM

mÛa"geT]tkrNI@nciBaÆwmCab;taMgBImun/ayu6qÕaMmkeK/acTTYl

CakUnciBaÆwm@nenAmuneBl/ayu@n8qÕaM. edImÖIµRtwmRtUv

tamlkÂN:cÖab; caM@c;RtUvmancÖab;/nuBaËatBIsaladMbUg.

 ･  cÖab;^nkarTTYlykCakUnciBaÆwm

meFÛa@yedImÖIsMuPÈab;ykkUnmkciBaÆwm KW/Õk/aNaBÛa@l

EdlTTYlykkUnciBaÆwm nigkUnciBaÆwmEdlnwgRtUv@neKTTYl

ykeTAciBaÆwmRsbmtiKÕaral;cÖab;sMu/nuBaËattampÝêvcÖab;

nigkÕégkrNIImankarseRmc/num&tBIsaladMbUg.

 ･  kardak;BakÛ

   k- krNIman/ÕkTTYlciBaÆwm

- kEnÝgRtUveTABiPakßa : salaRkug, sgÁat;

PUmi Edlrs;enA >saladMbUg.

- lkÂxNÎ : caM@c;RtUvkarbMeBjsMNMu/nuBaËat

cÖab;/aNaBÛa@lRKb;tamlkÂN:BIRbeTsrbs;kUnciBÆwam

  x- krNIminTan;man/ÕkTTYlciBaÆwm :

sRmalRtUvEsÞgrkCamunnUvRKYsarEdlTTYlykkUnciBaÆwm
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・
じょうけん

条 件 　　
よ う し

養子の
ほんごくほう

本国法の
ほ ご

保護
じょうけん

条 件を
み

満たす
ひつよう

必要がある。

２　
がいこく

外国で
ようしん

養親をさがす
ば あ い

場合
よ う し

養子
えんぐみ

縁組の
う け い

受入れ
か ぞ く

家族は、たいていは
に ほ ん

日本ではな

く、
おうべいこく

欧米国が
おお

多い。
げんそく

原則として、
ようしん

養親の
ほんごくほう

本国法による

が、
かっこく

各国の
ほうりつ

法律により、
えんぐみ

縁組の
ほうほう

方法や
み お や

実親との
かんけい

関係は

さまざまである。

よ う し

養子の
ほんごくほう

本国法の
ほ ご

保護
じょうけん

条 件（
ほんにん

本人や
だい

第３
しゃ

者の
しょうだく

承 諾、
こうてき

公的
き か ん

機関の
き ょ か

許可など）を
ぐ び

具備する
ひつよう

必要がある。

edaysarRtUvcMNayeBlevla KYrEtRbBaÊab;eTABiPakßa

CamunCakarRbesIr.

- kEnÝgRtUveTABiPakßa : kEnÝg/ÕkmanviCÈaCIv:

xagclnaCIvitCaedIm.

- lkÂxNÎ : caM@c;RtUvkarbMeBjsMNuMlixit

/nuBaËatcÖab;/aNaBÛa@lRKb;tamlkÂN:BIRbeTsrbs;

kUnciBaÆwm.

2- krNIRtUvkarEsÞgrkmÑayVBukciBaÆwmenAGbreTs

RKYsarEdlRtUvkarTTYlykkUnciBaÆwmminEmnmanEtenAkÕég

RbeTsCb"unb"ueNÐaHeT, PaKeRcInmanenAshrdÍ/aemrik

>/Wr"ub. cÖab;edIm^nkarTTYlykkUnmkciBaÆwm KWEpâkeTAelI

cÖab;kMNt;rbs;RbeTsnImYy|rbs;mÑay VBukciBaÆwm

/aRs&yedayPaBxusKÕa^ncÖab;enHEdleFÞIµTMnak;TMng

rvagkUnciBaÆwmnigVBukmÑaybegÁItrbs;xÝënmanPaBxusEbÝkKÕa

eTAtamRbeTsenaHEdr.

lkÂxNÎcÖab;/aNaBÛa@lrbs;RbeTskUnciBaÆwm (samIuxÝën

kUnciBaÆwmpÓal;, edayman/ÕkTI3CasakßIdwg}BIkarRbKl;

xÝënCakUnciBaÆwm nigGksaryl;RBmCalayl&kÂ/kßrmankar

TTYlsÃal;CapÝêvkarCaedIm) RtUvEter]bcMeFÞICacaM@c;.
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Ｑ２７（
ようし
養 子になる

ばあい
場 合）

わたし
私の

おっと
夫は

にほんじん
日 本 人で す 。

わたし
私の

おとうと
弟は オ ー バ ー ス テ イ で す が 、

おっと
夫の

りょうしん
両 親と

ようし
養 子

えんぐみ
縁 組をしたいと

かんが
考えて

います。
ようし
養 子になるには、どういう

てつづ
手 続きが

ひつよう
必 要ですか。また、

ようし
養 子になれば

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格は

と
取れますか。

１　
よ う し

養子のメリット
けんり
権 利

のうりょく
能 力は、

にほんじん
日 本 人と

おな
同じである。

ただし、
ようし
養 子がおとなの

ばあい
場 合は、

ようし
養 子

えんぐみ
縁 組

だけを
りゆう
理 由に

じどうてき
自 動 的に

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格が

え
得ら

れるわけではない。また、
きか
帰化についても

どう
同
よう
様で

ある。

２　
てつづき
手 続

(1) 
ようし
養 子が

せいじん
成 人の

ばあい
場 合

ようし
養 子と な る

もの
者の

ねんれい
年 齢

せいげん
制 限の な い

「
ふつう
普 通

ようし
養 子」となる。「

ふつう
普 通

ようし
養 子」では、

じつ
実の

おや
親との

おやこ
親 子

かんけい
関 係は

そんぞく
存 続する。

てつづ
手 続きは、

ようし
養 子

えんぐみ
縁 組をする

そうほう
双 方の

ほんごくほうじょう
本 国 法 上の

じょうけん
条 件を

み
満たしているこ

とが
ひつよう
必 要である。

やくしょ
役 所の

まどぐち
窓 口あるいは

かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所で

そうだん
相 談すること。

(2) 
ようし
養 子が

みせいねん
未 成 年の

ばあい
場 合

まず、「
とくべつ
特 別

ようし
養 子」と「

ふつう
普 通

ようし
養 子」の

どちらかを
せんたく
選 択する。

ア　
ふつう
普 通

ようし
養 子の

ばあい
場 合

(1)を
さんしょう
参 照。ただし、15

さい
才
みまん
未 満の

ばあい
場 合は、

ほうてい
法 定

だいりにん
代 理 人が

ほんにん
本 人に

か
代

わって
えんぐみ

縁組の
しょうだく
承 諾をする。

イ　
とくべつ
特 別

ようし
養 子の

ばあい
場 合

ようし
養 子となるものが６

さい
歳
みまん
未 満、または６

さい
歳になる

いぜん
以 前から

ようしん
養 親が

ひ
引き

つづ
続き

かんご
監 護

よういく
養 育している

ばあい
場 合は８

さい
歳
みまん
未 満

であること。
せいりつ
成 立には

かてい
家 庭

さいばんしょ
裁 判 所

の
きょか
許 可が

ひつよう
必 要である。

じつおや

実親との
かんけい
関 係

は、
しゅうりょう
終 了する。

Q27  (krNIkÝayeTACakUnciBaÆwm)

bÑIrbs;ÀCaCnCatiCb"un b"uEnÑbâênRbusrbs;ÀCa/Õkrs;enAxus

cÖab; Àcg;µbâênRbusrbs;ÀkÝayeTACakUnciBaÆwmrbs;mÑay

VBukekÚkrbs;À. etIedImÖIkÝayeTACakUnciBaÆwmcaM@c;RtUvkar

bMeBjsMNuMlixit/ÞIxÝH? mÛa"geT]tenAeBlkÝayCakUnciBaÆwm

etI/ac TTYl@nnUvkar/nuBaËatµsÕak;enARsbcÖab;kÕég

RbeTsCb"unEdr>eT?

1- plRbeyaCn$^nkUnciBaÆwm

cMeBaHsiTÔixagpÝêvcÖab;mandUcKÕanigCnCatiCb"un. b"uEnÑkÕég

krNIkUnciBaÆwmEdlCamnusßeBjv&y edaysM/agelImUl

ehtu^nTMnak;TMngCakUnciBaÆwmrbs;CnCatiCb"un eKmin/ac

TTYl@nCaRs&yRbvtÑinUvcÖab;/nuBaËatµrs;enARsbcÖab;

kÕégRbeTsCb"uneLIy. mÛa"geT]tcMeBaHkarcUlsBaÈatik'

dUcKÕaEdr.

2- karbMeBjsMbuRtsÕam

  ･  kÕégkrNIEdlkUnciBaÆwmCamnusßeBjv&y

kUnciBaÆwmEdlminRtUv@neKkMNt;/ayu｢kUnciBÆwamFmÚta｣.

kUnciBaÆwmFmÚtaKWCakUnEdl/acenAmanTMnak;TMngKÕaCamYy

VBukmÑaybegÁItrbs;xÝën kareFÞIsMbuRtsÕamKWsamIuxÝën/Õkman

KuNTaMgsgxagVBukbegÁIt nigVBukmÑayciBaÆwmcaM@c;RtUv

esÕIsMu/nuvtÑn$seRmceTAtammaRtacÖab;rbs;RbeTsTaMgBIr.

kEnÝgBiPakßaKWenAsalaRkug >saladMbUg.

  ･  kÕégkrNIEdlkUnciBaÆwmminTan;RKb;v&y

CadMbUgRtUveRCIserIslkÂxNÎmYyKW｢kUnciBaÆwmBiess｣ >

｢kUnciBaÆwmFmÚta｣.

k- kÕégkrNIkUnciBaÆwmFmÚta

sUm/ancMNuc ･ .b"uEnÑkÕégkrNIminTan;RKb;/ayu 15qÕaMRtUvrk

/ÕktMNagRsbcÖab;edImÖIyl;RBmTTYlsÃal;Calayl&kÂ/kßr

elIlkÂ&NÎnÑik:^nkarTTYlsÃal;karTTYlykkUn ciBaÆwmenH.

x- kÕégkrNIkUnciBaÆwmBiess

/ackÝayeTACakUnciBaÆwm@nenAmuneBlman/ayu 6qÕaM.

mÛa"geT]tebIsinCa@nciBaÆwmbI@c;EfrkßakUnekÚgEdlRtUvTTYl

CakUnciBaÆwmenaHtaMgBImun/ayu 6qÕaMkÕégkrNIenHeK/acTTYlCa

kUnciBaÆwmBiess@nenAmun/ayu8qÕaM. edImÖIµRtwmRtUvtamcÖab;

caM@c;RtUvTTYlcÖab;/nuBaËatyl;RBmBIsaladMbUg.

TMnak;TMngrvagVBukmÑaybegÁItRtUvcb;.

  

3- cÖab;/nuBaËatµrs;enARsbcÖab; (TidÍakar) nigkarcUl
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３　
ざいりゅう
在 留

しかく
資 格と

きか
帰化

(1) 
ざいりゅう
在 留

しかく
資 格

ようし
養 子

えんぐみ

縁組だけでは
ざいりゅう
在 留

しかく
資 格は

と
取れないの

で 、
べつ
別 に

にゅうこく
入 国

かんりきょく
管 理 局で

てつづ
手 続き が

ひつよう
必 要である。
ようし
養 子に

はいぐうしゃ
配 偶 者や

こ
子どもなど

かぞく
家 族がいる

ばあい
場 合は、

いっか
一 家

ぜんいん
全 員が

えんぐみ

縁組しなければいけない。

(2) オーバーステイの
ばあい
場 合

①　
ようし
養 子がおとなの

ばあい
場 合

ようし
養 子が、

ようしん
養 親から

かんご
監 護

よういく
養 育を

う
受ける

ひつよう
必 要のない

どくりつ
独 立したおとなの

ばあい
場 合、

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格はとれない。

②　
ようし
養 子が

こ
子どもの

ばあい
場 合

ようし
養 子が

ようしん
養 親から

かんご
監 護

よういく
養 育を

う
受ける

ひつよう
必 要のある

こ
子どもの

ばあい
場 合、

つぎ
次の

じょうけん
条 件

を
み
満たしていれば、

ようし
養 子

えんぐみ
縁 組が

せいりつ
成 立して

いなくても
てつづ
手 続き

ちゅう
中であれば、

ざいりゅう
在 留

とくべつ
特 別

きょか
許 可が

だ
出される

ばあい
場 合がある。

① 　
ようし
養 子が

ぎむ
義務

きょういく
教 育

ねんれい
年 齢

いか
以下で

ざいりゅう
在 留

しかく
資 格がないこと

②　
じつ
実の

おや
親がすでに

きこく
帰 国していて、

こ
子ども

の
よういく
養 育を

かんぜん
完 全に

ほうき
放 棄していること

③　
よういく
養 育している

じったい
実 態があり、

けんこう
健 康

ほけん
保 険などで

どういつ
同 一

せたい
世 帯と

みと
認められるこ

と

(3) 
きか
帰化

・
きか
帰化も 、

べつ
別に

ほうむきょく
法 務 局で

てつづ
手 続き が

ひつよう
必 要である。

・ 
きか
帰化できるケースは、

ひ
引き

つづ
続き１

ねん
年
いじょう
以 上

にほん
日 本に

じゅうしょ
住 所を

ゆう
有し(

たんき
短 期

たいざい
滞 在ビ

ザでは
ふか
不可)、

えんぐみ
縁 組のとき

ほんごくほう
本 国 法によ

り
みせいねん
未 成 年であった

ばあい
場 合にかぎる。

sBaÈatiCb"un

･  cÖab;/nuBaËatµrs;enARsbcÖab; (TidÍakar)

edayEpâkeTAelIkarmanTMnak;TMngCakUnciBaÆwmEtmÛa"geK

min/acTTYl@nCasÞ&yRbvtÑinUvcÖab;/nuBaËatµrs;enARsb

cÖab;@neLIy eKRtUvEteTAbMeBjlixitsMu/nuBaËatcÖab;

sMrab;sÕak;/aRs&yBIRksYg/enÑaRbevsn$Cadac;xat. ebI

sinCakUnciBaÆwmenaHmanKUrRskr (bÑIRbBnÔ) >k'kUn caM@c;

smaCikRKYsarTaMg/s;RtUvEtTTYlCakUnciBaÆwmTaMg/s;KÕa.

･  kÕégkrNICa/Õkrs;enAxuscÖab;

  ① krNIkUnciBaÆwmCamnusßeBjv&y

kÕégkrNIkUnciBaÆwm/acmanlTÔPaBciBaÆwmTMnukbMrugedaysmtÒPaB

xÝënGgmincaM@c;RtUvkarkarobtÒmÙBI/aNaBÛa@l (/ÕkTTYlciBaÆwm)

eKmin/acTTYlcÖab;/nuBaËat@neLIy.

  ② krNIkUnciBaÆwmminTan;eBjv&y

kÕugkrNIEdlkUnciBaÆwmenHenAtUcminTan;eBjv&yRtUvTTYlkarciBaÆwmbI

@c; nigEfrkßaCacaM@c;tamlkÂxNÎdUcxageRkam

enHeTaHbICaminTan;@nTYlcÖab;RtwmRtUvCakUnciBaÆwmk'eday

µEteK@ndak;BakÛsMuTTYlCakUnciBaÆwm eTaHbICakMBugEt

dak;BakÛsMuk'edaykÕéglkÂN:xÝHeKk'/acTTYl@nnUvcÖab;

/nuBaËatBiessµrs;enAEdr.

①cMeBaHkUnciBaÆwmEdlrs;enAxuscÖab;man/ayu

eRkam/ayukMNt;EdlRtUvTTYlkatBÞkicÆ/b;rMsikßaBI

rdÍaPi@lCb"un.

②mÑay VBukbegÁItrbs;xÝën@nRtLb;eTARbeTsvij

TukkUnecaledaymin@nciBaÆwmbI@c;EfrkßaTal;EtesaH.

③kMBugEtsÒitenAeRkamkarRKb;RKgciBaÆwmbI@c;

/b;rMEfrkßaBitR@kdEmn.@nTTYlyl;RBmdak;

bBaÆêleQÚaHkÕégbBaÈIb&NÐRtYtBinitÛ suxPaBRKYsar.

･ karcUlsBaÈati

  ¥ karcUlsBaÈaticaM@c;RtUveTAdak;bMeBj

sMNuMlixit/nuBaËatBIRksYgyutÑiFm%.

 ¥ kÕégkrNIEdl/accUlsBaÈati@nKWRtUvrs;

enARsukCb"unCab;elIsBImYyqÕaMedaymancuH/as&ydÍanBitR@kd

(min/aceRbIkar@ncMeBaH/ÕkEdlmanTidÍakarry:eBlxÝI)

nigcMeBaHEt/ÕkEdlmanPsÑétagbBaÈak;BIRbeTs

kMeNItrbs;xÝënfaenAminTan;RKb;v&yenAeBlEdl@nTTYlµeFÞICa

kUnciBaÆwmrbs;CnCatiCb"un.
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ふ ろ く

付録  
かんけいきかんいちらん

関係機関一覧

tarag^nRksYgrdÍ@l
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１．国の機関

（１）主要官庁

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

内閣府 100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 03（5253）2111

（金融庁） 100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 （中央合同庁舎４号館） 03（3506）6000

国家公安委員会 100-8974 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 （中央合同庁舎２号館） 03（3581）0141

防衛庁 162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 03（3268）3111

総務省 100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 （中央合同庁舎２号館） 03（5253）5111

法務省 100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 （中央合同庁舎６号館） 03（3580）4111

外務省 100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1 03（3580）3311

財務省 100-8940 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 03（3581）4111

文部科学省 100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 03（3581）4211

厚生労働省 100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 （中央合同庁舎５号館本館) 03（5253）1111

農林水産省 100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 （中央合同庁舎１号館） 03（3502）8111

経済産業省 100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 03（3501）1511

国土交通省 100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 （中央合同庁舎３号館) 03（5253）8111

環境省 100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 （中央合同庁舎５号館本館） 03（3581）3351

（２）在日大使館および領事館

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

アメリカ合衆国大使館 107‐8420 港区赤坂1丁目10‐5 03-3224-5000

アルゼンティン共和国大使館 106‐0046 港区元麻布2丁目14‐14 03-5420-7101

イラン・イスラム共和国大使館 106‐0047 港区南麻布3丁目10‐32 03-3446-8011

インドネシア共和国大使館 141‐0022 品川区東五反田5丁目2‐9 03-3441-4201

インド大使館 102‐0074 千代田区九段南2丁目2‐11 03-3262-2391

ヴィエトナム社会主義共和国大使館 151‐0062 渋谷区元代々木町50‐11 03-3466-3311

オーストラリア大使館 108-0073 港区三田2丁目1-14 03-5232-4111

オランダ王国大使館 105‐0011 港区芝公園3丁目6‐3 03-5401-0411

カナダ大使館 107‐8503 港区赤坂7丁目3‐38 03-3408-2101

カンボディア王国大使館 107‐0052 港区赤坂8丁目6‐9 03-5412-8521

コロンビア共和国大使館 141‐0021 品川区上大崎3丁目10‐53 03-3440-6451

シンガポール共和国大使館 106‐0032 港区六本木5丁目12‐3 03-3586-9111

スウェーデン王国大使館 106‐0032 港区六本木1丁目10‐3‐100 03-5562-5050

スリ・ランカ民主社会主義

              共和国大使館

108-0074 港区高輪2丁目1-54 03-3440-6911

タイ王国大使館 141‐0031 品川区上大崎3丁目14‐6 03-3447-2247

ドイツ連邦共和国大使館 106‐0047 港区南麻布4丁目5‐10 03-3473-0151



５６

ナイジェリア連邦共和国大使館 153‐0064 目黒区下目黒5丁目11‐17 03-5721-5391

パキスタン・イスラム共和国大使館 106-0046 港区元麻布2-14-9 03-3454-4861

パラグァイ共和国大使館 141-0021 品川区上大崎3-12-9 03-3443-9703

バングラデシュ人民共和国大使館 153‐0063 目黒区目黒4丁目15‐15 03-5704-0216

フィリピン共和国大使館 150‐0036 渋谷区南平台町11‐24 03-3496-2731

ブラジル連邦共和国大使館 107‐8633 港区北青山2丁目11‐12 03-3404-5211

フランス大使館 106‐8514 港区南麻布4丁目11‐44 03-5420-8800

ペルー共和国大使館 150‐0011 渋谷区東4丁目4‐27 03-3406-4243

ポーランド共和国大使館 108‐0074 港区高輪4丁目5‐14 オークホームズ 03-3280-2881

ボリヴィア共和国大使館 106‐0031 港区西麻布4丁目12‐24 興和38ビルディング8階804号室 03-3499-5441

マレイシア大使館 150‐0036 渋谷区南平台町20‐16 03-3476-3840

ミャンマー連邦大使館 140‐0001 品川区北品川4丁目8‐26 03-3441-9291

メキシコ合衆国大使館 100‐0014 千代田区永田町2丁目15‐1 03-3581-1131

ラオス人民民主共和国大使館 106‐0031 港区西麻布3丁目3‐22 03-5411-2291

ロシア連邦大使館 106‐0041 港区麻布台2丁目1‐1 03-3583-4224

在横浜ヴェネズエラ共和国名誉領事館 231‐0023 横浜市中区山下町70‐3 住友海上・上野共同ビル 045-663-2988

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

在横浜エル・サルヴァドル共和国

名誉総館

231‐0005 横浜市中区本町1丁目3 綜通横浜ビル9階 045-224-8012

在横浜オランダ名誉領事館 230‐0054 横浜市鶴見区大黒埠頭4番地 大黒C‐2ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F

ﾈｯﾄﾞﾛｲﾄﾞﾗｲﾝｽﾞ㈱

045-506-1401

在横浜スリランカ民主社会主義共和国

名誉総領事館

235‐0019 横浜市磯子区磯子台4丁目8 045-752-0770

在横浜タイ王国名誉総領事館 220‐0005 横浜市西区南幸 2丁目12‐6 ストーク・ミキビル403号 045-312-4128

在横浜デンマーク王国名誉領事館 230‐0054 横浜市鶴見区大黒埠頭21 マースク大黒C3ﾀｰﾐﾅﾙ

ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 　ﾏｰｸｽ(株）

045-506-6862

在横浜フィリピン共和国名誉領事館 231‐0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル622号室 045-671-7351

在横浜メキシコ合衆国名誉領事館 231‐0023 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル719号室 045-671-7277

在横浜大韓民国総領事館 231‐0862 横浜市中区山手町118 045-621-4531

大韓民国大使館 106‐8577 港区南麻布1丁目2-5 03-3452-7611

中華人民共和国大使館 106‐0046 港区元麻布3丁目4‐33 03-3403-3380

連合王国大使館 102‐8381 千代田区一番町1 03-3265-5511

（３）入国管理局

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

東京入局 管理局横浜支局 231-0023 横浜市中区山下町３７－９ 045-661-5110

　外国人在留総合インフォメーションセンター （東京入局 管理局横浜支局内） 月～金　9:00～12:00 045（651）2851



５７

         13:00～16:00 045（651）2852

（４）労働基準監督署

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

神奈川労働基準監督署 231-0003 横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎９階 045（211）7350

横浜南労働基準監督署 231-0003 横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎９階 045（211）7373

横浜北労働基準監督署 222-0033 横浜市港北区新横浜３-２４-６ 045（474）1251

横浜港北地方合同庁舎３階

横浜西労働基準監督署 247-8555 横浜市栄区笠間町１１０９ 045（892）3141

鶴見労働基準監督署 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央２-６-１８ 045（501）4968

川崎南労働基準監督署 210-0012 川崎市川崎区宮前町８-２ 044（244）1271

川崎北労働基準監督署 211-0021 川崎市中原区木月住吉町２０６７ 044（411）3181

横須賀労働基準監督署 237-0072 横須賀市長浦町１-１６０９ 0468（23）0858

平塚労働基準監督署 254-0047 平塚市追分１-１ 0463（32）4600

藤沢労働基準監督署 251-0054 藤沢市朝日町５-１２ 藤沢労働総合庁舎３階 0466（23）6753

小田原労働基準監督署 250-0004 小田原市浜町１-７-１１ 0465（22）7151

厚木労働基準監督署 243-0014 厚木市旭町２-２-１ 0462（28）1331

相模原労働基準監督署 229-0036 相模原市富士見６-１０-１０  相模原地方合同庁舎４階 0427（52）2051

（５）税務署

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜中税務署 231-8550 横浜市中区山下町37番地9号 横浜地方合同庁舎 045（651）1321

横浜南 税務署 236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号 045（789）3731

保土ヶ谷税務署 240-8550 横浜市保土ヶ谷区帷子町2丁目64番地 045（331）1281

戸塚税務署 244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地 045（863）0011

神奈川税務署 222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5 045（544）0141

緑 税務署 225-8550 横浜市青葉区市ヶ尾町22番地3号 045（972）7771

鶴見税務署 230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号 045（521）7141

川崎南 税務署 210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号 044（222）7531

川崎北税務署 213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号 044（852）3221

川崎西税務署 215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号 川崎西合同庁舎 044（965）4911

横須賀税務署 238-8565 横須賀市上町3丁目1番地 0468（24）5500

鎌倉税務署 248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号 0467（22）5591

藤沢税務署 251-8566 藤沢市朝日町1番地の11 0466（22）2141

平塚税務署 254-8533 平塚市松風町2番30号 0463（22）1400

厚木税務署 243-8577 厚木市水引1丁目10番7号 046（221）3261

大和税務署 242-8567 大和市中央5丁目14番22号 046（262）9411
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相模原税務署 229-8511 相模原市富士見6丁目4番14号 042（756）8211

小田原税務署 250-8511 小田原市荻窪440番地 0465（35）4511

（６）職業安定所

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜公共職業 安定所外国人専門官 231-0005 横浜市中区本町3-30 045（663）8609

横浜公共職業 安定所横浜港出張所 231-0002 横浜市中区海岸通4-23 045（201）2031

厚木公共職業 安定所外国人専門官 243-0003 厚木市寿町3-7-10 0462（96）8609

川崎公共職業 安定所外国人専門官 210-0002 川崎市川崎区榎町9-4 044（244）8609

鶴見公共職業 安定所 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-3-36 045（501）8609

戸塚公共職業 安定所 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3722 045）864）8609

横須賀公共職業 安定所 238-0008 横須賀市大滝町1-3 0468（24）8609

平塚公共職業 安定所外国人専門官 254-8578 平塚市松風町2-7 0463（24）8609

小田原公共職業 安定所 250-0012 小田原市本町1-2-17 0465（23）8609

藤沢公共職業 安定所外国人専門官 251-0054 藤沢市朝日町5-12 0466（23）8609

相模原公共職業 安定所 229-0036 相模原市富士見6-10-10 042（776）8609

松田公共職業 安定所 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領2037 0465（82）8609

川崎北公共職業 安定所 213-8573 川崎市高津区千年698-1 044（777）8609

港北公共職業 安定所 222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6 045（474）1221

横浜南 公共職業 安定所 236-8609 横浜市金沢区寺前1-9-6 045（788）8609

大和公共職業 安定所 242-0018 大和市深見西3-3-21 0462（60）8609

２．都道府県等

（１）都道府県

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

北海道 060-0003 札幌市中央区北３条西６ 011(231)4111

青森県 030-0861 青森市長島１－１－１ 0177(22)1111

岩手県 020-0023 盛岡市内丸１０－１ 019(651)3111

宮城県 980-0014 仙台市青葉区本町３－８－１０ 022(211)2111

秋田県 010-0951 秋田市山王４－１－１ 018(860)1111

山形県 990-0023 山形市松波２－８－１ 023(630)2211

福島県 960-8065 福島市杉妻町２－１６ 024(521)1111

茨城県 310-8555 水戸市笠原町９７８－６ 029(301)1111

栃木県 320-0027 宇都宮市塙田１－１－２０ 028(623)2323

群馬県 371-0026 前橋市大手町１－１－１ 027(223)1111

埼玉県 336-0011 浦和市高砂３－１５－１ 048(824)2111
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千葉県 260-0855 千葉県中央区市場町１－１ 043(223)2255（*）

東京都 160-0023 新宿区西新宿２－８－１ 03(5321)1111

新潟県 950-8570 新潟市新光町４－１ 025(285)5111

富山県 930-0006 富山市新総曲輪１－７ 0764(31)4111

石川県 920-0962 金沢市広坂２－１－１ 076(223)1111

福井県 910-0005 福井県大手３－１７－１ 0776(21)1111

山梨県 400-0031 甲府市丸の内１－６－１ 055(237)1111

長野県 380-0837 長野市大字南長野字幅下６９２－２ 026(232)0111

岐阜県 500-8384 岐阜市藪田南２－１－１ 058(272)1111

静岡県 420-0853 静岡市追手町９－６ 054(221)2244

愛知県 460-0001 名古屋市中区三の丸３－１－２ 052(961)2111

三重県 514-0006 津市広明町１３ 059(224)2036(*）

滋賀県 520-0044 大津市京町4-1-1 077(524)1121

京都府 600-8374 京都府上京区下立売通新町西入藪の内町 075(451)8111

大阪府 540-0008 大阪市中央区大手前２－１－２２ 06(694190351

兵庫県 650-0011 神戸市中央区下山手通５－１０－１ 078(341)7711

奈良県 630-8213 奈良市登大路町 0742(22)1101

和歌山県 640-8269 和歌山市小松原通１－１ 0734(32)4111

鳥取県 680-0011 鳥取市東町１－２２０ 0857(26)7111

島根県 690-0887 松江市殿町１ 0852(22)5111

岡山県 700-0824 岡山市内山下２－４－６ 086(224)2111

広島県 730-0011 広島市中区基町１０－５２ 082(228)2111

山口県 753-0071 山口市滝町１－１ 0839(33)2343(*）

徳島県 770-0941 徳島市万代町１－１ 088(621)2500

香川県 760-0017 高松市番町４－１－１０ 087(831)1111

愛媛県 790-0001 松山市一番町４－４－２ 089(941)2111

高知県 780-0850 高知市丸ノ内１－２－２０ 0888(23)1111

福岡県 812-0045 福岡市博多区東公園７－７ 092(651)1111

佐賀県 840-0041 佐賀市城内１－１－５９ 0952(24)2111

長崎県 850-0861 長崎市江戸町２－１３ 095(824)1111

熊本県 862-0950 熊本市水前寺６－１８－１ 096(383)1111

大分県 870-0022 大分市大手町３－１－１ 097(536)1111

宮崎県 880-0805 宮崎市橘通東２－１０－１ 0985(24)1111

鹿児島県 892-0816 鹿児島市山下町１４－５０ 099(286)8111

沖縄県 900-0021 那覇市泉崎１－２－２ 098(866)2333

(*)は国際交流担当

課直通



６０

（２）政令指定都市

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

札幌市 060-0001 札幌市中央区北１条西２ 011(211)2111

仙台市 980-0803 仙台市青葉区国分町３－７－１ 022(261)1111

千葉市 260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 043(245)5111

名古屋市 460-0001 名古屋市中区三の丸３－１－１ 052(961)1111

京都市 604-0925 京都市中京区寺町通御池上る 上本能寺前町４８８ 075(222)3072（*）

大阪市 530-0005 大阪市北区中之島１－３－２０ 06(6208)8181

神戸市 650-0001 神戸市中央区加納町６－５－１ 078(331)8181

広島市 730-0042 広島市中区国泰寺１－６－３４ 082(245)2111

北九州市 803-0813 北九州市小倉北区城内１－１ 093(582)2162

福岡市 810-0001 福岡市中央区天神１－８－１ 092(711)4111

(*)は国際交流担当

課直通

（３）都道府県地域国際化協会

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

（社）北方圏センター 060-0003 札幌市中央区北三条西７丁目 道庁別館12F 011-221-7840

（財）青森県国際交流協会 030-0803 青森市安方1-1-32 水産ビル5F 0177-35-2221

（財）岩手県国際交流協会 020-0025 盛岡市大沢川原2-4-20 019-654-8900

（財）宮城県国際交流協会 981-0914 仙台市青葉区堤通  雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎7F 022-275-3796

（財）秋田県国際交流協会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館4F 018-864-1181

（財）山形県国際交流協会 990-0042 山形市七日町1-4-47 COCO21ビル5F 023-624-0043

（財）福島県国際交流協会 960-8103 福島市舟場町２ー１ 福島県庁舟場町分館２F 024-524-1315

（財）茨城県国際交流協会 310-0851 水戸市千波町後川745 県民文化センター分館2F 029-241-1611

（財）栃木県国際交流協会 320-0033 宇都宮市本町9-14 とちぎ国際交流センター内 028-621-0777

（財）群馬県国際交流協会 371-0023 前橋市本町1-4-4 安田火災群馬ビル6F 027-243-7271

（財）埼玉県国際交流協会 336-0002 浦和市北浦和5-6-5 浦和地方庁舎内３階 048-833-2992

（財）千葉県国際交流協会 261-7114 千葉市美浜区中瀬2-6 マリブイースト14F 043-297-0245

（財）東京国際交流財団 100-0005 千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラム11F 03-5221-9021

（財）神奈川県国際交流協会 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 神奈川県立地球市民

かながわプラザ1F

045-896-2626

（財）新潟県国際交流協会 950-0965 新潟市新光町16-4 荏原新潟ビル3F 025-285-6020

（財）とやま国際センター 930-0856 富山市牛島新町5-5 インテック明治生命ビル４F 076-444-2500

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ



６１

（財）石川県国際交流協会 920-0853 金沢市本町1-5-3　リファーレ3F 石川県国際交流センター内 076-222-5931

（財）福井県国際交流協会 910-0004 福井市宝永3-1-1 0776-28-8800

（財）山梨県国際交流協会 400-0035 甲府市飯田2-2-3 山梨県国際交流センター内 055-228-5419

（財）長野県国際交流推進協会 380-8570 長野市南 長野692-2 長野県庁東庁舎1F 026-235-7186

（財）岐阜県国際交流センター 500-8384 岐阜市藪田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館6F 058-277-1013

（財）静岡県国際交流協会 420-8601 静岡市追手町9-6 静岡県庁西館4F 054-221-3355

（財）愛知県国際交流協会 460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 愛知県三の丸庁舎 052-961-8744

（財）三重県国際交流財団 514-0003 津市桜橋3-446-34 三重県津庁舎5F 059-223-5006

（財）滋賀県国際協会 520-0801 大津市におの浜1-1-20 ピアザ淡海2F 077-526-0931

（財）京都府国際センター 600-8216 京都市下京区烏丸通 塩小路下ル 京都駅ビル9階 075-342-5000

（財）大阪府国際交流財団 537-0025 大阪市東成区中道1-10-26 サクラ森ノ宮ビル10F 06-6973-7500

（財）兵庫県国際交流協会 651-0073 神戸市中央区脇浜 海岸通1-5-1 078-230-3260

（財）なら・シルクロード博

　　　記念国際交流財団

630-8215 奈良市東向 中町28 奈良近鉄駅ビル6F 0742-27-1822

（財）和歌山県国際交流協会 640-8319 和歌山市手平2-1-2 和歌山県立県民交流プラザ

「和歌山ビッグ愛」8F

0734-35-5240

（財）鳥取県国際交流財団 680-0947 鳥取市湖山町西4-110-5 鳥取空港国際会館１F 0857-31-5951

（財）しまね国際センター 690-0826 松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ2F 0852-31-5056

（財）岡山県国際交流協会 700-0026 岡山市奉還町2-2-1 岡山国際交流センター内 086-256-2000

（財）ひろしま国際センター 730-0037 広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ6F 082-541-3777

（財）山口県国際交流協会 753-0811 山口市吉敷3185-1 0839-25-7353

（財）徳島県国際交流協会 770-0831 徳島市寺島本町西1-61 クレメントプラザ6F 088-656-3303

（財）香川県国際交流協会 760-0017 高松市番町1-11-63 アイパル香川内 087-837-5908

（財）愛媛県国際交流協会 790-0007 松山市堀之内8 089-943-6688

（財）高知県国際交流協会 780-0870 高知市本町4-1-37 丸の内ビル2F 088-875-0022

（財）福岡県国際交流センター 810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡内 092-725-9204

（財）佐賀県国際交流協会 840-8570 佐賀市城内1-1-59 佐賀県国際交流課内 0952-25-7921

（財）長崎県国際交流協会 850-0873 長崎市諏訪町5-20 095-823-3931

熊本県国際交流連絡協議会 862-8570 熊本市水前寺6-18-1 熊本県国際課内 096-387-7527

（財）大分県国際交流センター 870-0047 大分市中島西3-1-7 097-538-5161

（財）宮崎県国際交流協会 880-0804 宮崎市宮田町1-6 宮城県庁東別館6F 0985-32-8457

（財）鹿児島県国際交流協会 892-0842 鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル11F

国際交流プラザ内

099-225-3279

（財）沖縄県国際交流財団 902-0064 那覇市寄宮1-8-39 098-836-9900

（４）政令指定都市国際化協会

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ



６２

（財）札幌国際プラザ 060-0001 札幌市中央区北1条西3札幌MNビル 011-211-2105

（財）仙台国際交流協会 980-0856 仙台市青葉区青葉山仙台国際センター内 022-265-2211

（財）千葉市国際交流協会 260-0028 千葉市中央区新町1000 センシティタワー12F 043-238-8000

（財）横浜市国際交流協会 231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル3F 045-671-7128

（財）川崎市国際交流協会 211-0033 川崎市中原区木月祗園町237-1 川崎市国際交流センター内 044-435-7000

（財）名古屋国際センター 450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 052-581-5678

（財）京都市国際交流協会 606-8436 京都市左京区栗田口鳥居町2-1 075-752-3010

（財）大阪国際交流センター 543-0001 大阪市天王寺区上本町8-2-6 06-6772-5931

（財）神戸国際協力交流センター 651-0087 神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館20F 078-291-0641

（財）広島平和文化センター 730-0811 広島市中区中島町1-5 広島国際会議場3F 082-242-8879

（財）北九州国際交流協会 805-0062 北九州市八幡東区平野1-1-1 国際村交流センター3F 093-662-0055

（財）福岡国際交流協会 810-0001 福岡市中央区天神1-10-1 福岡市役所北別館5F 092-733-5630

３．県の機関

（１）行政センター

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横須賀三浦地区行政センター 238-0006 横須賀市日の出町2-9-19 0468(23)0210

県央地区行政センター 243-0004 厚木市水引2-3-1 046(224)1111

湘南地区行政センター 254-0073 平塚市西八幡1-3-1 0463(22)2711

足柄上地区行政センター 258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-2 0465(83)5111

西湘地区行政センター 250-0012 小田原市本町2-3-24 0465(22)1151

津久井地区行政センター 220-0207 津久井郡津久井町中野937-2 042(784)1111

（２）労働センター

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜労働センタ ー 231-8583 横浜市中区寿町1-4 045(633)6110

川崎労働センター 213-0001 川崎市高津区溝口１－６－１２ 044(833)3141

（３）保健福祉事務所

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

平塚保健福祉事務所 254-0051 平塚市豊原町6-21 0463(32)0130

鎌倉保健福祉事務所 248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-16-13 0467(24)3900

藤沢保健福祉事務所 251-0025 藤沢市鵠沼石上2-7-1 0466(26)2111

小田原保健福祉事務所 250-0013 小田原市南町2-4-45 0465(22)3135

茅ヶ崎保健福祉事務所 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7 0467(85)1171

三崎保健福祉事務所 238-0221 三浦市三崎町六合32 0468(82)6811

秦野保健福祉事務所 257-0031 秦野市曽屋2-9-9 0463(82)1428



６３

厚木保健福祉事務所 243-0004 厚木市水引2-3-1 046(224)1111

大和保健福祉事務所 242-0021 大和市中央1-5-26 046(261)2948

足柄上保健福祉事務所 258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-2 0465(83)5111

津久井保健福祉事務所 220-0207 津久井郡津久井町中野937-2 042(784)1111

（４）児童相談所

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市中央児童相談所 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町5-10 045(331)5471

横浜市南部児童相談所 235-0045 横浜市磯子区洋光台3-18-29 045(831)4735

横浜市北部児童相談所 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 045(948)2441

川崎市中央 児童相談所 213-0013 川崎市高津区末長276-5 044(877)8111

川崎市南部児童相談所 210-0804 川崎市川崎区藤崎1-6-8 044(244)7411

中央 児童相談所 252-0813 藤沢市亀井野3119 0466(84)1600

横須賀児童相談所 239-0807 横須賀市根岸町4-2-16 0468(36)4340

小田原児童相談所 250-0013 小田原市南町2-4-47 0465(23)0388

相模原児童相談所 228-0803 相模原市相模大野6-15-37 042(742)4698

厚木児童相談所 243-0004 厚木市水引2-3-1 046(224)1111

（５）高等職業技術校

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

鶴見高等職業  技術校 230-0004 横浜市鶴見区元宮2-4-13 045(573)1321

紅葉ヶ丘高等職業  技術校 220-0044 横浜市西区紅葉ヶ丘44 045(242)1331

京浜高等職業  技術校 210-0838 川崎市川崎区境町11-23 044(233)6711

川崎高等職業  技術校 211-0041 川崎市中原区下小田中5-9-1 044(777)5786

横須賀高等職業  技術校 237-0062 横須賀市浦郷町4-31 0468(65)5336

横須賀高等職業  技術校衣笠分校 238-0022 横須賀市公郷町3-122-1 0468(51)2189

平塚高等職業  技術校 254-0016 平塚市東八幡4-19-4 0463(23)1922

藤沢高等職業  技術校 251-0015 藤沢市川名290-2 0466(25)2425

小田原高等職業  技術校 250-0034 小田原市板橋726-1 0465(23)2275

相模原高等職業  技術校 229-0006 相模原市淵野辺2-7-1 042(752)6647

秦野高等職業  技術校 257-0031 秦野市曽屋1210 0463(81)0870

（６）警察署

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

加賀町警察署 231-0023 横浜市中区山下町203 045(641)0110

山手警察署 231-0804 横浜市中区本牧宮原1-15 045(623)0110

磯子警察署 235-0016 横浜市磯子区磯子1-3-5 045(761)0110



６４

金沢警察署 236-0021 横浜市金沢区泥亀2-10-1 045(782)0110

南 警察署 232-0061 横浜市南区大岡2-31-4 045(742)0110

伊勢佐木警察署 231-0038 横浜市中区山吹町2-3 045(231)0110

戸部警察署 220-0041 横浜市西区戸部本町50-6 045(324)0110

神奈川警察署 221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-15-3 045(441)0110

鶴見警察署 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-9 045(504)0110

保土ヶ谷警察署 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-7 045(335)0110

旭 警察署 241-0024 横浜市旭区本村町33-5 045(361)0110

港南警察署 233-0004 横浜市港南区港南中央通11-1 045(842)0110

港北警察署 222-0032 横浜市港北区大豆戸町508 045(546)0110

緑警察署 226-0014 横浜市緑区台村町135-14 045(932)0110

青葉警察署 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町29-1 045(972)0110

戸塚警察署 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3158-1 045(862)0110

栄警察署 247-0005 横浜市栄区桂町320-2 045(894)0110

泉  警察署 245-0016 横浜市泉区和泉町5867-26 045(805)0110

瀬谷警察署 246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町213-1 045(366)0110

横浜水上 警察署 231-0002 横浜市中区海岸通1-1 045(212)0110

川崎警察署 210-0015 川崎市川崎区南町17 044(222)0110

川崎臨港警察署 210-0832 川崎市川崎区池上新町2-17-14 044(266)0110

幸    警察署 210-0921 川崎市幸区都町80 044(548)0110

中原警察署 211-0063 川崎市中原区小杉町3-256 044(722)0110

高津警察署 213-0001 川崎市高津区溝口4-5-1 044(822)0110

宮前警察署 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-19-11 044(853)0110

多摩警察署 214-0032 川崎市多摩区枡形3-1-1 044(922)0110

麻生警察署 215-0026 川崎市麻生区吉沢86-1 044(951)0110

横須賀警察署 238-0004 横須賀市小川町10 0468(22)0110

田浦警察署 237-0076 横須賀市船越町5-31 0468(61)0110

浦賀警察署 239-0822 横須賀市浦賀町5-1 0468(44)0110

三浦警察署 238-0221 三浦市三崎町六合3 0468(81)0110

葉山警察署 240-0111 三浦郡葉山町一色2034 0468(76)0110

逗子警察署 249-0005 逗子市桜山4-8-41 0468(71)0110

鎌倉警察署 248-0006 鎌倉市小町1-8-4 0467(23)0110

大船警察署 247-0056 鎌倉市大船1709-2 0467(46)0110

藤沢警察署 251-0028 藤沢市本鵠沼4-1-8 0466(24)0110

藤沢北恵札署 252-0805 藤沢市円行2-5-1 0466(45)0110

茅ヶ崎警察署 253-0045 茅ヶ崎市十間坂1-3-25 0467(82)0110

平塚警察署 254-0073 平塚市西八幡1-3-2 0463(31)0110

大磯警察署 259-0111 中郡大磯町国府本郷207-1 0463(72)0110



６５

小田原警察署 250-0012 小田原市本町1-7-58 0465(22)0110

松田警察署 258-0004 足柄上郡松田町松田庶子477-1 0465(82)0110

秦野警察署 257-0045 秦野市桜町1-4-6 0463(83)0110

伊勢原警察署 259-1142 伊勢原市田中819 0463(94)0110

厚木警察署 243-0004 厚木市水引2-3-1 046(223)0110

大和警察署 242-0021 大和市中央5-15-4 046(261)0110

座間警察署 228-0024 座間市入谷1-193 046(256)0110

相模原警察署 229-0036 相模原市富士見1-1-1 042(754)0110

相模原南  警察署 229-0004 相模原市古淵6-29-1 042(749)0110

津久井警察署 220-0207 津久井郡津久井町中野308 042(780)0110

（７）その他

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

パスポートセンター 231-0023 横浜市中区山下町2 045(671)7201

　　〃　　　川崎支所 210-0013 川崎市幸区  堀川町580 044(549)8000

　　〃　　　県央支所 243-0018 厚木市中町1-5-10 046(223)8671

県警運転免許本部

       自動車運転免許試験場

241-0815 横浜市旭区中尾町2-3-1 045(365)3111

地球市民かながわプラザ 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷１－２－１ 045(896)2121

かながわ県民生活サポートセンター 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 045(312)1121

かながわ女性センター 251-0036 藤沢市江ノ島1-11-1 0466(27)2116

４．市区町村

（１）市区町村役所・役場

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市役所 231-0017 横浜市中区港町1-1 045(671)2121

　　鶴見区役所 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 045(510)1818

　　神奈川区役所 221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8 045(411)7171

　　西区役所 220-0051 横浜市西区中央1-5-10 045(320)8484

　　中区役所 231-0021 横浜市中区日本大通35 045(224)8181

　　南区役所 232-0018 横浜市南区花之木町3-48-1 045(743)8282

　　港南区役所 233-0004 横浜市港南区港南中央通10-1 045(847)8484

　　保土ヶ谷区役所 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9 045(334)6262

　　旭区役所 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12 045(954)6161

　　磯子区役所 235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1 045(750)2323

　　金沢区役所 236-0021 横浜市金沢区泥亀2-9-1 045(788)7878

　　港北区役所 222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1 045(540)2323



６６

　　緑区役所 226-0013 横浜市緑区寺山町118 045(930)2323

　　青葉区役所 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 045(978)2323

　　都築区役所 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 045(948)2323

　　戸塚区役所 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町157-3 045(866)8484

　　栄区役所 247-0005 横浜市栄区桂町303-19 045(894)8181

　　泉区役所 245-0016 横浜市泉区和泉町4636-2 045(800)2323

　　瀬谷区役所 246-0021 横浜市瀬谷区二ッ橋町190 045(367)5656

川崎市役所 210-8577 川崎市川崎区宮本町1 044(200)2111

　　川崎区役所 210-8570 川崎市川崎区東田町8 044(201)3113

　　　　大師支所 210-0812 川崎市川崎区東門前2-1-1 044(271)0130

　　　　田島支所 210-0852 川崎市川崎区鋼管通2-3-7 044(322)1960

　　幸区役所 210-8575 川崎市幸区戸手本町1-11-1 044(556)6666

　　　　日吉出張所 211-0955 川崎市幸区南加瀬1-1-1 044(599)1121

　　中原区役所 211-8570 川崎市中原区小杉町3-245 044(744)3113

　　高津区役所 213-8570 川崎市高津区下作延274-2 044(861)3113

　　　　橘   出張所 213-0022 川崎市高津区千年1362-1 044(777)2355

　　宮前区役所 216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5 044(856)3113

　　　　向丘  出張所 216-0022 川崎市宮前区平1-1-10 044(866)6461

　　多摩区役所 214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1 044(935)3113

　　　　生田出張所 214-0038 川崎市多摩区生田7-16-1 044(933)7111

　　麻生区役所 215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1 044(965)5100

横須賀市役所 238-8550 横須賀市小川町11 0468(22)4000

　　追浜行政センター 237-0061 横須賀市夏島町9 0468(65)1111

　　田浦行政センター 237-0076 横須賀市船越町6-77 0468(61)4181

　　逸見行政センター 238-0045 横須賀市東逸見町2-29 0468(22)2575

　　衣笠行政センター 238-0022 横須賀市公郷町2-11 0468(53)1611

　　大津行政センター 239-0808 横須賀市大津町3-50 0468(36)3531

　　浦賀行政センター 239-0822 横須賀市浦賀町5-3 0468(41)4155

　　久里浜行政センター 239-0831 横須賀市久里浜6-14-2 0468(34)1111

　　北下浦行政センター 239-0842 横須賀市長沢2-7-7 0468(48)0411

　　西行政センター 240-0101 横須賀市長坂1-2-2 0468(56)3157

平塚市役所 254-0041 平塚市浅間町9-1 0463(23)1111

鎌倉市役所 248-8686 鎌倉市御成町18-10 0467(23)3000

　　腰越支所 248-0033 鎌倉市腰越864 0467(33)0710

　　深沢支所 248-0022 鎌倉市常磐111-3 0467(48)0021

　　大船支所 247-0056 鎌倉市大船2-1-26 0467(45)7711

　　玉縄支所支所 247-0072 鎌倉市岡本2-16-3 0467(44)2217



６７

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

藤沢市役所 251-0054 藤沢市朝日町1-1 0466(25)1111

　　六会市民センター 252-0813 藤沢市亀井野4-8-1 0466(81)6677

　　片瀬市民センター 251-0032 藤沢市片瀬3-9-6 0466(27)2711

　　明治市民センター 251-0042 藤沢市辻堂新町1-11-23 0466(34)3444

　　御所見市民センター 252-0824 藤沢市打戻1926 0466(48)1002

　　遠藤市民センター 252-0816 藤沢市遠藤2984-3 0466(87)3009

　　長後市民センター 252-0801 藤沢市長後513 0466(44)1622

　　辻堂市民センター 251-0045 藤沢市辻堂東海岸1-1-41 0466(34)8661

　　善行市民センター 251-0871 藤沢市善行1-2-3 0466(81)4431

　　湘南大庭市民センター 251-0861 藤沢市大庭5406-1 0466(87)1111

　　湘南台市民センター 252-0804 藤沢市湘南台1-8 0466(45)1600

小田原市役所 250-8555 小田原市荻窪300 0465(33)1302

　　大窪支所 250-0034 小田原市板橋179-5 0465(22)6417

　　早川支所 250-0021 小田原市早川1-16-12 0465(22)6202

　　桜井支所 250-0852 小田原市栢山2065-1 0465(36)0303

　　豊川支所 250-0862 小田原市成田477-1 0465(36)5222

　　上府中支所 250-0215 小田原市千代813 0465(42)1628

　　下曽我支所 250-0206 小田原市曽我原147 0465(42)0954

　　片浦支所 250-0024 小田原市根府川77-1 0465(29)0121

　　曽我支所 250-0208 小田原市下大井75-1 0465(42)1636

　　橘支所 256-0813 小田原市前川655 0465(43)0111

茅ヶ崎市役所 253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 0467(82)1111

　　小出支所 253-0008 茅ヶ崎市芹沢888 0467(51)0005

逗子市役所 249-8686 逗子市逗子5-2-16 0468(73)1111

相模原市役所 229-0039 相模原市中央2-11-15 042(754)1111

　　橋本出張所 229-1103 相模原市橋本6-31-6 042(772)6451

　　大野北出張所 229-0033 相模原市鹿沼台1-10-20 042(752)2023

　　大野中出張所 229-0004 相模原市古淵3-21-1 042(742)2226

　　大野南出張所 228-0803 相模原市相模大野5-31-1 042(749)2131

　　大沢出張所 229-1135 相模原市大島1776-5 042(761)2610

　　田名出張所 229-1124 相模原市田名4834 042(761)0056

　　上溝出張所 229-1123 相模原市上溝7-7-15 042(762)0079

　　麻溝出張所 229-0016 相模原市当麻1324-2 042(778)1006

　　新磯出張所 228-0827 相模原市磯部916-3 0462(51)0014

　　相模台出張所 228-0821 相模原市相模台1-13-5 042(744)1609

　　相武台出張所 228-0825 相模原市新磯野3-29-13 0462(51)5373



６８

　　東林出張所 228-0812 相模原市相南1-10-10 042(744)5161

三浦市役所 238-0298 三浦市城山町1-1 0468(82)1111

　　南下浦出張所 238-0101 三浦市南下浦町上宮田3274 0468(88)1111

　　初声出張所 238-0113 三浦市初声町入江200 0468(88)6111

秦野市役所 257-8501 秦野市桜町1-3-2 0463(82)5111

厚木市役所 243-0018 厚木市中町3-17-17 0462(23)1511

大和市役所 242-8601 大和市下鶴間1-1-1 0462(63)1111

大和市役所渋谷分室 242-0024 大和市福田2021-2 0462(67)2330

伊勢原市役所 259-1188 伊勢原市田中348 0463(94)4711

海老名市役所 243-0492 海老名市勝瀬175-1 0462(31)2111

座間市役所 228-0021 座間市緑ヶ丘1-1-1 0462(55)1111

　　北出張所 228-0001 座間市相模が丘3-38-1 0462(59)1640

　　東出張所 228-0003 座間市ひばりが丘1-5511-2 0462(59)1610

　　西出張所 228-0024 座間市入谷1-3097 0462(59)1620

　　南出張所 228-0004 座間市東原4-13-13 0462(59)1630

南足柄市役所 250-0105 南足柄市関本440 0465(74)2111

　　岡本支所 250-0117 南足柄市塚原1574 0465(74)2311

　　福沢支所 250-0102 南足柄市千津島941 0465(74)2312

綾瀬市役所 252-1123 綾瀬市早川550 0467(77)1111

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

葉山町役場 240-0192 三浦郡葉山町堀内2135 0468(76)1111

寒川町役場 253-0196 高座郡寒川町宮山165 0467(74)1111

大磯町役場 255-8555 中郡大磯町東小磯183 0463(61)4100

　　国府支所 259-0114 中郡大磯町月京6-10 0463(71)0061

二宮町役場 259-0123 中郡二宮町二宮961 0463(71)3311

中井町役場 259-0153 足柄上郡中井町比奈窪56 0465(81)1111

大井町役場 258-0019 足柄上郡大井町金子1995 0465(83)1311

松田町役場 258-8585 足柄上郡松田町松田惣領2037 0465(83)1221

山北町役場 258-0195 足柄上郡山北町山北1301-4 0465(75)1122

　　清水支所 258-0124 足柄上郡山北町川西688 0465(77)2404

　　三保支所 258-0201 足柄上郡山北町中川921-82 0465(78)3006

開成町役場 258-0026 足柄上郡開成町延沢773 0465(83)2331

箱根町役場 250-0311 足柄下郡箱根町湯本256 0460(5)7111

　　宮ノ下出張所 250-0404 足柄下郡箱根町宮ノ下105 0460(2)2742

　　宮城野出張所 250-0401 足柄下郡箱根町宮城野625 0460(2)2743

　　仙石原出張所 250-0631 足柄下郡箱根町仙石原842 0460(4)8404

　　箱根出張所 250-0521 足柄下郡箱根町箱根1 0460(3)6004



６９

真鶴町役場 259-0202 足柄下郡真鶴町岩244-1 0465(68)1131

湯河原町役場 259-0392 足柄下郡湯河原町中央2-2-1 0465(63)2111

愛川町役場 243-0301 愛甲郡愛川町角田251-1 0462(85)2111

　　半原出張所 243-0307 愛甲郡愛川町半原105 0462(81)1111

　　中津出張所 243-0303 愛甲郡愛川町中津745-4 0462(85)0004

清川村役場 243-0112 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 0462(88)1211

城山町役場 220-0912 津久井郡城山町久保沢1-3-1 042(782)1111

津久井町役場 220-0292 津久井郡津久井町中野633 042(784)1141

　　串川支所 220-0206 津久井郡津久井町青山1012 042(784)0604

　　鳥屋支所 220-0205 津久井郡津久井町鳥屋1064 042(787)0611

　　青野原支所 220-0411 津久井郡津久井町青野原1619 042(787)0002

　　青根支所 220-0412 津久井郡津久井町青根1331 042(787)2511

相模湖町役場 199-0192 津久井郡相模湖町与瀬896 0426(84)3211

藤野町役場 199-0204 津久井郡藤野町小渕2000 0426(87)2111

　　牧野支所 199-0206 津久井郡藤野町牧野4232 0426(89)2121

　　佐野川支所 199-0201 津久井郡藤野町佐野川2482 0426(87)2606

（２）消防局・消防本部

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市消防局 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 045(334)6789

　　横浜市鶴見消防署 230-0051 横浜市鶴見区中央3-20-1 045(503)0119

　　横浜市神奈川消防署 221-0825 横浜市神奈川区広台太田町3-8 045(316)0119

　　横浜市西消防署 220-0041 横浜市西区戸部本町50-11 045(313)0119

　　横浜市中消防署 231-0038 横浜市中区山吹町2-2 045(251)0119

　　横浜市南消防署 232-0018 横浜市南区花之木3-48-1 045(741)0119

　　横浜市港南消防署 233-0004 横浜市港南区港南中央通10-1 045(844)0119

　　横浜市保土ケ谷消防署 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 045(334)6696

　　横浜市旭消防署 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 045(951)0119

　　横浜市磯子消防署 235-0016 横浜市磯子区磯子1-3-11 045(753)0119

　　横浜市金沢消防署 236-0021 横浜市金沢区泥亀町2-9-1 045(781)0119

　　横浜市港北消防署 222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1 045(546)0119

　　横浜市緑消防署 226-0013 横浜市緑区寺山町118 045(932)0119

　　横浜市青葉消防署 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町33-1 045(974)0119

　　横浜市都築消防署 224-0032 横浜市都築区茅ケ崎中央32-1 045(945)0119

　　横浜市戸塚消防署 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4144 045(881)0119

　　横浜市栄消防署 247-0005 横浜市栄区桂町301 045(892)0119

　　横浜市泉消防署 245-0016 横浜市泉区和泉町4636-2 045(801)0119



７０

　　横浜市瀬谷消防署 246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 045(326)0119

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

川崎市消防局 210-8565 川崎市川崎区南町20-15 044(244)8351

　　川崎市臨港消防署 210-0832 川崎市川崎区池上新町3-1-5 044(299)0119

　　川崎市川崎消防署 210-8565 川崎市川崎区南町20-15 044(244)0119

　　川崎市幸消防署 210-0905 川崎市幸区戸手2-12-1 044(511)0119

　　川崎市中原消防署 211-0063 川崎市中原区小杉町3-26 044(733)0119

　　川崎市高津消防署 213-0002 川崎市高津区二子5-14-5 044(811)0119

　　川崎市宮前消防署 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-20-4 044(852)0119

　　川崎市多摩消防署 214-0032 川崎市多摩区桝形2-6-1 044(933)0119

　　川崎市麻生消防署 215-0004 川崎市麻生区万福寺1-5-4 044(951)0119

横須賀市消防局 238-0011 横須賀市米が浜通2-15 0468(22)0119

　　横須賀市中央消防署 238-0011 横須賀市米が浜通2-15 0468(23)8521

　　横須賀市北消防署 237-0076 横須賀市船越町1-59 0468(61)0119

　　横須賀市南消防署 238-0023 横須賀市森崎1-8-30 0468(36)0119

平塚市消防本部／消防署 254-8686 平塚市浅間町9-1 0463(21)3240

　　鎌倉市消防本部 248-0014 鎌倉市由比が浜4-1-10 0467(25)7505

　　鎌倉市鎌倉消防署 248-0014 鎌倉市由比が浜4-1-10 0467(25)7521

　　鎌倉市大船消防署 247-0056 鎌倉市大船3-5-10 0467(43)2424

藤沢市消防本部 251-8601 藤沢市朝日町1-1 0466(25)1111

　　藤沢市南消防署 251-0026 藤沢市鵠沼東8-3 0466(27)8181

　　藤沢市北消防署 252-0804 藤沢市湘南台2-7-1 0466(45)8181

小田原市消防本部／消防署 256-0813 小田原市前川183-18 0465(49)4410

茅ケ崎市消防本部／消防署 253-0085 茅ケ崎市矢畑1280-3 0467(85)4591

逗子市消防本部 249-0005 逗子市桜山2-3-31 0468(71)4325

　　逗子市消防署 249-0005 逗子市桜山2-3-31 0468(71)0119

相模原市消防本部 229-8611 相模原市中央2-2-15 0427(51)9111

　　相模原市消防署 229-8611 相模原市中央2-2-15 0427(51)0119

　　相模原市南消防署 228-0803 相模原市相模大野5-34-1 0427(44)0119

三浦市消防本部／消防署 238-0236 三浦市栄町24-7 0468(82)6311

秦野市消防本部／消防署 257-0031 秦野市曽屋757 0463(81)5450

厚木市消防本部／消防署 243-0003 厚木市寿町3-4-10 0462(21)2331

　　厚木市北消防署 243-0203 厚木市下荻野135-1 0462(41)6111

大和市消防本部／消防署 242-0018 大和市深見西4-4-6 0462(61)0119

伊勢原市消防本部／消防署 259-1131 伊勢原市伊勢原3-32-20 0463(95)2119

海老名市消防本部／消防署 243-0411 海老名市大谷816 0462(31)0355

座間市消防本部／消防署 228-0021 座間市緑ケ丘6-1-15 0462(56)2211
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南足柄市消防本部 250-0106 南足柄市怒田40-1 0465(74)6661

綾瀬市消防本部／消防署 252-1103 綾瀬市深谷3850-2 0467(76)0119

葉山町消防本部／消防署 240-0112 葉山町堀内2050 0468(76)0119

寒川町消防本部／消防署 253-0106 寒川町宮山396 0467(75)8000

大磯町消防本部／消防署 255-0003 大磯町大磯1075 0463(61)0911

二宮町消防本部／消防署 259-0131 二宮町中里711-1 0463(72)0015

箱根町消防本部／消防署 250-0406 箱根町小涌谷525 0460( 2)4511

湯河原町消防本部／消防署 259-0303 湯河原町土肥1-5-22 0465(63)5121

愛川町消防本部／消防署 243-0392 愛川町角田251-1 0462(85)3131

足柄上消防本部／消防署 258-0003 松田町松田惣領2073 0465(82)5251

足柄上消防組合消防署 258-0003 松田町松田惣領2073 0465(82)5251

津久井郡広域行政組合消防本部／消防署 199-0106 相模湖町寸沢嵐574-2 0426(85)0119

（３）保健所

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市鶴見保健所 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 045(510)1827

横浜市神奈川保健所 221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8 045(411)7137

横浜市西保健所 220-0051 横浜市西区中央1-5-10 045(320)8435

横浜市中保健所 231-0023 横浜市中区山下町116 045(224)8330

横浜市南保健所 232-0018 横浜市南区花之木町3-48-1 045(743)8246

横浜市港南保健所 233-0004 横浜市港南区港南中央通10-1 045(847)8433

横浜市保土ヶ谷保健所 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9 045(334)6341

横浜市旭保健所 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12 045(954)6143

横浜市磯子保健所 235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1 045(750)2443

横浜市金沢保健所 236-0021 横浜市金沢区泥亀2-9-1 045(788)7844

横浜市港北保健所 222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1 045(540)2359

横浜市緑保健所 226-0013 横浜市緑区寺山町118 045(930)2353

横浜市青葉保健所 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 045(978)2341

横浜市都筑保健所 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 045(948)2341

横浜市戸塚保健所 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町157-3 045(866)8463

横浜市栄保健所 247-0005 横浜市栄区桂町303-19 045(894)6963

横浜市泉保健所 245-0016 横浜市泉区和泉町4636-2 045(800)2442

横浜市瀬谷保健所 246-0021 横浜市瀬谷区二ッ橋町190 045(367)5743

川崎市川崎保健所 210-8570 川崎市川崎区東田町8 044(201)3202

川崎市川崎保健所大師健康ブランチ 210-0814 川崎市川崎区台町26-7 044(266)0128

川崎市川崎保健所田島健康ブランチ 210-0853 川崎市川崎区田島町20-15 044(344)2336

川崎市幸保健所 210-0005 川崎市幸区戸手2-12-11 044(522)7315
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川崎市幸保健所日吉健康ブランチ 211-0955 川崎市幸区南加瀬1-1-1 044(599)1131

川崎市中原保健所 211-8570 川崎市中原区小杉町3-245 044(744)3111

川崎市高津保健所 213-8570 川崎市高津区下作延274-2 044(861)3111

川崎市宮前保健所 216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5 044(856)3111

川崎市多摩保健所 214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1 044(935)3111

川崎市麻生保健所 215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1 044(965)5156

横須賀市保健所 238-0046 横須賀市西逸見町1-38-11 0468(22)4300

相模原市保健所 229-0036 相模原市富士見6-1-1 042(754)1111

５．保健・医療機関

（１）医療関係相談

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

ＡＭＤＡ国際医療情報センター 160-0021 新宿区歌舞伎町郵便局止め 03(5285)8088

横浜市救急医療情報センター 045(201)1199

港町 診療所 221-0056 横浜市神奈川区金港町７－６ 港湾労働福祉センタ－内 045(453)3673

（社）神奈川労災職業病センター 横浜市鶴見区豊岡町20-9 045(573)4289

（２）医科休日急患診療所一覧

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市夜間急病センター 231-0062 横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター内 045(212)3535

鶴見区休日 急患 診療所 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-21-3 045(503)3851

神奈川区休日 急患 診療所 221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川3階 045(317)5474

西区休日 急患 診療所 220-0051 横浜市西区中央1-15-18 045(322)5715

中区休日 急患 診療所 231-0806 横浜市中区本牧町2-353 045(622)6372

南区休日 急患 診療所 232-0017 横浜市南区宿町4-76-1 045(731)2416

港南区休日 急患 診療所 233-0004 横浜市港南区港南中央通 045(842)8806

保土ヶ谷区休日 急患 診療所 240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町 045(335)5975

旭区区休日 急患 診療所 241-0821 横浜市旭区二俣川1-88-16 045(363)2020

磯子区休日 急患 診療所 235-0012 横浜市磯子区滝頭2-31-6 045(753)6011

金沢区休日 急患 診療所 236-0015 横浜市金沢区金沢町48 045(782)8785

港北区休日 急患 診療所 222-0011 横浜市港北区菊名4-4-22 045(433)2311

青葉区休日 急患 診療所 227-0043 横浜市青葉区藤が丘2-20-10 045(973)2707

戸塚区休日 急患 診療所 245-0063 横浜市戸塚区原宿3-59-2 045(852)6221

栄区休日 急患 診療所 247-0014 横浜市栄区公田町635ー7 045(893)2999

横浜市南西部夜間急病センター

（泉区休日 急患診療所)

245-0012 横浜市泉区中田北1-9-8 045(801)2280

瀬谷区休日 急患 診療所 246-0037 横浜市瀬谷区橋戸1-36-1 045(302)5115
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緑区休日 急患 診療所 226-0011 横浜市緑区中山町1156-6 045(937)2300

横浜市北部夜間急病センター

(都筑区休日急患診療所)

224-0015 横浜市都筑区牛久保西1-23-4 045(911)0088

川崎休日 急患 診療所 210-0011 川崎市川崎区富士見1-1-1 044(211)6555

幸   休日 急患 診療所 210-0905 川崎市幸区戸手2-12-12 044(555)0885

中原休日 急患 診療所 211-0063 川崎市中原区小杉町3-245 044(722)7870

高津休日 急患 診療所 213-0001 川崎市高津区溝口5-15-5 044(811)9300

宮前休日 急患 診療所 216-0002 川崎市宮前区東有馬2-13-3 044(853)2133

多摩休日夜間急患診療所 214-0014 川崎市多摩区登戸1775-1 044(933)1120

麻生休日急患診療所 215-0004 川崎市麻生区万福寺1-5-3 044(966)2133

横須賀市救急医療センター 238-0014 横須賀市三春町2-17 0468(24)3001

平塚市休日夜間急患 診療所 254-0054 平塚市中里34-17 0463(34)0311

鎌倉市医師会休日 夜間急患診療所 248-0013 鎌倉市材木座3-5-35 0467(22)7888

藤沢市医師会休日夜間急病  診療所 251-0022 藤沢市鵠沼2168 藤沢メディカルセンター 内 0466(23)5000

藤沢市医師会北休日夜間急病診療所 251-0861 藤沢市大庭5527-1 藤沢市保健医療センター内 0466(88)7301

小田原市休日夜間急患診療所 256-0816 小田原市酒匂2-32-16 0465(47)0823

茅ヶ崎市休日急患センター 253-0042 茅ヶ崎市本村5-9-5 0467(52)1611

逗葉地域医療センター 249-0003 逗子市池子1-6-11 0468(73)7752

相模原メディカルセンター急病診療所 229-0036 相模原市富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら内 042(756)9000

相模原南メディカルセンター急病診療

所

228-0803 相模原市相模大野4-4-1 グリーンホール 相模大野内 042(756)9000

秦野市休日診療所 257-0031 秦野市曽屋11 0463(81)5019

厚木市休日夜間診療所 243-0011 厚木市厚木町6-1-202 046(222)1259

大和市地域医療センター

休日夜間急患診療所

242-0004 大和市鶴間1-25-15 046(263)3171

伊勢原市休日夜間診療所 259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原シティプラザ内 046(393)5019

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

海老名市急患診療所 243-0421 海老名市さつき町41 海老名市医療センター内 046(231)1912

座間市休日急患センター 228-0021 座間市緑ケ丘1-1-3 座間市立市民健康センター内 046(252)9090

座間綾瀬医師会綾瀬休日診療所 252-1103 綾瀬市深谷3491-1 綾瀬市保健医療センター内 0467(77)5315

津久井郡急病 診療所 220-0207 津久井郡津久井町中野1681-1 042(784)5199

足柄上地区休日急患診療所 258-0021 足柄上郡開成町吉田島580 0465(83)1800

（３）歯科休日急患診療所一覧

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市歯科保健医療センター 231-0012 横浜市中区相生町6-107 045(201)7737

金沢区三師会休日救急診療所 236-0015 横浜市金沢区金沢町48 金沢区三師会館内 045(782)8785
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休日救急診療所

戸塚区休日急患歯科診療所 245-0063 横浜市戸塚区原宿3-59-2 045(852)6221

川崎市歯科医師会館診療所 210-0006 川崎市川崎区砂子2-10-10 044(233)4494

中原歯科保健センター 211-0063 川崎市中原区小杉町2-288-4 044(733)1248

久地歯科保健センター 213-0032 川崎市高津区久地48-1 044(811)0355

百合丘歯科保健センター 215-0003 川崎市麻生区高石4-15-5 044(966)2261

横須賀市口腔衛生センター

休日急患歯科診療所

238-0006 横須賀市日の出町2-9 0468(23)0062

平塚市休日急患歯科診療所 254-0054 平塚市中里34-17 0463(34)0311

藤沢市休日急患歯科診療所 251-0025 藤沢市鵠沼石上2-8-4 藤沢市口腔保健センター内 0466(26)3310

藤沢市北休日急患歯科診療所 251-0861 藤沢市大庭5527-1 藤沢市保健医療センター内 0466(88)7315

小田原市休日急患歯科診療所 256-0816 小田原市酒匂2-32-16 0465(47)0825

茅ヶ崎市休日急患歯科診療所 253-0042 茅ヶ崎市本村5-9-5 0467(52)1611

相模原口腔保健センター

休日急患歯科診療所

229-0036 相模原市富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら内 042(756)1501

秦野市歯科休日急患診療所 257-0051 秦野市今川町1-3 秦野駅前農協ビル内 0463(83)3120

伊勢原市休日歯科診療所 259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原シティプラザ内 0463(95)3121

厚木市休日歯科診療所 243-0018 厚木市中町1-8-12 046(224)6081

大和歯科医師会大和休日歯科診療所 242-0018 大和市深見西2-1-25 046(263)4107

海老名市休日歯科診療室 243-0421 海老名市さつき町41 海老名市医療センター内 046(231)1939

座間市休日歯科急患センター 228-0021 座間市緑ケ丘1-1-3 座間市立市民健康センター内 046(252)8217

大和歯科医師会綾瀬休日歯科診療所 252-1103 綾瀬市深谷3491-1 綾瀬市保健医療センター内 0467(79)1818

（４）福祉ボランティア

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

かながわボランティアセンター 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター内 045(312)1121

横浜市ボランティアセンター 231-8482 横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター内 045(201)8620

川崎市ボランティア活動振興センター 210-0024 川崎市川崎区日進町5-1 福祉センター内 044(244)3563

横須賀市ボランティアセンター 238-0041 横須賀市本町2-1 総合福祉会館内 0468(25)0017

平塚市ボランティアセンター 254-0047 平塚市追分1-43 福祉会館内 0463(33)2333

鎌倉市社会福祉協議会 248-0012 鎌倉市御成町20-21 福祉センター内 0467(23)1075

ふじさわボランティアセンター 252-0804 藤沢市湘南台1-8 湘南台文化センター内 0466(43)7251

小田原市ボランティアセンター 250-0045 小田原市城山2-1-5 社会福祉センター内 0465(35)4000

茅ヶ崎市ボランティアセンター 253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44 さがみ農協ビル内 0467(85)9650

逗子市ボランティアセンター 249-0005 逗子市桜山5-32-1 福祉会館内 0468(73)8011

相模原市ボランティアセンター 229-0036 相模原市富士見6-1-20 あじさい会館内 042(756)5034

三浦市ボランティアセンター 238-0235 三浦市城山町6-6 福祉会館内 0468(82)1111
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秦野市ボランティアセンター 257-0054 秦野市緑町16-3 保健福祉センター内 0463(84)7711

厚木市ボランティアセンター 243-0018 厚木市中町1-4-1 厚木市総合福祉センター内 046(225)2949

やまとボランティアセンター 242-0004 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター内 046(260)5643

いせはらボランティアセンター 259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原シティプラザ内 0463(94)9600

海老名市ボランティアセンター 243-0434 海老名市上郷474-1 総合福祉会館内 046(235)0220

座間市ボランティアセンター 228-0021 座間市緑ケ岡6-1-11 文化福祉会館内 046(251)4117

南足柄市ボランティアセンター 250-0105 南足柄市関本403-2 りんどう会館内 0465(72)2299

あやせボランティアセンター 252-1103 綾瀬市深谷3446 市福祉会館内 0467(70)3210

あいかわボランティアセンター 243-0301 愛甲郡愛川町角田257-1 愛川町社会福祉センター内 046(285)2111

清川村社会福祉協議会 243-0112 愛甲郡清川村煤ケ谷2216 清川村総合福祉会館内 046(288)3894

はやまボランティアセンター 240-0112 三浦郡葉山町堀内2220 0468(75)9889

寒川町ボランティアセンター 253-0106 高座郡寒川町宮山401 健康管理センター内 0467(74)7621

大磯町社会福祉協議会 255-0003 中郡大磯町大磯1352-1 福祉センター　さざれ石内 0463(61)9390

二宮町社会福祉協議会 259-0123 中郡二宮町二宮1410 保健センター内 0463(73)0294

中井町社会福祉協議会 259-0153 足柄上郡中井町比奈窪104-1 健康保健福祉センターしらさぎ内 0465(81)2261

大井町ボランティアセンター 258-0019 足柄上郡大井町金子1946-1 保健福祉センター内 0465(84)3294

松田町社会福祉協議会 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領17-2 健康福祉センター内 0465(82)0294

山北町ボランティアセンター 258-0113 足柄上郡山北町山北1981 町立老人憩いの家内 0465(75)1294

開成町ボランティアセンター 258-0021 足柄上郡開成町吉田島1043-1 町福祉会館内 0465(82)5222

箱根町ボランティアセンター 250-0311 足柄下郡箱根町湯本256 0460(5)8885

真鶴町ボランティアセンター 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475-1 老人ディサービスセンター内 0465(68)3313

湯河原町社会福祉協議会 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥1-5-65 0465(62)3700

城山町ボランティアセンター 220-0105 津久井郡城山町久保沢2-26-1 保健福祉センター内 042(783)1212

津久井町ボランティアセンター 220-0207 津久井郡津久井町中野1015-1 042(784)3393

相模湖町ボランティアセンター 199-0105 津久井郡相模湖町若柳1207 老人福祉センター内 0426(85)1033

藤野町ボランティアセンター 199-0204 津久井郡藤野町小渕1992 中央町民センター内 0426(87)3361

（５）地域救急医療情報センター

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市救急医療情報センター 231-0062 横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター内 045(201)1199

川崎市救急医療情報センター 210-0012 川崎市川崎区宮前町8-3 川崎市医師会館内 044(222)1919

鎌倉市救急医療情報センター 248-0014 鎌倉市由比ヶ浜4-1-10 鎌倉市消防本部内 0467(24)0099

相模原救急医療情報センター 229-0036 相模原市富士見6-1-1 相模原市総合保健医療センター内 042(756)9000

６．教育

（１）インターナショナルスクール

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ
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鶴見朝鮮初級学校 230-0046 横浜市鶴見区小野町１０ 045(501)4269

神奈川朝鮮中高級学校 221-0844 横浜市神奈川区沢渡２１ 045(311)0680

横浜朝鮮初級学校 221-0844 横浜市神奈川区沢渡２１ 045(311)0478

ｻﾝﾓｰﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽｸｰﾙ 231-8654 横浜市中区山下町８３ 045(641)5751

横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽｸｰﾙ 231-0862 横浜市中区山下町２５８ 045(622)0084

横浜中華学院 231-0023 横浜市中区山下町１４２ 045(681)3608

横浜山手中華学校 231-0862 横浜市中区山手町４３－２ 045(622)0393

東京横浜独逸学園 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-4-1

川崎朝鮮初中級学校 210-0833 川崎市川崎区桜本2-43-1 044(266)3091

南部朝鮮初級学校 213-0013 川崎市高津区末長１１１６－４ 044(866)8411

横須賀朝鮮初級学校 238-0004 横須賀市小川町１６ 0468(22)2256

（２）留学生会館

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

神奈川県留学生会館（白根） 241-0005 横浜市旭区白根4-24-3 045(953)7001

神奈川県留学生会館（淵野辺） 229-0033 相模原市鹿沼台1-10-22 0427(68)0211

横浜市国際留学生会館（鶴見） 230-0048 横浜市鶴見区本通り4-171-23 045(507)0121

（３）留学生支援関係機関

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

（財）日本語国際教育協会 153-0041 東京都目黒区駒場4-5-29 03(5454)5211

　　　留学情報センター (月～金、9:30～12:00 13:00～17:00） 03(5454)5216

      留学生相談室 03(5454)5209

（財）内外学生センター 169-0074 東京都新宿区北新宿3-22-7 03(3954)1062

　　　留学生相談コーナー (月～金、9:30～11:30 13:00～16:00）

　　　　東京学生生活相談所 03(3951)9103

　　　　東京学生住宅相談所 03(3359)5997

（財）アジア学生文化協会 113-0021 東京都文京区本駒込2-12-13 03(3946)4121

７．法律関係

（１）弁護士会

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜弁護士会 231-0021 横浜市中区日本大通 ９番地 横浜弁護士会館 045（211）7700

横浜弁護士会外国人法律相談：

毎週水曜日13:15～16:15（要予約・受付時間（日本語のみ）：月～金10:00～12:00、13:00～16:00、相談料金：7,500円消費税別）

東京弁護士会　外国人人権救済センター 03(3214)2206

東京弁護士会電話ガイド 03(3581)0578
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第二東京弁護士会テレフォン相談ガイド 03(3581)3839

（２）公証人・公証役場

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

博物館前本町 公証役場 231-0005 横浜市中区本町５－４９ 丸忠センタービル５階 045(212)2033

横浜駅西口公証センター 220-0004 横浜市西区北幸１－５－１０ 東京建物ビル４階 045(311)6907

関内大通り公証役場 231-0047 横浜市中区羽衣町２－７－１０ 日本生命関内ビル８階 045(261)2623

尾上町公証役場 231-0015 横浜市中区尾上町３－３５ 有楽ビル８階 045(681)5819

みなとみらい公証役場 231-0011 横浜市中区太田町６－８７ 横浜フコク生命ビル１０階 045(662)6585

鶴見公証役場 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央４－１６－１－

６０１

折井ビル６階 045(521)3410

上大岡公証役場 233-0002 横浜市港南区上大岡西１－１８－２５ 045(844)1102

川崎合同公証役場 210-0007 川崎市川崎区駅前本町３－３ ムラタヤビル５階 044(222)7264

溝ノ口公証役場 213-0001 川崎市高津区溝口３－１４－１ 田中屋ビル３階 044(811)0111

藤沢公証役場 251-0025 藤沢市鵠沼石上２－１１－２ 湘南Ｋビル１階 0466(22)5910

横須賀公証役場 238-0007 横須賀市若松町２－２４ 亀井ビル３階 0468(23)0328

小田原公証役場 250-0011 小田原市栄町１－５－２０ 大邦ビル４階 0465(22)5772

平塚公証役場 254-0807 平塚市代官町９－２６ Ｍ宮代会館４階（平塚駅南

口）

0463(21)0267

厚木公証役場 243-0018 厚木市中町３－１３－８ 安田生命厚木第２ビル２階 046(221)1813

相模原公証役場 229-0031 相模原市相模原６－４－２０－２０２ 長谷川ビル 042(758)1888

（３）裁判所

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜地方裁判所 231-0021 横浜市中区日本大通9 045（201）9631

　　〃　　川崎支部 210-0011 川崎市川崎区富士見1-1-3 044（233）8171

　　〃　　相模原支部 229-0036 相模原市富士見6-10-1 042（755）4681

　　〃　　横須賀支部 238-0015 横須賀市田戸台3 0468（23）1905

　　〃　　小田原支部 250-0012 小田原市本町1-7-9 0465（22）6186

横浜家庭裁判所 231-0026 横浜市中区寿町1-2 045(681)4181

     〃　　川崎支部 210-0011 川崎市川崎区富士見1-1-3 044(233)8171

　　〃　　横須賀支部 238-0015 横須賀市田戸台３ 0468(23)1905

　　〃　　小田原支部 250-0012 小田原市本町1-7-9 0465(22)6186

　　〃　　相模原支部 229-0036 相模原市富士見6-10-1 042(755)8661

横浜簡易裁判所 231-0021 横浜市中区日本大通36 045(662)6791

神奈川簡易裁判所 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川１－１１－１ 045(321)8708

保土ヶ谷簡易裁判所 240-0062 横浜市保土ヶ谷区岡沢町２３９ 045(331)5991
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川崎簡易裁判所 210-0011 川崎市川崎区富士見１－１－３ 044(233)8171

鎌倉裁判所 248-0014 鎌倉市由比ガ浜２－２３－２２ 0467(22)2202

藤沢簡易裁判所 251-0054 藤沢市朝日町１－８ 0466(22)2684

相模原簡易裁判所 229-0039 相模原市中央３－１３－７ 0427(52)2009

横須賀簡易裁判所 238-0015 横須賀市田戸台３ 0468(23)1907

平塚簡易裁判所 254-0045 平塚市見附町４３－９ 0463(31)0513

小田原簡易裁判所 250-0012 小田原市本町１－７－９ 0465(22)6186

厚木簡易裁判所 243-0003 厚木市寿町３－３－２ 0462(21)2018

（４）法務局

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜地方法務局 231-0003 横浜市中区北仲通５－５７ 045(641)7461

　　川崎支局 210-0012 川崎市川崎区宮前町１２－１１ 044(244)4166

　　横須賀支局 238-0006 横須賀市日の出町１－４ 0468(25)6511

　　小田原支局 250-0012 小田原市本町１－７－１ 0465(23)0181

　　厚木支局 243-0003 厚木市寿町３－３－８ 0462(24)3163

　　相模原支局 229-0039 相模原市中央３－１３－１３ 0427(53)2110

（５）その他

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

法律扶助協会横浜支部 231-0021 横浜市中区日本大通 ９番地 横浜弁護士会館 045(201)1881

法律扶助協会東京支部 100-0013 千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館内 03(3580)2851

（財）日弁連交通事故相談センタ

ー

100-0013 千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館内 03(3581)1782

横浜司法書士会 231-0024 横浜市中区吉浜町１ 045(641)1372

８．関係団体

（１）県内国際交流協会

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

（財）神奈川県国際交流協会 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷１－２－１ 045-896-2626

（財）横浜市国際交流協会 231-0023 横浜市中区山下町２ 産業貿易センタ－ビル３Ｆ 045(671)7128

（財）川崎市国際交流協会 211-0033 川崎市中原区木月祇園町２３７－１ 044(435)7000

（財）大和市国際化協会 242-0018 大和市深見西８－６－１２ 大和市役所分庁舎１Ｆ 0462(60)5216

横浜国際交流ラウンジ 231-0023 横浜市中区山下町２ 産業貿易センタ－ビル３Ｆ 045(671)7209

青葉国際交流ラウンジ 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町２５－６ 045(971)0260

保土ヶ谷区国際交流コーナー 240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町１－７－１ 横浜市岩間市民プラザ１Ｆ 045(337)0012
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５

横須賀市国際交流協会 238-0006 横須賀市日の出町１－５ ヴｪルクよこすか 0468(22)4000

平塚市国際交流協会 254-0041 平塚市浅間町９－１ 市交流親善課内 0463(23)1111

小田原市海外市民交流会 250-8555 小田原市荻窪３００ 市文化交流課内 0465(33)1707

茅ヶ崎市国際交流協会 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 市文化室内 0467(82)0868

三浦市国際交流協会 238-0235 三浦市城山町１－１ 市秘書課内 0468(82)1111

秦野国際交流懇談会 257-0045 秦野市桜町１－３－２ 私生活文化室内 0463(82)5111

伊勢原市姉妹都市委員会 259-1142 伊勢原市田中２４８ 市市民生活課内 0463(94)4711

座間市国際交流協会 228-0021 座間市緑ヶ丘１－１－１ 市渉外課内 0462(55)1111

南足柄市姉妹都市交流協会 250-0105 南足柄市関本４４０ 市文化振興課内 0465(74)2111

葉山町国際交流協会 240-0112 三浦郡葉山町堀内２１３５ 町企画課内 0468(76)1111

さむかわ国際交流協会 253-0106 高座郡寒川町宮山１６５ 町企画課内 0467(74)1111

大磯町姉妹都市協会 255-0004 中郡大磯町東大磯１８３ 町企画政策室内 0463(61)1991

箱根町国際交流協会 250-0311 足柄上郡箱根町湯本２５６ 町観光産業課内 0460(5)7111

ゆがわら国際交流協会 足柄下郡湯河原町土肥１－７－１ 湯河原商工会内 0465(63)0111

（２）その他国際交流関係団体

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

国際交流基金

(アークヒルズ・オフィス)

107-6021 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル20階・21階 03(5562)3538

国際交流基金アジアセンター 107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー 03(5562)3892

国際交流基金(関西国際センター) 598-0093 大阪府泉南郡田尻町 りんくうポート北３番 0724(90)2600

（財）国際文化交流推進協会

（ACE JAPAN）

107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー1F 03(5562)4422

（財）国際文化会館 106-0032 東京都港区六本木5-11-16 03(3470)4611

（社）日本ユネスコ協会連盟 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル12F 03(5424)1121

イタリア文化会館 102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 03(3264)6011

豪日交流基金 108-8361 東京都港区三田2-1-14 オーストラリア大使館 03(5232)4063

東京ドイツ文化センター 107-0052 東京都港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館内 03(3584)3201
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（３）主な民族団体・外国人コミュニ

ティ

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

フィリピン人妻の会 246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋１７－７ 045-367-2333

かながわべトナム親善協会 242-0022 大和市柳橋３－１６ハイム桜ヶ丘6-

908

0462-69-9204

ラテンアメリカ友好協会 210-0912 川崎市幸区中幸町４－４５ 044-541-5994

在日本大韓民国民団神奈川県地方本部 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-10-1 神奈川韓国会館 045-316-0815

在日本朝鮮人総聯合会神奈川県本部 221-0834 横浜市神奈川区台町１６－３ 045-311-5501

横浜華僑総会 231-0023 横浜市中区山下町１２６－１ 045-641-8606

（４）国際交流支援施設

機関名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

横浜市国際学生会館 230-0048 横浜市鶴見区本町通４－１７１－２

３

045-507-0121

神奈川県国際研修センター 241-0815 横浜市旭区中尾６０－１ 045-366-0157

川崎市ふれあい館 210-0833 川崎市川崎区桜本１－５－６ 044-276-4800

（財）海外造船協力センター 234-0051 横浜市港南区日野３－１－８ 045-845-1611

ＪＩＣＡ海外移住センター 235-0007 横浜市磯子区西町１６－５ 045-751-1121

ＪＩＣＡ神奈川国際水産研修センター 238-0316 横須賀市長井５－２５－１ 0468-57-2251

（財）国際女子研修センター 253-0031 茅ヶ崎市富士見町９－３９ 0467-86-7403

湘南国際村センター 240-0198 三浦郡葉山町浦郡葉山町上山口１５６０－３９ 0468-55-1181

フォーラムよこはま　情報グループ 220-8113 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 ランドマ－クタワ－１３Ｆ 045-224-2002

川崎市平和館 211-0021 川崎市中原区木月住吉町1957-1 044-433-0171

川崎市麻生市民館 215-0004 川崎市麻生区万福寺１－５－２ 044-951-1300



８１

がいこくせき

外国籍
けんみん

県民
そうだん

相談
じれいしゅう

事例集（カンボジア
ご

語
ばん

版）

2001
ねん

年3
がつ

月　　
いんさつ

印刷・
はっこう

発行

はっこう

発行・
へんしゅう

編 集　　
か な が わ け ん

神奈川県
け ん み んぶ

県民部
こ く さ いか

国際課

で ん わ

電話 045-210-1111　
ないせん

内線 3748～3750

     RbCMu/tÒbTkarBiPakßasMrab;RbCaBlrdÍCaCnbreTs

             Edlrs;enAkÕégextÑ

        

e@HBumÙ  ecjpßayenA Exmina qÕaM2001

ecjpßay  sresrer]ber]geday

 kariyal&yextÑkaNaga"va"EpÕkRbCaCnextÑRkum/nÑrCati

TUrs&BÓ:045-210-1111 tpÓal;:3748～3750


